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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

1．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的 

豊橋創造大学を設置する学校法人藤ノ花学園の建学の精神は「誠をもって勤倹譲を行

え」である。これは、学園創立者伊藤卯一が二宮尊徳の教えである至誠・勤労・分度・

推譲に基づいて定めたものであり、明治 35(1902)年の学園創立以来一貫して学園に受

け継がれている。 

豊橋創造大学の基本理念は、「豊橋創造大学学則」（以下「学則」。）第 1 条に「豊橋創

造大学は、教育基本法及び学校教育法に則り、文化の向上を目指し創造性豊かで人間味

あふれる人格の形成と、専門的職能教育を施すことを目的とし、広く国際的視野をもっ

て人類の福祉に貢献する社会人の育成をその使命とする。」と定められている。 

2．大学の個性・特色等（本学が目指す大学像） 

各学科の教育目標は学則第 3 条第 2 項に、以下のとおり定められている。 

(1) 経営学部経営学科 

生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を涵

養し経営学と情報学の専門知識とスキルを持つ専門的職業人の育成を目標とする 

(2) 保健医療学部理学療法学科 

医療・福祉の向上に寄与するために、幅広い教養と倫理観を身につけて、深い専門的

知識と高い技術を持ち、生涯にわたり能力の向上を自発的に行うことができ、他の人格

を尊重できる理学療法士を育成することを目標とする 

(3) 保健医療学部看護学科 

生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、保健医療福

祉領域における看護学の役割と機能を理解し、地域社会に貢献できる専門看護職者の育

成を目標とする 

大学設立時より「地域密着」を設置趣旨に謳い、地域との連携を積極的に行っている。

平成 18(2006)年度には「地域貢献センター」を設置し、これを発展させて平成 30(2018)

年度には地域連携・広報センターを組織して地域貢献機能の強化を図っている。したが

って、本学は中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の提言する大学の機能

のうち、「高度専門職業人養成」「幅広い職業人養成」「社会貢献機能（地域貢献、産学

官連携、国際交流等）」の機能を中心とした大学である。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

本学を設置している学校法人藤ノ花学園は、創立者伊藤卯一が明治35(1902)年4月、

渥美郡豊橋町大字中八町（現在の豊橋市八町通り三丁目）に私立豊橋裁縫女学校を創立

したことを起源としている。 

昭和2(1927)年10月に文部大臣より財団法人として認可を受け、昭和6(1931)年9月に

豊橋高等裁縫女学校と改称し、昭和7(1932)年9月に現在の豊橋市老松町に移転した。そ

の後、時代の変遷と共に教育内容を改め、昭和10(1935)年11月には旧実業学校令による

豊橋高等家政女学校、昭和21(1946)年3月に旧高等女学校令による豊橋藤花高等女学校

を経て、6・3制の学制改革により昭和23(1948)年3月に藤ノ花女子高等学校となった。

また、昭和26(1951)年2月には学校法人として組織変更の認可を受けている。 

その後、昭和58(1983)年4月に豊橋短期大学を豊橋市牛川町に設置し、平成8(1996)年

4月に同キャンパスに豊橋創造大学を設置して現在に至っている。大学設立以降の沿革

概要は表Ⅱ－1－1の通りである。 

表Ⅱ－1－1 大学設立以降の沿革概要 

平成8年4月1日 豊橋創造大学開学 

経営情報学部 経営情報学科 

       入学定員260人（うち80人は期間を付した定
員） 

       収容定員1040人 

平成12年4月1日 豊橋創造大学大学院開設 

経営情報学研究科、起業・経営情報専攻（修士課程） 

       入学定員15人 

       収容定員30人 

平成14年4月1日 経営情報学部メディア・ネットワーク学科開設 

       入学定員130人 

       収容定員520人 

これにより、経営情報学科の定員を以下のとおり変更 

       入学定員130人 

       収容定員520人 

大学基準協会より「正会員」としての認証を受ける 

平成15年6月1日 経営情報学部がオラクル・アカデミック・イニシアチブ（OAI）
参加校となる 

平成16年4月1日 学生定員を以下のとおりに変更 

経営情報学科 

       入学定員68人 編入学定員4人（3年次） 

       収容定員280人 

メディア・ネットワーク学科 

       入学定員68人 編入学定員4人（3年次） 

       収容定員280人 

平成18年4月1日 情報ビジネス学部キャリアデザイン学科開設 

       入学定員136人 編入学定員8人（3年次） 

       収容定員560人 

リハビリテーション学部理学療法学科開設 
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       入学定員60人 

       収容定員240人 

経営情報学部募集停止 

平成21年4月1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーション学部を保健医療学部と名称変更すると共
に、看護学科を設置、あわせて情報ビジネス学部の入学定員を
変更 

情報ビジネス学部キャリアデザイン学科 

       入学定員76人 編入学定員8人（3年次） 

       収容定員320人 

保健医療学部理学療法学科 

       入学定員60人 

       収容定員240人 

保健医療学部看護学科 

       入学定員80人 

       収容定員320人 

平成22年3月 日本高等教育評価機構より、大学機関別認証評価（認定）を受
ける 

平成22年4月1日 大学院健康科学研究科健康科学専攻を設置 

健康科学研究科健康科学専攻 

       入学定員6人 

       収容定員12人 

平成24年3月 大学基準協会より「正会員資格継続認定」を受ける 

平成24年4月1日 経営学部経営学科を設置 

       入学定員76人 編入学定員8人（3年次） 

       収容定員320人 

情報ビジネス学部募集停止 

平成29年4月1日 保健医療学部看護学科の入学定員を変更 

       入学定員90人 

       収容定員360人 

経営学部の入学定員・編入学定員を変更 

       入学定員50人  編入学定員4人（3年次） 

       収容定員208人 

令和2年4月1日 大学院経営情報学研究科募集停止 

令和4年3月 大学院経営情報学研究科廃止 
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2．本学の現況 

・大学名 豊橋創造大学 

・所在地 愛知県豊橋市牛川町字松下20番地1 

（設置者を同じくする豊橋創造大学短期大学部とキャンパスを共有） 

・学部の構成（令和5(2023)年5月1日現在） 

学士課程 保健医療学部 理学療法学科 

入学定員60人 収容定員240人 

保健医療学部 看護学科 

入学定員90人 収容定員360人 

経営学部 経営学科（平成29年4月 入学定員・編入学定員変更） 

入学定員50人 編入学定員4人（3年次）  収容定員208人 

 

修士課程 健康科学研究科 健康科学専攻 

入学定員6人 収容定員12人 

 

・学生数、教員数、職員数 

表Ⅱ－2－1 学生数（令和5(2023)年5月1日現在） 単位：人 

学部 学科 
在籍学生数 

1年次 2年次 3年次 4年次 合計 

保健医療学部 
理学療法学科 70 58 60 61 249 

看護学科 89 83 74 89 335 

保健医療学部計 159 141 134 150 584 

経営学部 経営学科 48 60 50 63 221 

経営学部計 48 60 50 63 221 

学部 合計 207 201 184 213 805 

 （データ編表 F－5 参照）単位：人 

大学院 一般 社会人 留学生 合計 

健康科学研究科 0 4 1 5 

大学院 合計 0 4 1 5 
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表Ⅱ－2－2 専任教員配置（令和5(2023)年5月1日現在） 単位：人 

学長1人 

学士課程 教授 准教授 講師 助教 合計 助手 

保健医療学部理学療法学科 9 2 3 6 20 1 

保健医療学部看護学科 8 1 7 6 22 3 

経営学部経営学科 8 1 2 0 11 0 

合  計 25 4 12 12 53 4 

 

 

修士課程 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

健康科学研究科健康科学専攻 13 1 0 0 0 14 

合  計 13 1 0 0 0 14 

（健康科学研究科の教員は保健医療学部教員を兼務） 

 

表Ⅱ－2－3 職員配置（令和5(2023)年5月1日現在） 単位：人 

 正職員 嘱託職員 パート 派遣 合計 

人数 23 5 8 0 36 

（所属の正職員・嘱託職員・パート・派遣は全員、大学・短期大学部の業務を兼務する） 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

基準１．使命・目的等 

1－1．使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目1－1を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-①意味・内容の具体性と明確性 

豊橋創造大学を設置する学校法人藤ノ花学園の建学の精神は「誠をもって勤倹譲を行

え」である。これは、学園創立者伊藤卯一が二宮尊徳の教えに基づいて定めたものであ

り、明治35(1902)年の創立以来一貫して学園に受け継がれ、学校法人藤ノ花学園寄附行

為（以下寄附行為という）第3条に明示されている。建学の精神は、大学キャンパス内

に説明文と共に掲示されている。また、入学案内、履修案内にも説明のページが設けら

れている。【資料F-1】【資料F-4】【資料1-1-1】 

大学の使命・目的は「豊橋創造大学学則」（以下学則という）第1条に、大学院につい

ては「豊橋創造大学大学院学則」（以下大学院学則という）第2条に、それぞれ下記のと

おり簡潔に記載されている。 

「豊橋創造大学は、教育基本法及び学校教育法にのっとり、文化の向上を目指し創造

性豊かで人間味あふれる人格の形成と、専門的職能教育を施すことを目的とし、広く国

際的視野をもって人類の福祉に貢献する社会人の育成をその使命とする。」 

「本大学に設置する大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ

て、人類社会の発展に貢献しうる人材を養成するとともに文化の進展に寄与することを

目的とする。」 

また、大学に設置する各学科の教育目標は学則第3条第2項に、大学院各研究科の目的

については大学院学則第2条第2項及び第3項に以下のとおり定められている。 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

医療・福祉の向上に寄与するために、幅広い教養と倫理観を身につけ、深い専門的知

識と高い技術を持ち、生涯にわたり能力の向上を自発的に行うことができ、他の人格を

尊重できる理学療法士を育成することを目標とする 
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＜保健医療学部看護学科＞ 

生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、保健医療福

祉領域における看護学の役割と機能を理解し、地域社会に貢献できる専門看護職者の育

成を目標とする 

＜経営学部経営学科＞ 

生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を涵

養し経営学と情報学の専門知識とスキルを持つ専門的職業人の育成を目標とする 

＜大学院健康科学研究科＞ 

保健・医療・看護・介護・福祉等の健康増進に係る専門分野において、総合的かつ多

角的な視点を有し、指導的役割を果たせる専門的職業人並びに関連する課題を主体的に

解決するための研究能力を有する人材を養成するとともに、健康科学分野の研究成果を

社会に還元することを目的とする。 

以上のように、大学、大学院の使命・目的、及び教育目的は明確に定められている。 

【資料F-3】 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

大学、大学院の使命・目的については、上述のとおり、それぞれ簡潔に文章化され、

大学学則、大学院学則に明確に定められている。 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

看護学科及び理学療法学科の設置に伴い、本学が文部科学省大学設置室に提出した申

請書、届出書に含まれる「大学等の設置の趣旨を記載した書類」の中で、「本学科は中

央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の提言する7つの大学の個性、特色の

内、高度専門職業人と社会貢献機能の二つを特色とする。」と明示している。また、経

営学部設置の際に大学設置室に提出された設置届出書の中では、人材養成の目的として、

「新たな経営学部経営学科は、今まで以上に地域社会の人的資源を充足させることを主

要な目的としている。」と表記している。【資料1-1-2】 

本学は、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の提言する大学の機能の

うち、「高度専門職業人養成」「幅広い職業人養成」「社会貢献機能（地域貢献、産学官

連携、国際交流等）」の機能を中心とした大学である。 

 

1-1-④ 変化への対応 

変化への対応として、平成19(2007)年文部科学省令第22号に伴い、大学設置基準第2

条が改正され、学科ごとに教育目標を明示することが求められるようになったことに対

応し、平成19(2007)年度に各学科にて教育目標を協議し、教授会の審議を経て平成

20(2008)年4月1日付で学則を改正し、各学科の教育目標を学則に明記している。また、
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自己点検・評価や内部質保証推進会議、教学マネジメント会議を通して、毎年使命・目

的に関しての点検を行っている。 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的及び教育目標の適切性は確保されているが、今後とも柔軟に法令へ

の適合、変化への対応に努める。 

 

エビデンス集・資料編 

【資料F-1】 学校法人藤ノ花学園寄付行為 

【資料F-1】 豊橋創造大学学則 豊橋創造大学大学院学則 

【資料F-4】 学生募集要項  

【資料1-1-1】 履修案内・シラバス 建学の精神・教育目標のページ 

【資料1-1-2】 各学科の設置認可申請書「大学等の設置の趣旨を記載した書類」写し 

 

1－2．使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目1－2を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

今期の中長期計画（WISTERIA PLAN 2029）の基本方針・アクションプランを策定

する際には教職員が分担して作成を行った。その際に、中長期計画策定の基礎として大

学の建学の精神・使命及び目的は全員に共有されている。また、中長期計画は令和

2(2020)年3月開催の理事会においても説明し、理解を得ている。したがって、本学の使

命・目的及び教育目的は、役員、教職員の理解と支持を得ているものである。【資料1-2-

1】 

 

1-2-② 学内外への周知 

使命・目的及び教育目的の学内外への周知に関しては、Webページ及び入学案内に説

明のページを設けている。また、全教職員に配布される履修案内にも建学の精神及び教

育目標を掲載したページを設けている。したがって、本学の使命・目的及び教育目的は、

学内外に周知されている。【資料1-2-2】 
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1-2-③ 中長期的な計画への反映 

本学の中長期計画については、平成25(2013)年度より本学の目的等の達成のため中期

計画の策定に着手し、平成26(2014)年に「第1次中期計画」を完成させた。 

令和元(2019)年度は最終年度に当たるため、次期計画として第2次中長期計画

(WISTERIA PLAN2029)を作成した。中長期計画は毎年度アクションプランごとにそ

の進捗状況をチェックし、計画の着実な実行を図っている。【資料1-2-3】 

 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

三つの方針の策定に際しては、学則に明示した各学科の教育目標を基に、各学科で協

議して策定されたものである。「学位授与の方針」「教育課程編成方針」「入学生受け入

れ方針」の三つの方針は、それぞれ使命・目的及び教育目的が反映されている。 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学の設置する学科は、実学志向の学科であり、学則第1条に明示されている大学の

目的に合致した学科である。各学科及び研究科の教育目標を達成するため教育研究組織

を構成している。また、各学科では教育目標に基づく学位授与の方針（ディプロマポリ

シー）とカリキュラムとの関係を明示したカリキュラムマップを用いて整合性を確認し

ている。【資料1-2-4】 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

入学案内及び履修案内に掲載している教育目標の文章を学則に定める教育目標の条

文と一致させる。また、厳しい経営環境に対応するため、第2次中長期計画の着実な実

行を図る。 

 

エビデンス集・資料編 

【資料1-2-1】 令和元(2019)年8月教授会資料「WISTERIA PLAN 2029『l基本方

針・アクションプラン』の策定について（依頼）」 

【資料1-2-2】 豊橋創造大学Webページ（大学概要） 

https://www.sozo.ac.jp/outline 

【資料1-2-3】 第2次中長期計画(WISTERIA PLAN2029) 

（令和2年4月～令和12年3月） 

【資料1-2-4】 各学科カリキュラムマップ 

 

［基準１の自己評価］ 

建学の精神及び大学の使命・目的は、明確に示され、学科ごとの教育目標も学則に明
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示されている。また、使命・目的及び教育目標は、各種の媒体により教職員、学生及び

社会に対して周知が行われている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針、入学者の受入れに関する方針については、卒

業の認定に関する方針との一貫性が確保できているか確認している。併せてアセスメン

ト・ポリシー（アセスメントプラン）を学科ごとに策定し、教育の改善に関するPDCA

サイクルがより有効に機能するよう努めている。 

また、厳しい経営環境に対応するため、中長期計画(WISERIA PLAN)の着実な実行

を図る必要がある。 

 

 

 

基準２．学生 

2－1．学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目2－1を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

建学の精神に基づいた教育理念とそれらを反映させた教育目的を反映させたアドミ

ッション・ポリシーを、大学として定めている。 

＜豊橋創造大学アドミッション・ポリシー＞ 

豊橋創造大学では、新たな勉強のために必要な基礎的学力を充分に備え、建学の精神

「誠をもって勤倹譲を行え」を理解して、意欲と主体性とをもって勉学に励むことので

きる人を広く受け入れます。 

さらに、学科並びに研究科別に目指す将来と国家資格の違いから、それぞれ次のよう

に定めている。 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

本学の「建学の精神」を理解して、理学療法士になりたいと強く希望する次のような

人たちを広く受け入れる。 

1．幅広い人間性と協調性を有し、他者を思いやることができる人 

2．保健・医療・福祉の分野に対する問題意識を持ち、主体的に取り組むことができ

る人 
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3．高等学校における学習内容を理解し、幅広い基礎学力を有している人 

4．理学療法に対する関心度が高く、社会に貢献したいという目的意識を持つ人 

＜保健医療学部看護学科＞ 

看護学科では次のような人材を求めています。 

1．多様な価値観を受け入れることができる人  

2．思いやりをもって人にかかわることができる人  

3．他者と協働しながら地域社会に貢献する意欲がある人  

4．高等学校等で学ぶ知識・技能（特に、国語、英語、数学、理科）を身につけてい 

る人 

5．課題解決に向けて思考し、行動できる人  

6．看護学を学ぶ意志を持ち、主体的に学修に取り組むことができる人 

＜経営学部経営学科＞ 

豊橋創造大学経営学部では、健全な職業観と就業意識を涵養し、経営学と情報学の

専門知識とスキルを持つ専門的職業人の育成という教育理念・目標に従って、次のよ

うな人材を求めています。 

1．経営・会計に関する専門知識や経済に関する事項を理解できる能力を身につけ、

企業や地方自治体などの経営体で従事したいと考えている人  

2．新しい商品やサービスを提供する企業設立に興味のある人  

3．中小企業やベンチャービジネスの事業展開や運営に意欲のある人  

4．ネットワークシステム、データベースシステム、ＷＥＢシステムの専門知識や活

用方法を身につけてビジネス社会で活躍したい人  

5．メディア表現やデザイン手法などの情報表現方法を身につけてマーケティングな

どの広報業務に従事したい人  

＜大学院健康科学研究科＞ 

求める学生像 

1．保健医療などの臨床・実践の場面において健康寿命延伸を目指す人 

2．基礎研究の視点から健康科学領域における問題解決を目指す人 

3．健康科学領域において指導的な役割を担おうとする人 

4．.社会人として活躍しながら研究を志す人 

各学科等のアドミッション・ポリシーは、大学案内、学生募集要項、入試ガイド、本

学Webページに明示している。また、高校教員対象進学説明会、進路ガイダンス・相談

会、教職員による高校訪問、愛知県私立大学広報委員会主催大学展、オープンキャンパ

ス等さまざまな機会を活用し、アドミッション・ポリシーの周知に努めている。【資料

2-1-1】 

オープンキャンパスでは、キャンパスを公開し、ビデオ上映等を駆使し、各学部学科

の教育目標、教育理念やカリキュラムについて紹介するとともに、理解を促している。
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さらに、高大連携講座、出前授業、進学ガイダンス等、高校生に直接キャンパスの様子

や教育内容を説明する機会も積極的に設けている。また、在学生が母校を訪問し、本人

の近況報告も兼ねて本学の教育内容を紹介するという試みも適宜実施しており、卒業後

の様子について情報を求めている高校から好意的に受けとめられている。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

本学では、アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れるため、推薦入試と一

般入試を中心に多様な入学試験を実施している。主となる入学試験の方式は、 

1．学力を中心にした評価方法（一般入試、センター試験利用方式入試） 

2．主体的な学修意欲・判断力・思考力や大学での学びの専門性の理解度、高校生活に

おける特色ある活動や資格取得、能力などを加味した評価方法（経営学部AO入試、

経営学部推薦入試、保健医療学部推薦入試、保健医療学部理学療法学科アクティブ入

試） 

3．その他の評価方法（社会人特別入試、経営学部外国人留学生特別入試、経営学部3年

次編入学入試） 

に大別される。【資料2-1-2】 

大学院健康科学研究科は、内部入試（一期・二期・三期・四期）、社会人選抜入試（一

期・二期・三期・四期）、一般入試（一期・二期・三期・四期）、の12種の入学試験方法

を実施している。医療福祉に関する専門資格取得者や理学療法士、看護師などの国家資

格取得者などが主な対象であるが、社会福祉学、工学、心理学、教育学等の学部を修了

した者も受け入れ対象としている。【資料2-1-3】 

主要入試は、学長、副学長、学部長、学科長、入試委員長、入試センター職員等で組

織する試験実施本部により、全学行事として行う。入試の合否判定は、学部長、学科長、

入試委員長を含む各学部の入試担当者会議で原案を作成、入試委員会にて審議し承認を

得て、各学科教授会で最終的に決定される。ただし、入試日から合否発表日までの期間

が短い試験及び小規模な試験に関しては、入試委員会の了承を前提に、入試担当者会議

メンバーと本部関係者（学長、副学長、事務局長、渉外部長）で合否判定を行い、教授

会の承諾を得る形式を採用している。【資料2-1-4】 

入学試験制度は、毎年、入試委員会で見直しを含めた再検討を行っている。通常、各

学部・学科で原案を作成し、この原案を入試委員会に諮った後、教授会の審議を経て次

年度の入試制度として決定する。出願期間、試験日、合否発表日、入学手続期間等の日

程についても、競合する他大学との兼ね合いも考慮しつつ、慎重に決定している。また、

入学予定者に対する入学準備教育（入学準備学習）を実施し、大学での学びにスムーズ

に移行できるよう配慮している。入試問題は、その内容が各学科のアドミッション・ポ

リシーに沿った入学者受入れとして相応しいものであるか、さらに、問題の難易度や内

容が学習指導要領の範囲内であるかなど、本学専任教員が点検を行っている。 
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2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

保健医療学部は、地域のニーズに応える形で、東三河地区初の医療系4年制大学とし

て開設した。令和5(2023)年度入試の定員充足率は、理学療法学科103.3%、看護学科77.8、

経営学科90.0%であった。理学療法学科は入学定員を満たしているものの、看護学科と

経営学科は、数年ぶりに入学者数が定員を下回った。総定員に対する定員充足率につい

ては、理学療法学科103.8%（249人/240人）、看護学科93.1%（335人/360人）、経営学科

106.3%（221人/208人）となっている。【共通基礎2】【表2-1-1】 

 

表2－1－1 最近5年間の学部学科別入学者状況 

学部 

学科 
項目 

年度 

2019 

令和元 

2020 

令和2 

2021 

令和3 

2022 

令和4 

2023 

令和5 

保健医療学部 

理学療法学科 

入学定員 60 60 60 60 60 

入学者数 60 69 65 63 62 

定員充足率 100% 115% 108% 105% 103% 

保健医療学部 

看護学科 

入学定員 90 90 90 90 90 

入学者数 85 100 93 91 70 

定員充足率 94% 111% 103% 101% 78% 

経営学部＊ 

経営学科 

入学定員 50 50 50 50 50 

入学者数 52 54 51 51 45 

定員充足率 104% 108% 102% 102% 90% 

＊経営学部経営学科は、別途3年次編入定員4名/年度あり 

 

過去5年間の学部学科別の入学者状況を見ると理学療法学科と看護学科では、東三河

地区初の医療系4年制大学として、地元からの入学生を中心に東三河地区へ多くの医療

人を輩出してきたことが評価され、順調に推移していたが、ここ数年徐々に減少傾向が

認められる。令和5（2023）年度に看護学科および経営学科では、入学者数が入学定員

を下回る状況となった。厳正かつ適切な入試を実施するとともに、高大接続を意識した

適切な入試方法を検討し、適正な学生数の確保に努める方針である。 

大学院健康科学研究科については、令和5(2023)年度入試の定員充足率は16.7%であ

った。総定員に対する定員充足率については、健康科学研究科25%（3人/12人）となっ

ている。健康科学研究科では、入学者数ならびに総定員に対する定員充足率ともにここ

数年低迷している。健康科学研究科の教育研究活動とその魅力を対外的にアピールする

ことで学生数の確保に努めていく。【表2-1-2】 
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表2－1－2 最近3年間の研究科別入学者状況 

研究科 項目 

年度 

2021 

令和3 

2022 

令和4 

2023 

令和5 

健康科学研究科 

入学定員 6 6 6 

入学者数 4 1 1 

定員充足率 66.7% 16.7% 16.7% 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、前身の豊橋短期大学設置から40年、豊橋創造大学設置から27年と比較的歴史

が浅い大学である。当然のことながら歴史と伝統のある大学や定員規模の大きな大学と

比べれば、大学としての認知度は、決して高いとは言えない。そのため、地域の高校や

高校生にしっかりと認知されるよう、入試センターが中心となり、東三河・浜松地区高

大連携協議会との連携強化や、各教科教員研修会の誘致などに取り組んでいる。また、

今年度からスタートした大学のリブランディング施策に伴い、大学ホームページを改修

し大学の認知向上を図っている。さらに、ＩＣＴの進展に伴い、ＳＮＳ等での情報発信

の充実等を計画し、ステークホルダーへの認知向上に努めていく。その他、オープンキ

ャンパスにおいて内容の充実に努めるとともに、すべての学科において育成型入試の導

入を取り入れ、オープンキャンパスを中心に職業観を育成する講座の開催を計画してい

る。高等学校への出前講座（出張講義）への積極的な参加や高校訪問の計画的な実施等

にも取り組んでいる。業者が企画する模擬授業企画にも積極的に参加し、本学が取り組

んでいる事柄を強くアピールしていく。 

大学院については、地域社会を牽引できる指導的人材の育成を目指す高次な研究・教

育活動の拠点として、入学生の質の担保と定員の確保は重要課題である。大学院の場合、

在学生からの進学だけでなく、外部からの進学者も相当数確保しなければならない。こ

うした背景から、健康科学研究科における研究活動を広く周知するべく、2021年度より

パンフレットを全面的に刷新すると共に、研究科教員によるセミナー講座を開催した。

しかし、コロナ禍のため、オンラインを主体とした実施となった。2023年度以降もセミ

ナー講座を継続して実施すべく準備をしている。 

大学院では、公開講座の実施、研究成果の発表、行政機関との共同研究、行政機関の

補助事業など、本学の強みを生かした活動や地域貢献事業に積極的に取り組んでいる。

また、就学しやすい環境や学修しやすい環境づくりにも取り組んでおり、社会人向けの

長期履修制度の導入・整備なども行っている。これら種々の方策により、学生受入数の

維持確保に努めていく。さらに、大学院健康科学研究科では、平成28(2016)年度より文

部科学省「職業実践力育成プログラム」（BP）に認定され、かつ厚生労働大臣より専門

実践教育訓練給付制度の対象となる「専門実践教育訓練施設」として指定を受け、社会
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人の受け入れを積極的に推進している。 

 

エビデンス集（データ編） 

【共通基礎2】 年度別学科別志願者数・合格者数・入学者数等 

【表2-1-1】 学部、学科別の在籍者数（過去5年間） 

【表2-1-2】 大学院研究科の入学者数の内訳（過去3年間） 

エビデンス集（資料編） 

【資料2-1-1】 2023年度入試ガイド 

【資料2-1-2】 2023年度募集要項（大学） 

【資料2-1-3】 2023年度募集要項（大学院） 

【資料2-1-4】 豊橋創造大学入学試験委員会規程 

 

2－2．学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 

（1）2－2 の自己判定 

基準項目2－2を満たしている。 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

1．履修指導 

学生が各自の学修目標に沿った履修科目の選択をサポートするために、教員と教務課

が協働して履修指導を行っている。新入生に対しては、入学時ガイダンスにおいて、大

学の設置理念と教育目標を認識させるとともに、大学での学修と履修、単位と卒業要件

単位について担任および教務委員から説明している。保護者に対しても同様の説明を行

い、新入生が不安なく取り組めるよう支援している。履修登録に際しては、選択科目の

選定や科目相互の履修順序、登録手続期限について、教務課担当職員から説明をしてい

る。令和3(2021)年度から、学生各自の将来目標に向けて適切な選択科目を履修できる

ように、モデルカリキュラムなどカリキュラム内容を分かりやすく新入生に提示できる

ような資料を提示している。 

また、在学生についてもミスなく履修登録できるように、学期当初に履修ガイダンス

を行い、担任教員と職員が協働して指導に当たっている。特に、平成28(2016)年以前入

学生における留年生では、新カリキュラム移行に伴う科目再編のため、必要に応じて補

講を行っており、履修登録ミスが無いよう、担任により個別指導を行っている。【資料
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2-2-1】【資料2-2-2】 

2．担任制度による支援 

理学療法学科では、学生の学修面・生活面に関する悩みや問題に対して適切な助言・

指導を目的に、専任教員による「クラス担任制」を採用している。各学年は2クラスで

あり、2名の教員がクラス担任として、それぞれ約30名の学生を担当している。1･2年次

には一般教養教員1名と理学療法士教員1名が担当することで、初年次からの学修が円

滑に進むよう、学生を援助している。3･4年次には担任を理学療法士教員2名とし、専門

教育、国家試験対策、就職活動についても援助している。 

クラス担任は学生それぞれの授業への出席状況や学修状況（成績）、学生の大学に対

する意見や要望を把握すると共に進路の確認などのために随時個別面接を行っている。

各学期末の試験結果の不良者及びGrade Point Average（以下「GPA」という）が基準

に満たない学生を対象に、春学期や秋学期開始時、学期末の進級判定会議前後にそれぞ

れ指導している。個別面談などの学生指導については、本学学生支援システム

UNIVERSAL PASSPORT（以下「UNIPA」という）のスチューデントプロファイルを

用いて、実施記録の作成と保管を行っている。【資料2-2-3】 

1・2年生では基礎ゼミナールの担当教員が教員1名あたり10名程度の学生を指導し、

3・4年生では理学療法研究・演習のゼミ担当教員が学生指導も行っている。なお、理学

療法研究・演習のテーマは学生の希望を優先しているため、教員が担当する学生の人数

にばらつきがあるものの、1教員あたりの担当学生を少人数とすることで個々の学生に

応じた支援を行っている。 

3．出欠状況の管理及び指導 

平成23(2011)年度より、学生の出席状況を詳細に把握するために授業担当者が授業終

了後速やかにUNIPAを活用して学生の出席状況を学科教員が共有できるようにしてい

る。出席不良等の問題を抱える学生に対し、クラス担任が早期に対応し、当該学生の指

導を行っている。また、令和3(2021)年度入学者より、全ての保護者・保証人を対象に、

UNIPAのアカウントを発行し、学生の出席状況・時間割・成績を公開している。保護者

のログイン状況を把握することなどを行い、学生の学修について保護者との連携強化に

力を入れている。【資料2-2-4】 

4．保護者懇談会の開催 

大学主催の保護者懇談会では、学科全体会、学年別分科会、希望者による個別面談会

という構成で、理学療法学科の取組みや学修状況を詳細に伝えるようにしている。1年

生保護者へは入学後の大学生活や学修状況など、2年生保護者へは臨床見学実習を経験

した学生の変化について、3年生保護者へは理学療法臨床検査測定実習以降の臨床実習

の概要と国家試験対策について、4年生保護者へは国家試験対策と就職活動について詳

細に説明し、保護者の理解を深めるように努めている。なお、令和2(2020)年度と令和

3(2021)年度はCOVID-19感染症拡大の影響から、保護者懇談会を非来場型（オンライ
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ン）開催で実施したが、令和4(2022)年度の新入生保護者会からは感染対策を施しなが

ら来場型で実施している。 

5．個別学修支援 

本学では、サポートセンターにて個別の学修支援が実施されている。各学生及び学科

の要望に対応すべく、教務課と学科にて連携し、運営されている。理学療法学科におい

ては、現在のところ利用できていないが、教務委員会を中心にその利用について検討を

進め、令和5(2023)年度中に方針をまとめる予定である。 

6．国家試験対策講座による学修指導・国家試験の模擬試験の実施 

理学療法学科では、理学療法の専門家として臨床において必要な知識の統合を図り、

理学療法士の国家試験に合格できる学力を養うために、4年生を対象とした「理学療法

総合演習Ⅰ・Ⅱ」の中で、4月より5月末までの2か月間と9月末より国家試験までの期間

において、原則毎日午前中の2コマをグループ学習時間に充当し、担当教員が出欠確認

及び学修サポートを行っている。また、4月と10月には外部講師による国家試験対策講

座（基礎医学、専門医学）を、11月～12月にかけては理学療法士専任教員による過去の

国家試験問題解説を実施している。その達成度の見極めのひとつの方法として、国家試

験の模擬試験を定期的に10回実施している。模擬試験の結果から、卒業研究・演習ゼミ

の担当教員や助教助手、担任が、個別指導を行っている。2022(令和4)年度からは、過

去の模擬試験の結果を踏まえ、本学学生の特徴に応じて重点対策分野を設定し、その分

野については、理学療法士専任教員による過去の国家試験問題解説の時間を多くしたり

学修効果を見るための確認テストを実施したりするという工夫を行っている。【資料2-

2-5】 

さらに、3年生を対象とした「理学療法セミナーⅠ・Ⅱ」において、グループ学習と

アクティブラーニングを中心とした演習及び模擬試験により、2年次までの学修内容を

整理するとともに、4年生への国家試験対策グループ学習へ円滑に移行できるようにし

ている。【資料2-2-6】 

7．退学者などへの支援 

休学・転学部・退学などの理由として、学力不足、進路変更、経済的理由、健康上の

問題等がある。休学・転学部・退学の相談はクラス担任が受けている。保護者と連絡を

取りながら、学生の問題解決を目指している。本人の休学・退学などの意思が固い場合

は、学科長へ報告し、その後、学籍異動の手続きに移っている。その際、再度保護者を

交えての面談を実施し、進路変更後についての相談に応じている。休学・転学部・退学

などの意思表示に対しては、教員と職員が連携して対応に当たっている。 

8．聴講生 

留年している学生に対し、すでに修得している科目について理解を深めるための聴講

を勧めている。聴講に当たっては、担任及び科目担当教員と面談を行った後、聴講の手

続きを進める。平成20(2008)年度より、本学理学療法学科の卒業生が、免許取得のため
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国家試験を受験しようとする場合、本学教員の指導を受け、1年間国家試験対策の授業

を履修することを認めている。卒業生本人からの申請制とし、「理学療法総合演習Ⅰ・

Ⅱ」の聴講生として取り扱っている。【資料2-2-7】 

9．入学準備教育 

理学療法学科では、入学生の未履修科目及び習得知識の不足への対策として、全ての

入学予定者を対象に「入学準備教育」の案内をしている。令和4(2022)年度に教務委員

会を中心として入学準備教育のコンテンツの見直しを行い、令和5(2023)年度入学生か

らコンテンツを「朝日新聞時事ワークシートオンライン版」と「イラストでまなぶ・わ

かるプレリハ（アイペック）」に変更した。これらのコンテンツを入学準備として使用

するだけでなく、1年生春学期の基礎ゼミナールⅠや担任との面談でも活用することで、

初年次教育へのスムーズな移行を目指している。また、オプションとして株式会社ナガ

セ（東進ハイスクール）が提供する通信教育教材の「生物総合」「リハビリテーション

基礎物理」「医療系総合講座」の3講座から、学生がこれまでの学修状況に応じて任意に

選択することとしている。【資料2-2-8】 

＜保健医療学部看護学科＞ 

学生への学修支援に関しては、教務委員会、学生委員会、実習委員会、国家試験支援

委員会及び教務課、学生課を中心に教員と職員が協働し、全学的に取り組んでいる。ま

た、これらが十分行えるよう教員の教育能力向上に向けた取組みは全学及び看護学科

FD委員会が担っている。【資料2-2-9】【資料2-2-10】 

以下に、具体的な学修支援についてまとめる。 

1．入学前教育 

看護学科では、毎年、高等学校から大学での学修への円滑な遂行を図るために、新入

生を対象に入学前教育（入学準備学習）を実施している。2022年度から全学の方針とし

てリクルート社が提供する自主学習型のWebサービス「スタディサプリ」が導入された。

「スタディサプリ」の概要は、講師による映像授業が英語・数学・国語・理科・社会の

5教科で高校１年生から3年生の講座があり、各自の空いている時間を使ってスマート

フォンで視聴ができる。学習の成果は、到達度テストにより習熟度が測定できる仕組み

となっている。視聴期間については、2022年1月～2023年3月の1年間以上であるため、

随時、高校の学び直しをすることが可能である。新たに導入した入学準備学習の効果の

検証を行った結果、大学側が提示した全ての課題を実施していない学生が多く、入学準

備学習が不十分であることがわかった。入学準備学習が不十分な学生の特徴として、入

学後、スムーズに大学の学修に移行できない傾向がみられた。対策として、2023年度の

指定校推薦入試・推薦入試一期合格者と保護者を対象に「入学前講座」を2022年の12月

24日に実施した。参加者アンケートより大学の学修への準備ができたとの声が多く聞か

れた。【資料2-2-10】【資料2-2-12】【資料2-2-13】【資料2-2-14】【資料2-2-15】 

2．初年次教育 
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入学準備学習と連動して、入学後に到達度テスト（国語、英語、数学、理科）を実施

している。2022年度におけるすべての科目の得点傾向は、9割程度の得点の学生と得点

が2割以下の学生がおり個人差が顕著であった。特に数学では3割以下の得点の学生が3

割以上いた。「英語」「国語」「数学」の結果を参考に成績下位の学生は学修サポートの

対象者とした。学修サポート対象者は、英語15名、国語10名、数学32名であり学修サポ

ートセンターの利用を勧めたが、欠席者が目立った。動機づけの弱さと大学の授業と並

行しながら学修サポートを受けることの困難さが問題となった。対策として2023年度

では入学ガイダンス時に学修サポートの概要と必要性、効果を説明した。また、大学で

の授業と並行してサポートを受けられるように無理のない計画を立てた。今後は参加状

況などにより評価を行う。【資料2-2-10】  

3．基礎ゼミナール 

1年次の「基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ」は大学教育の導入として4年間の大学における教育

の基盤づくり（大学教育のリテラシー構築）を意図している。「資料を読む、調べる、

まとめる、発表する、レポートを書く」など具体的作業を通して主体的な学修態度が身

につくことを目的としている。また平成28(2016)年度より、学長による「建学の精神」

の講義を取り入れ大学の教育理念の背景を理論立てて理解してもらっている。また、ゼ

ミナール担当教員は、各担当者間及び1年担当チューター教員との密接な相互交流を通

して、学生に教授内容の理解と実践できるように進めている。【資料2-2-11】 

4．ガイダンス 

新入生ガイダンスを4月上旬に2回、実施した。COVID-19の感染予防策として、適宜

ドア・窓を開けての換気を行いながら実施した。また、今年度よりUNIPA操作説明会が

導入されたため担当者の調整を行った。ガイダンスでは配布資料の不足不備がみられた

ため、スムーズに進行できるよう次年度の課題として対応する。在学生ガイダンスを4

月上旬に実施した。3密回避のため会場を3カ所に分けて、学年別にガイダンスを実施し

た。配信用の教室を準備し、各会場にGoogle Meetでの配信を行った。新入生ガイダン

ス同様に、適宜、ドア・窓を開けての換気を行いながら実施した。全体的に予定通り行

うことができ、問題なくガイダンスを実施できた。 

秋学期ガイダンスは、1～3年生合同ガイダンスを8月上旬に、4年生ガイダンスを8月

同日の午後に実施した。1～3年生合同ガイダンスは、3密回避のため会場を3カ所に分け

て、学年別にガイダンスを実施した。配信用の教室を準備し、各会場にGoogle Meetで

の配信を行った。4年生ガイダンスは、対面で実施した。 

春学期ガイダンス、秋学期ガイダンスともに、COVID-19の感染状況に合わせて、

Google Meetを活用しながら分散教室にて実施する等の対応ができた。 

定期試験の受験、追再試手続きなど定期試験トラブルを防止するため、2022年度にお

いても1年生を対象に教務課と連携し定期試験ガイダンスを2回実施した。第1回は6月

に実施し、主に定期試験受験にあたっての留意事項（定期試験の日時・時間割、遅刻、
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欠席の場合の対応など）について教務課作成の資料および履修案内を用いて説明した。

第2回は8月に実施し、成績結果の確認方法および追再試手続きの方法について説明し

た。定期試験の受験および追再試の手続きについてのトラブルはなかった。 

【資料2-2-15】 資料2-2-16】 

5．保護者懇談会 

大学と家庭の連携をはかり学修支援を充実するために、新入生の保護者に対しては入

学時及び10月、他の学年の保護者に対しては10月に保護者懇談会を実施している。大学

における履修、卒業進級要件について、保健師・助産師選択コースに関する案内、学生

生活と健康管理、臨地看護実習の概要、国家試験の概要と試験対策について各委員会か

ら説明し、看護学科の教育に対する理解と協力を求めている。また、10月の懇談会では、

希望者に対してチューターによる個別面談を行い、学修状況を詳細に伝え相談に応じて

いる。 

令和4（2022）年度は2年ぶりの対面による開催となった。10月の参加者は学科別懇

談会で42世帯、学年別懇談会で41世帯、個別面談で18世帯であった。個別面談では主に

全般的に進級や留年にかかわる内容が多かった。また、1年生では大学生活、演習や実

習の受講に関わること、2年生では実習に関すること、3年生では保健師・助産師課程や

就職に関すること、4年生では国家試験に関する質問が聞かれた。参加保護者からは満

足したという回答を概ね得られている。【資料2-2-9】【資料2-2-10】 

6．学年チューター制度による支援 

学年別チューター制度を導入しており、教員1人約10～20人の学生を受け持っている。

各学年の担当教員は、年度当初に指導方針・目標と年間の活動計画を立て、定期的にチ

ューター会議を開き、学年運営を行う。 

また、各学年のチューターは、Webでのスチューデントプロファイルを活用すること

により、学生の履修状況を把握し、履修指導を行っている。未認定科目のある学生に対

しては、科目担当教員・チューター・教務委員が、学生や保護者との面接を行い学修姿

勢や学修方法について指導を行っている。 

【資料 2-2-9】【資料 2-2-10】 

7．国家試験に対する配慮 

国家試験に向け、学生の意識を高め、習熟度に応じた個別的かつ段階的な学修への支

援を初年次より計画的に実施している。教員による補講（対策講座）及び業者による国

家試験対策講座や全国模擬試験を実施したが、2021年に引き続き、COVID-19感染拡大

が懸念される中、オンライン講座やWeb模試、遠隔授業システムの活用など、感染予防

対策を講じながら取り組んだ。また、模擬試験結果をもとに、チューターによる個別指

導を綿密に実施した。【資料2-2-9】 

令和4年(2023)年2月に11期生が国家試験を受験した。本学科の第112回看護師国家試

験合格率は新卒者93.5％（全国97.1％）、第109回保健師国家試験合格率は新卒者92.3％
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（全国96.8％）、第106回助産師国家試験合格率は新卒者100％（全国95.9％）であった。

2022年不合格であった既卒生に対しては、聴講生規程に基づいて｢国家試験対策講座｣1

単位を受講することにより、情報提供、国家試験対策講座、模擬試験、国家試験受験手

続等、在学生と同様、モチベーションを維持し、国家試験が受験できるように継続的に

支援した。結果、看護師国家試験を受験した既卒生2名は全員が合格であった。 

2023年度も引き続き、国家試験合格率の向上を目指し、教員による補講、模擬試験、

業者による国家試験対策講座等を導入するほか、学生の国家試験対策委員が主体となり、

学生の学修状況や希望に応じた対策を計画し、実施している。加えて、保健師・助産師

選択コースの学生においても、それぞれの模擬試験と領域担当による講義を国家試験対

策として計画的に実施している。【資料2-2-10】【資料2-2-18】 

8．実習指導に関する研修会の実施 

看護学科学生の臨地実習受け入れや指導体制を整え、実習の意義や実習指導者、教員

の役割を認識すると共に、情報交換、相互交流を通して、看護学教育の質の向上を図る

目的で実習指導者及び教員合同の研修会を、平成25(2013)年度より実施している。初回

の開催から9年経過し、臨地実習施設と共通の認識を持ちながら、指導体制の構築がで

きた。 

令和4(2022)年度は、2022年7月にZoomライブ配信を併用し実施した。「発達障害およ

びその傾向のある学生の教育と支援方法」について、順天堂大学保健看護学部 北川明

氏にご講演いただいた。本学看護学会教員を含め、当日参加者45名（実習施設18名、看

護学科教員27名）Zoom入室32の参加があった。【資料2-2-17】 

9．COVID-19感染拡大に伴う学修支援体制の確保 

「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部新型 COVID-19 感染症に対応するための

活動基準」に基づき、現在、対面授業が中心となっている。今後の状況に応じて感染

拡大の恐れがある場合は、大学の方針のもと迅速に対応できるように、これまでの対

応を見直している。また、対面授業の際には間隔をあけての座席指定等、できるだけ

3 密を避け感染予防に努めている。【資料 2-2-10】 

＜経営学部経営学科＞ 

1．入学前学習、初年次ガイダンス、学期ガイダンス 

新入生に対しては、入学前学習として経営学の基礎的な内容についてのレポートを課

し、1年次授業と連動させることにより、高校から大学への円滑な接続に努めている。

初年次ガイダンスでは、日本語・数学・英語プレイスメントテスト（2020年度はCOVID-

19感染対策のため秋学期ガイダンスでの実施、2021、2022年度はCOVID-19感染対策

をした上で春学期ガイダンス時に実施）を行い、対応するキャリア開発1などの授業に

よりフォローしている。 

新入生ガイダンスは、通常の履修ガイダンスとは別に教務委員会及び入門ゼミ担当教

員が中心となり、学生TAを交えた少人数グループでの履修計画の作成を行っている。
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別日程で実施されるフレッシュマンスクール（2020年度についてはCOVID-19感染対策

として中止としたが、2021、2022年度はCOVID-19感染対策をした上で実施）と併せて、

新入学生の学生生活、学修活動への支援を行っている。 

在校生に対する学期ガイダンスは、春学期及び秋学期の年2回、学科教務委員及び各

委員会、大学各事務局が連動して行っている。学科教務委員教員と教務課職員、ゼミ担

当教員が分担・連携して各学年に対して教務ガイダンス部分を担当・実施し、ガイダン

ス後には実際にPC教室においてWeb履修申請を行いながら個別に履修指導、学生相談

に応じている。【資料2-2-19】【資料2-2-20】【資料2-2-21】 

2．学年主任・ゼミ担当教員の配置 

学生の学習への個別支援としては、各学年各学期に入門ゼミ（1年）、基礎ゼミ（2年）、

専門ゼミ（3・4年）の担当教員が配置され、学年ごとに学年主任がとりまとめを行い、

教務委員会及び職員と連携を取りながら、学習指導を行っている。入門ゼミ、基礎ゼミ、

専門ゼミの担当教員は、授業への出席状況や学修状況（成績）を把握すると共にゼミを

通して随時、学修指導を行っている。各学期末の成績不良者及びGPAが基準に満たない

学生を対象に対しては、学期ごとにそれぞれ個別に指導している。【資料2-2-22】 

3．出欠状況の管理及び指導 

学生の出席状況は、授業担当者がUNIPAに入力し、学科教員全員が共有している。こ

れにより、各入門ゼミ、基礎ゼミ、専門ゼミ担当者は常に学生の出席状況を把握でき、

学生指導を行うことができる。併せて、各学期の初期の段階で出席状況を集計し、学科

教員間で共有し、早期に出席不良等の学生指導を行っている。 

4．メンタルタフネス講座及び模擬面接講座 

経営学部では、キャリア形成科目、プロジェクト科目、メンタルタフネス講座（2017

年度入学者より正規授業の職業研究講座内で実施）及び自己理解促進模擬面接講座（課

外授業）において社会人基礎力養成を行っている。科目内で定期的に社会人基礎力を測

定するとともに、社会人基礎力測定PROGを各学年に実施し効果測定を行っている。正

規科目のキャリア形成科目、プロジェクト科目と連動し、またキャリアセンターとも連

携して対応している。 

5．iPad貸与制度 

経営学部では、UNIPAの参照、電子メール、情報収集や授業時における電子教科書、

課題、プリントデータ等の配布のため、全学生にiPadが貸与されている。プロジェクト

科目、ゼミ、情報系科目を中心にほぼ全ての科目において、Google mail、Classroom、

Meetによる教材配付や課題提出等に利用されている。iPad活用については、情報系教

員、教務委員会、サポートセンター職員が連携して対応している。 

6．保護者懇談会の開催 

毎年1回の保護者懇談会を開催している。学科全体会、学年別分科会、希望者による

個別面談会という構成で、学科の取り組みや学修状況を詳細に伝えるようにしている。
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また、2016年度入学者より、希望する保護者・保証人を対象に学生の出席状況・時間割・

成績についてUNIPAを介して参照でき、個別学生の学修状況について保護者との連携・

協力している。 

7．システム管理室・サポートセンター 

本学には、学内のパソコン関連施設の管理を行うシステム管理室と、パソコン施設の

日常的な備品のサプライや教員・学生からのパソコンに関する日常的質問に対応するた

めのサポートセンターを設置している。システム管理室には、業務委託先企業の職員が

1名常駐して日常業務を担当するほか、週に1日程度、業務委託先のエンジニアが来訪し

てメンテナンス業務に従事している。 

サポートセンターは、1996年の大学創設時以来、コンピュータルームの近くに設置さ

れており、わからないことは何でも質問できる場として学生に活用されている。職員1

名が常駐し、教員・学生へ対応している。 

8．学修サポートセンター 

コンピュータ等のサポートとは別に、学修サポートとの位置づけで2008年度からは

教員あるいは職員が連携してサポートセンターで待機し、学生の質問に対応できるよう

に学修サポートセンターを運営し、学修支援及び授業支援を充実させている。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

学修支援及び授業支援の充実に関する取組みは以下のとおりである。 

1．図書館、LAN設備、また大学院専用研究室における各人の研究ブース、共用PCや

プリンターなど学修環境を整えている。 

2．履修指導 

大学院健康科学研究科では、入学時に大学院生毎に研究指導教員を決定し、研究指導

教員が1年次後期から研究計画立案のための個別指導時間を確保し、院生の進捗状況を

把握して適切な学修並びに修士論文作成に向けた指導を行っている。これまで、52名が

修士（健康科学）の学位を取得し修了した。 

3．研究指導教員による指導 

健康科学研究科大学院生の学修の多くは、研究指導教員による指導に一任されている。

しかし、修士論文中間報告会や学位審査、そして修士論文発表会を通して、健康科学研

究科の所属教員が全ての院生の学修に関与する仕組みが構築されている。教育目標の達

成状況の点検・評価は、各学期あるいは年度末の最終成績評価による。学修状況に問題

がある学生に対しては、各科目の担当教員より指導担当教員に状況の連絡がなされて個

別に対応する。同時に、研究科委員会にて情報を共有化し、研究科として善後策を検討

し対処できる体制にある。また、平成28(2016)年度より、修士論文計画発表会の開催を

2回にし、院生は自身の研究やその準備の進捗状況に応じて2回の内いずれかで発表す

ることとした。これにより、院生は研究指導教員以外の研究科所属教員から組織的な指

導を受けやすくなった。【資料2-2-23】 
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4．昼夜開講制 

社会人大学院生のニーズが高いこと、学部卒の大学院においても働きながら学ぶ希望

があることから、健康科学研究科では社会人が働きながら修学することを支援している。

その1つとして大学院設置基準第14条による教育方法の特例に関する規定を適用し、平

日昼夜開講制及び土曜日の開講、夏期や冬期などの長期休暇中の集中授業を行っている。 

5．長期履修生制度 

大学院生が仕事・家庭などの事情による修学の困難さに対して、標準修業年限（2年）

を超えて一定期間（最長4年）にわたり計画的に教育課程を修了できるように長期履修

生制度を設定している。長期履修生の申請は入学前あるいは在学中は長期履修開始前年

度2月末とし、在学中に1度だけ履修期間の変更が可能である。これまで、18名の院生

（令和5(2023)年5月1日現在）がこの制度を利用している。【資料2-2-24】 

6．パソコン貸与制度 

修士論文執筆をはじめデータ収集や解析など、現在の研究活動にパソコンは欠かせな

い。そこで希望者には、可搬型パソコン（ノートPC）を修学期間貸与する制度を設定し

ている。これまで、51名の院生が本制度を利用している。【資料2-2-25】【資料2-2-26】 

7．研究奨励制度 

大学院での研究成果を在学中に学術集会（学会）などで発表することを奨励すること

を目的に、参加登録費ならびに旅費を補助する制度を設定している。【資料2-2-27】 

8．健康科学セミナー 

外来講師を招いたセミナー（健康科学セミナー）を開催し、学生並びに教員の質的向

上を図り、学際的な視点及び知識の獲得、そして他研究者との交流に努めている。なお、

このセミナーは平成27(2015)年度より、授業科目「健康科学特論Ⅰ及びⅡ」のオープン

セミナーとして実施している。（基準B．教育目標達成のための基準「B－1－①教育研

究活動の質的向上を目指した特色ある取組み」参照） 

9．授業科目などに関する学生の質問・相談への対応 

専任教員は、最低週に1コマのオフィスアワーを設けている。また、専任教員のオフ

ィスアワー一覧を学生掲示板ならびに教員研究室のドアに表示している。学生は、講義

内容の質問や学修方法に関する相談を直接科目担当教員に持ちかけることができる。ま

た、教員のメールアドレスを研究科website上に公開しており、常時、学生の質問・相

談等に対応できる体制を整えている。 

10．研究員・研究生制度 

健康科学研究科を修了後も、本研究科を拠点として研究継続を可能とするために、「協

力研究員」という資格を制定し、本研究科の施設・設備を使用する許可を与えている。

また、本研究科の活性化を目的に外部からの研究者が本研究科内で活動できる仕組みを

整備し、国内外の教育研究者を対象に「客員研究員（大学院学則第4条）」、他大学院又

は外国の大学院に在籍している者、大学院修士課程修了者又はこれと同等と認められる
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者「研究生（大学院学則第42条）」として積極的に受け入れている。 

11．単位互換制度 

豊橋技術科学大学大学院（平成25(2013)年4月1日より）ならびに放送大学大学院（令

和3(2021)年4月1日より）との間で単位互換協定を締結している。これにより、健康科

学研究科大学院生が豊橋技術科学大学大学院あるいは放送大学大学院で単位を修得す

ることが可能となり、更に高い教育の実施が期待できる。【資料2-2-28】 

 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

学生に対するきめ細かい学修支援を行うために、TA（大学院生）・授業補助員（学部

学生）を活用してきた（令和2(2020)年度の科目数3科目、授業補助員数：6人）。【資料

2-2-29】【資料2-2-30】しかし、令和3(2021)年度と令和4(2022)年度はTAと授業補助員

の実績がなかったため、令和5(2023)年度以降、積極的に活用していく。 

障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重しながら共に学びあう大学とし

て、障がいのある学生支援の充実に努めている。そのため、以下の基本方針及び規程に

従い、障がいのある学生からの支援要請（意思の表明）により、当該学生との十分な話

し合いを経た上で合理的配慮に基づく支援を行っている。【資料2-2-31】【資料2-2-32】 

一方、学生からの学修支援の要請に応えるため、各教員はオフィスアワーを設定し、

個々の科目に関する内容からその学修援助の方策まで、広く支援している。専任教員は、

週に3コマのオフィスアワーを設けている。また、専任教員のオフィスアワーは、UNIPA

から学生も確認することができ、学生は講義内容の質問や学修方法について直接科目担

当教員に相談できる。また、教員のメールアドレスを学生に公開し、常時、学生の質問・

相談等に対応できる体制を整えている。【資料2-2-33】 

途中退学、休学及び留年への対応策についてであるが、休学・転学部・退学などの理

由として、学力不足、進路変更、経済的理由、健康上の問題等がある。そこで、休学・

転学部・退学の相談はまずクラス担任が受け対応を行い、必要に応じ学生課や健康相談

センター、保護者と連絡を取りながら、学生の問題解決を目指している。本人の休学・

退学などの意思が固い場合は、学科長へ報告し、その後、学籍異動の手続きに移ってい

る。その際、再度保護者を交えての面談を実施し、進路変更後についての相談に応じて

いる。休学・転学部・退学などの意思表示に対しては、教員と職員が連携して対応に当

たっている。留年となった学生に対しては、担任を中心に次年度の学修計画を立て、ガ

イダンスごとに個別指導を行っている。また、すでに修得している科目についても、理

解を深めるための聴講を必要に応じて勧めている。聴講に当たっては、担任及び科目担

当教員と面談を行った後、聴講の手続きを進めている。一方で、国家試験に不合格とな

った卒業生に対しても、平成20(2008)年度より、免許取得のため国家試験を受験しよう

とする場合、本学教員の指導を受け、1年間国家試験対策の授業を履修することを認め
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ている。卒業生本人からの申請制とし、「理学療法総合演習Ⅰ・Ⅱ」の聴講生として取

り扱っている。【資料2-2-7】 

＜保健医療学部看護学科＞ 

1．授業科目等に関する学生の質問・相談への対応 

専任教員は、最低週3回のオフィスアワーを設け、UNIPAで公開しており、更に随時、

学生の相談に応じている。また、教員のメールアドレスを学生に公開し、常時、講義内

容や学修方法に関する質問などに対応できる体制を整えている。 

学年別チューター制度を導入している。各チューターは、個別に担当学生の学修状況

を把握しているが、特に成績低迷者や不合格科目が多い学生および授業の欠席の多い学

生を早期に把握し、個別面談を実施し学修支援を行っている。【資料2-2-10】 

2.聴講制度 

各学年への進級については、当該年次までに配当された全ての必修科目を修得するこ

ととなっている。看護学科はその学問の特徴から必修科目も多く、学修不足、学力不足

等の理由から進級できない学生も数名おり、すでに修得している科目についても理解を

深めるために聴講を勧めている。【資料2-2-11】 

＜経営学部経営学科＞ 

授業での学生に対する学修支援策として、TA・授業補助者を配置して学生の学修支

援を行っている。特にコンピュータ実習を伴う授業では、学生個人の能力差が大きいた

め、少人数の講義、演習であってもTAまたは授業補助者を配置している。 

専任教員は、週に3回以上のオフィスアワーを設けUNIPAで公開しており、学生は、

講義や学修方法についての質問、相談を科目担当教員に直接することができる。また、

教員メールアドレスは公開されており、オフィスアワーに限らず、随時、学生の相談や

質問に応じている。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

TAについては「豊橋創造大学「ティーチング・アシスタント」に関する規程」及び「豊

橋創造大学「ティーチング・アシスタント」に関する細則」に従い大学院生個々の状況

に合わせて授業支援・学修支援を行っている。 

 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

学力に関する問題により留年する学生数は、年々増加する傾向にある一方で、サポー

トセンターにおける個別学修支援の利用についてはまだ十分とは言えない。特に、1年

次における学修サポートの重要性は増しており、その対応を進めることが喫緊の課題と

なっている。そのため、教務委員会において学修サポートWGを設置し、専門基礎科目

を担当する教員、教務課と協働して令和元(2019)年度にその活用を進めたものの利用者
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は増加していない。令和5(2023)年度に、個別学修支援の利用促進も含め1年次における

学修サポート体制全体の見直しを行う。また、1年次だけでなく、カリキュラムや臨床

実習、国家試験対策を含めた全体的な学修支援体制の見直しを教務委員会中心に令和

4(2022)年度から重点的に取り組んでいる。 

支援体制として、個々の学修に対する相談に関しては、まず担任、ゼミ担当が窓口と

なり対応する。個別の科目に関する事項に関しては、科目担当者、個別学修支援担当者

との連携により、基礎学力の向上と、科目の補習を行う。また、その活用にあたっては、

教務課職員と連携し、学生に対する広報や利用の手引き作成などを検討する。 

本学科の特性上、身体機能に障がいを持った学生はほとんど在籍していない。一方で、

ごく軽度の精神障害（発達障害を含む）があり、学修にうまく参加できていない様子の

学生が見受けられる。これらについては、健康相談センターとも連携し、臨床実習など

における学修支援などについて対応しているが、今後さらに支援を充実したものにする。 

令和2(2020)年度開始当初からCOVID-19感染症拡大の影響で、遠隔授業と対面授業

が併用となることも多かった。遠隔授業の実施に当たっては、機器操作の説明会の実施、

授業実施にあたってのルールの統一、必要に応じて補助教員をつけるなどの工夫を実施

した。その結果、大きなトラブルもなく遠隔授業を実施できた。令和4(2022)年度は感

染予防対策を取った上、対面形式で授業を実施している。 

＜保健医療学部看護学科＞ 

学修支援として、大学の学修への円滑な適応を進めるため、入学準備学習を導入し

ている。その評価を行なった結果、課題の達成が不十分な状況が明らかとなり、新た

に入学前の時期に「入学前講座」を実施し、高校の学習の振り返りを促し大学への学

修の動機づけができた。入学後には、到達度テストにて、学習の状況を把握し、成績

低迷者に対しては、学修サポートセンターの学修支援に結び付け、学力の向上と学修

習慣の定着を図る仕組みを整え、対象学生の参加を促している。今後は、成績低迷者

のフォローの仕組みを改善していくと同時に、入学準備学習、学修支援やガイダンス

等の内容を再検討し学生の学修状況とあわせて評価を行なっていく。課題として、進

級要件を満たせず留年している学生が年々増加している。学生の状況を把握し、チュ

ーター制度は整っているため、チューターの支援に結び付け、個々の学生の状況に応

じた支援を行うとともに、看護学科の教育活動に活かす方策を検討する必要がある。 

学修成果の可視化として、2022年度入学生から導入した新カリキュラムの評価につ

いて、カリキュラムアンケートを実施して評価を行なっている。今後は、結果の分析

を進め、教育活動に活かすことが必要である。また、GPS-Academic、学修行動調

査、GPA、卒業生アンケート等の各種調査のデータを関連させて分析し、学修成果を

可視化している。今後も継続して進めていく。 

本学科の教育目標、三つのポリシーに沿って、より質の高い教育を実施するために

教員確保に努めている。看護大学の増加から、看護教員では他大学への異動が散見さ
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れ、多くの大学が教員確保に苦慮している。そのような状況ではあるが、教員確保に

努め看護学教育内容の充実を図る。教育内容の質の向上として、的確な看護判断力と

看護技術力、倫理観を持ち真摯に対象に向き合う姿勢を持つ学生が育成できるよう、4

年間で大切に教育する努力をしていく。そのためにもFD活動などにより、教員の教育

力向上を目指す。 

COVID-19感染拡大に伴う学修支援体制の確立として、「豊橋創造大学・豊橋創造大

学短期大学部新型コロナウイルス感染症に対応するための活動基準」に基づき、現在、

対面授業が中心となっているが、感染症の再度流行により授業形態の変更がさらに必要

になる可能性は高い。状況の変化に対応できる学修支援体制を確立していく。遠隔授業

用に作成したリアクションペーパーが活用しやすいものであり、評価方法への良い気づ

きとなったため、今後も活用をしていきたい。また、新型コロナウイル感染防止のため

に、臨地看護学実習が中止となった場合は、学内実習の内容を教授会で検討し質の担保

を図る体制を整えた。今後の状況によっては実習が中止となる可能性もあり、体制の更

なる充実を図る。【資料2-2-10】 

＜経営学部経営学科＞ 

学生への学修支援に関する事項の改善・向上方策は、経費的・人的資源等の留意すべ

き点があるが、より学生の視点に立った支援を行うため、教務委員会で今後も継続的改

善を行っていく。 

2020年度はCOVID-19感染拡大に伴い約半数の授業が遠隔実施となり、2021年度は

遠隔実施となった時期も短期間あったが、iPadを利用した授業を運用していたこともあ

ってGoogle ClassroomやMeetを利用したオンライン・オフライン授業を柔軟に切り替

えながら良く対応できていた。2022年度はCOVID-19感染対策をした上で対面授業とな

ったが、経営学部では、プロジェクト科目、ゼミ、情報系科目を中心にほぼ全ての科目

においてGoogle mailやClassroomによる教材配布や課題提出等の利用により、対面指

導と併せてよりきめ細かな課題管理等がされるようになった。今後も、実施方法等を改

善しつつ学修支援体制を確立していけるものと考えている。 

TA等の配置については、配置が望ましい科目でTAの配置ができている。今後も、TA

要員を充足するため、募集告知を強化させ、教員からゼミ学生へ協力を呼びかけるなど、

対象学生の質的・量的な確保に努める。 

学修サポートセンターについては機能しているが、利用率や対応科目等を含め教育支

援サポート業務内容について見直しや改善を検討する。 

学生の学習への個別支援では、各学年各学期の入門ゼミ、基礎ゼミ、専門ゼミの担当

教員と各学年の学年主任が教務委員会及び職員と連携を取りながら行っているが、今後

も連携しながら学習指導を行っていく。 
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＜大学院健康科学研究科＞ 

健康科学研究科では、病院等の医療機関で勤務している社会人学生が多く在籍してお

り、院生の学修を支援するために、「昼夜開講制」「長期履修生制度【資料2-2-34】」「PC

貸与制度」「研究奨励制度」を設定し、これらは有効に機能している。特に、研究奨励

制度に関しては、大学院生の研究を活性化し、学会大会での研究成果発表は多数ある。

海外で開催された国際会議で、本研究科に在籍する大学院生がAwardを受賞しているの

はその成果の表れの一つであると考えている（平成29(2017)年度：1名、平成30(2018)

年度：2名）。さらに、関連する研究領域の新進気鋭の外来講師を招いた健康科学セミナ

ーを継続的に開催し、専門的及び多角的な視点を養成すると共に、外部の研究者とのネ

ットワーク構築に取り組んでいる。また、英国King’s College Londonの大学院生が修

士論文のための研究を本研究科で実施（平成25(2013)年度：2名、平成26(2014)年度：

1名、平成29(2017)年度：1名、令和元(2019)年度：3名）したことは特筆に値すると考

えている。さらに、内1名はKing’s College Londonの博士課程に進学し、博士の学位を

取得している(令和4(2023)年5月1日現在)。さらに、平成27(2015)年12月に文部科学省

「職業実践力育成プログラム」（BP）に認定され、かつ厚生労働大臣より専門実践教育

訓練給付制度の対象となる「専門実践教育訓練施設」として指定を平成28(2016)年1月

より受けている。 

研究科における研究成果を社会還元すべく本大学院研究科の教育に携わる教員の活

力ある研究活動の実現及び質的向上を図るために関連諸分野から外来講師を招いて健

康科学セミナーを今後も開催すると共に、海外の研究機関を含めた学外共同研究などを

推進する計画で準備を進めている。また、大学院健康科学研究科の教育課程のさらなる

充実と、専任教員の研究活動を支援し、かつ大学院生の海外留学先を開拓するために、

大学院健康科学研究科の専任教員を対象とした「海外短期留学」が平成24(2012)年度よ

り始まり、これまで延べ5名の教員がこの制度を利用している。令和元（2019）年度よ

りこの制度は大学院健康科学研究科の競争的研究資金（豊橋創造大学大学院健康科学研

究科先端研究助成）に統合されている。 
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2－3．キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目2－3を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

＜組織＞ 

本学園の建学の精神についての解説では「実用的な知識・技能を修得し、実践する過

程を通して人間性を高める」と謳い、学則では「専門的職能教育」を目的に掲げている。

本学では学生の社会的・職業的自立にむけてのキャリア教育は、学科ごとに取り組みの

方針があり、講義と連動している。学生は、専門性を生かして教員と二人三脚で質を高

めていき、大学として一貫した「キャリア支援」と学科の特色を生かした「キャリア教

育」に取り組んでいる。【資料2-3-1】 

大学生の進路選択・決定は、自身の適性、志向、専攻分野の専門性を理解した上でな

されることが好ましい。そのため、学部・学科ごとにキャリア形成に関する講義や講演

などを行い、学生が自らの進路やキャリアデザインについて考える場を提供している。

一方、具体的な進路決定の段階で必要となる就職支援は、キャリアセンター職員で対応

している。これらを連携させて学生支援を展開できるように、教員とキャリアセンター

職員をメンバーとする就職委員会を組織している。経営学部と保健医療学部とでは、就

職・進路決定の過程に大きな差異があるため、それぞれ学科別分科会で具体的な事業を

計画・実施している。なお、各分科会は原則毎月1回定例開催している。 

学生の就職を考える上で重要な啓発的経験として、保健医療学部では各学科共、カリ

キュラムの中で臨地実習を行っている。一方、経営学部では就職委員会とインターンシ

ップ委員会が合同で一体的な運営を行い、インターンシップを「就業体験を通じて働く

ことのイメージを掴むためのキャリア教育」「学びの往還（大学における学びの意義を

再考して自身の専門性を高める機会）」の一つとして位置付け、専門教育と就業の現場

とを結ぶ「個別最適な学びと協働的な学びの往還」の場としている。 

＜学生の就職活動支援＞ 

教員による個別指導を、理学療法学科ではクラス担当教員が、看護学科の場合はチュ

ーター教員が、経営学部では専門ゼミナール教員がそれぞれ就職委員と連携を取りなが

ら行っている。また就職ガイダンス、求人票の発送・受付、求人斡旋、就職相談などの

就職活動に対する具体的な支援業務を、一括してキャリアセンターが行っている。 

キャリアセンター職員が取り組む業務指導内容は、次のとおりである。 

・就職に関する情報収集、企業・病院施設等のニーズ調査 

・学生に対する情報提供 
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・全学生を対象とする就職支援プログラムの企画と実施（就職ガイダンス、学内合同

就職説明会、資格取得講座の開催及び資格奨励金制度の運営、公務員試験支援セン

ターとの連携による学生の支援） 

・学生への個別対応（エントリーシートや履歴書、論作文の添削、模擬面接、キャリ

アカウンセリング） 

・就職活動実態調査及び就職離職調査 

＜社会的・職業的自立に関する就職支援の展開＞ 

理学療法学科では、就職ガイダンスにて、適性検査、小論文テスト、現役理学療法士

による講演、面接対策講座、先輩の就職体験報告会等を実施している。また昨年COVID-

19により見送られた学内病院説明会を2022年度は7月と9月の2回実施し、病院採用担当

者や専門職卒業生から直接就業に対する指導を戴いた。就職活動では、キャリアセンタ

ー、就職委員、4年担任らが連携して、個別の指導を行った。 

看護学科では、3年次就職ガイダンスを6月から開始し、就職活動の進め方、インター

ンシップや説明会の参加方法、病院選びのポイント、採用試験の説明、履歴書の書き方

指導、就職面接対策講座などを実施した。また、3月には今までCOVID-19感染拡大に

よりオンライン方式で実施してきた「合同就職説明会」を4年ぶりに学内で開催した。

一方、低学年からのキャリア教育として1年次1回、2年次2回の就職ガイダンスを実施し

て、入学時より段階的な意識づけや指導を行った。看護学科就職委員、チューター教員、

キャリアセンター職員らが連携を図り、個々の学生に対して就職活動支援を行っている。 

経営学科では、学生の進路選択が多岐にわたるため、進路の決定には学生自身の興味、

能力、適性、価値観の醸成が必要であるとの認識に立ち、1年次よりキャリア関連科目

の配置により職業観の形成及び就業に必要な基礎学力の充実を目指したカリキュラム

を編成している。また、「インターンシップ１」（2年次配当）、「インターンシップ２」

（3年次配当）を開講することにより、幅広い業種・業界で就業体験に参加できる体制

を整備している。一方、従前課外で実施していたメンタルタフネス講座のコンテンツを

必修科目「職業研究」（2年次配当）に含めることで、学生の主体性・創造性を育成する

とともに、社会的・職業的自立を促す自己理解の促進を図っている。 

また、キャリアセンターでは、全学部学科の学生を対象に就職ガイダンスを通して適

性テスト、SPI模擬テスト、自己分析・自己PR講座、論作文対策テストなど学生の自己

理解や自立心、就職基礎能力育成につながるような取り組みがなされている。さらに、

具体的な就職活動における支援においては、キャリアセンターのきめ細かい相談や指導

が実施されている。【表2-4】 

さらに、COVID-19の影響が学生の就職活動に支障をきたさないように、個人面談、

模擬面接練習、就職ガイダンス、会社説明会等のオンライン化への対応ができる環境を

キャリアセンター横の応接室および図書館を活用して構築するなど、状況に合わせた支

援内容の改善にも取り組んでいる。 
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大学院健康科学研究科については、院生の多くが有資格者や有職者であることから、

修学中の進学や就職支援の対象となった学生はこれまで4名である（他大学博士課程へ

の進学：2名、就職：中学・高等学校教員、他）。なお、具体的な支援は、他大学院博士

課程への進学ならびに中学・高等学校教員への就職については、本研究科専任教員の紹

介および情報提供によるものであり、大学院生の進学・就職の支援には主に研究科専任

教員の持つネットワークを活用している。 

以上のように、学部・学科の教育課程を通じて行われる「キャリア教育」と学生の就

職・資格取得をサポートする「キャリア支援」の両者の連携をはかり、学生の社会的・

職業的自立に取り組む体制が構築・運用されている。 

こうした取り組みの結果、卒業者全体に対する就職希望率は93.2%（2023年5月1日全

国平均：75.1％）、就職希望者に対する就職決定率は99.3%（2023年4月1日全国平均：

97.3%）と高い数字となっており、学生の職業的自立を目指した大学として実績を上げ

ている。【表2-5】【表2-6】 

以上のことから、大学全体で組織的に学生の社会的・職業的自立に関する指導のため

の体制が整備され、適切に運営されていると評価できる。 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

学生の就職支援においては、進路決定に必要な自己理解や職業理解を深化させること

と、職業的自立に必要な「基礎的・汎用的能力の育成」も重要でまた個人差が大きい。

そのため、「基礎知識や技能」をサポートする学修支援室における個別指導と連携した

学修支援体制の強化も必要である。さらに、就職活動の支援においては、「意欲・態度

及び価値観」や「論理的思考力・創造力」を含めた学生支援の強化も必要である。 

職業意識や自己理解・社会理解は学生個人の特性の違いが大きく、画一的な対応だけ

では十分な支援は行えない。このことを踏まえて、教員組織とキャリアセンター職員に

よる相談・助言などの個別対応を更に強化する必要がある。 

保健医療学部では、専門職を育成する基礎教育機関として学生の実習の中で生じる進

路選択の迷いや進路の専門性に関わる面での教員の助言や指導の役割は大きい。また昨

今の社会状況の大きな変化や医療制度を取り巻く状況の変化に対応しながら就職支援

をしていくためにはキャリアセンター職員にも専門的な研修を行う必要がある。そのう

えで、今後学生個々のニーズに対応したより効果的な学生支援を実現するためにキャリ

アセンター職員と教員組織との情報の共有化と役割の明確化による体制整備とその運

用がより不可欠である。また、保健医療学部においても経営学部と同様に両学科とも1

年次から将来に向けて「キャリアガイダンス」が導入された。しかし、学生の現状に合

わせた各学年での問題点を点検し、更に改善を続けていく必要がある。 

経営学科では、キャリア教育を展開する中で社会人基礎力を醸成するために、教務委

員会と連携して自己理解促進講座を課外で実施してきた。現在、キャリア教育と就職ガ
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イダンスのより効率的な連携を図るために、経営学科のカリキュラム改正に対応すべく

キャリア教育科目とそのコンテンツの見直し、またそれに連動させて就職ガイダンスの

コンテンツの見直しを進めている。また、就職活動の早期化、2022年6月の文部科学省・

厚生労働省・経済産業省の三省合意改正等を受けたインターンシップの4類型化および

「インターンシップ」と称するための取り組み要件の定義などに対応できるよう、事前

準備・事後指導の内容の精査、科目としての位置づけの再検討を科目名の変更を含めて

進める。 

 

エビデンス集（データ編） 

【表2-4】 就職相談室等の状況 

【表2-5】 就職の状況（過去3年間） 

【表2-6】 卒業後の進路先の状況（前年度実績） 

【資料2-3-1】 大学概要・理念・メッセージ（本学ウェブサイト） 

 

2－4．学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

（1）2－4 の自己判定 

基準項目2－4を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

本学では厚生補導（学生サービス活動）を行うための機関としては大半を学生委員会

と、その事務を取り扱う教学部学生課が対応している。学生委員会は、学生生活に関わ

る「学生会」「学生プロジェクト」「キャンパスアメニティ」「奨学金」「留学生」「通学」

「健康・相談センター」の7項目について小委員会が組織され、各学科より選任された

学生委員会メンバーの中から担当者が割り当てられる。各小委員会のリーダーは、当該

年度の事業計画に沿って小委員会のメンバー及び学生課職員とともに問題の発見や見

直し、そして問題の解決にあたっている。また、年度末には次年度の事業計画策定に着

手し、実施に向けた準備を行っている。 

教学部学生課は、課長1人・課員2人で構成され、事務業務を行いつつ、学生対応の一

次窓口としての機能を果たしている。 

1．学生に対する経済的支援 

日本学生支援機構等の外部奨学金を含め以下のような本学独自の奨学生制度を設け、

学生の経済的支援を行っている。 

・学校法人藤ノ花学園奨学生制度 

・豊橋創造大学授業料減免制度 
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・スカラシップ奨学生制度 

・豊橋創造大学外国人留学生授業料減免制度 

「学校法人藤ノ花学園奨学生制度」は、前年度の学業成績が所属する学科の概ね上位

5%以内の者から特に優秀な学生に対し、2年次以降に半期分の授業料相当額を奨学金と

して給付（減免）するものである。また、「豊橋創造大学授業料減免制度」は、家計急

変などにより、学費納入が困難な者を対象に本制度を利用して授業料減免を行う制度で

ある。提出される書類と面接により選考されるが、意欲的に学修に取り組む学生を支援

するための制度である。（2020年度入学生までが対象） 

「スカラシップ奨学生制度」は、スカラシップ100奨学生（学納金全額）及びスカラシ

ップ50奨学生（学納金半額）として入学した学生に対し、毎年の審査により2年次以降

継続された学生に給付（減免）される制度である。なお、その継続基準は平成31(2019)

年度入学生以降から変更され、スカラシップ100奨学生で学業成績(GPA)が学科平均の

20%以内、スカラシップ50奨学生で学業成績(GPA)が学科平均の30%以内で次年度継続

としている。 

「豊橋創造大学外国人留学生授業料減免制度」は、本学の学部及び大学院の正規課程

（研究生及び聴講生は除く）に在籍し経済的理由により授業料の納入が困難であり、学

業優秀と認められる私費外国人留学生に対して授業料減免を行うものである。【表2-7】 

今後も、日本学生支援機構等の外部（従来の貸与型及び令和2(2020)年度から導入さ

れた高等教育の修学支援新制度給付型）奨学金制度と本学独自の奨学金制度を連携させ

ながら、学生の支援を積極的に行っていきたい。 

また、看護学科では学科の特性に鑑み、外部の各種奨学制度を必要に応じて個別に紹

介している。 

2．アルバイトの紹介 

学生が行うアルバイトについては、制限職種等（アルバイト時間帯が午後10時を越え

る場合、自動車等の運転や乳幼児の世話など事故の危険性が高い業務、風俗営業など学

生がアルバイトすることがふさわしくないと判断される業務など）を設け、ガイダンス

等で学生に周知している。 

また、現在、多くの学生がネット上にある「アルバイト紹介システム」をスマホ等で

検索しアルバイトに従事している状況に鑑み、ガイダンス等で不適切就労の回避を呼び

掛けている。併せて、民間企業が運営している「バイトネット」に加盟し、優良なアル

バイト情報を提供している。 

3．課外活動への支援 

本学には、学生の自主的意志に基づき学生生活の充実向上を図ることを目的として全

学生で組織された「合同学生会」がある。合同学生会には学生総会、執行委員会、代議

員会、サークル連絡会、選挙管理委員会、大学祭（創造祭）実行委員会、卒業記念品事

業実行委員会の各機関が置かれており、主に執行委員会が中心となって活動を行ってい
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る。学生会活動の主な行事には、新入生歓迎会・サークル勧誘会、スポレク大会、大学

祭（創造祭）などがある。このほか、献血活動や豊橋市の主催する行事にも積極的に参

加している。 

令和5(2023)年度の登録サークルは21団体あり、スポーツ系は12団体、文化系は9団体

である。特に、スポーツ系サークルの軟式野球部、ダンス部は各種大会に参加し成果を

収めている。各サークルの顧問は専任教職員が担当し、指導・助言を行っている。また、

合同学生会執行委員会のサークル担当がサークル連絡会を開催し、各サークルの活動状

況により配当する予算やサークル室14部屋の配分などを行っている。【表2-8】 

学生会の活動資金は全学生から毎学期に学生会費として学納金とともに徴収し、主に

創造祭の実施、学生のサークル活動及び各種課外活動への支援、卒業記念事業などに使

われている。 

本学では、これらの活動に対し以下の体制で指導・助言を行っている。 

・ 学生会活動：学生委員会の中に学生会小委員会を定め、学生会の指導・助言並び

に支援を行っている。会計執行にあっては、学生課長の監査を受ける。また、学

生課職員が必要に応じて指導・助言を行っている。 

・ サークル活動：専任教職員が顧問となる。合同学生会の執行委員（学生）により

活動が統括されている。 

・ 授業等における課外活動：学科全体に関わる活動は、学科に所属する教員が指導

を行っている。講義に関わる課外活動は、授業担当教員が指導を行っている。 

顧問が付き添う学外合宿、課外活動としての学外発表、大会参加に必要な加盟費・会

費等は、学生会費から援助する制度がある。県大会以上の場で優秀な成績を収めた場合

は、年度末に学生委員会に諮り、大学が報奨金を出す制度もある。公式に大会参加の依

頼があった場合は、講義の欠席を公欠扱いにする制度も設けており、学業と課外活動の

両立が可能となるよう配慮している。 

4．健康相談・心的支援・生活相談等 

本学では、学校保健安全法第5条に基づいて、毎年1回全学生を対象に健康診断を実施

し、受診者には結果を個別に通知している。検査所見で指摘のあった学生に対しては病

院等で再検査を行うよう勧めている。実施時期は在学生対象が年度末（2月）、新入生対

象が年度初め（4月）である。検査項目は「身長測定」「体重測定」「視力検査」「尿検査

（蛋白・糖・潜血）」「血圧測定」「聴力検査」「胸部X線（直接撮影）検査」「学校医によ

る内科検診（聴診等）」の8項目である。 

本学の健康・相談センターは、講義や課外活動中のケガ、病気の応急処置だけでなく、

精神的な不調等を含め不登校や長期欠席に関する悩みの相談にも対応している。健康・

相談センターの利用可能時間は平成20(2008)年度まで週3日、4時間ずつであったが、平

成21(2009)年度より授業期間中は月～金曜日の週5日、10:30～17:00となり、さらに平

成27(2015)年度より時間を9:00～17:00に延長した。保健・健康相談については、週に5
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日間、保健師や養護教諭の資格を持つ職員が相談にあたっている。健康・相談センター

対応後は、学生の希望により担当教員へ持病についての連絡を行うなどフォローを行っ

ている。健康・相談センターの利用者数は、令和元(2019)年度146名、令和2(2020)年度

35名、令和3(2021)年度70名、令和4(2022)年度102名と推移している。 

D棟４階には学生相談室が設置され、平成22(2010)年11月より臨床心理士の資格を持

つカウンセラーがカウンセリングを実施している。令和4(2022)年度以降は、週1回（隔

週水・金）11時～16時半の開室となっている。利用の際には事前に健康・相談センター、

学生課又はメールにて予約を行い、学生本人のみならず保護者も一人約30分～1時間の

カウンセリングを受けることが可能である。学生相談室の利用者数は、令和元(2019)年

度54名、令和2(2020)年度35名、令和3(2021)年度27名、令和4(2022)年度47名と推移し

ている。【表2-9】 

また、学生課と健康・相談センターは、令和2(2020)年度2月以降、UNIPA、大学Web

ページや掲示を介してCOVID-19に対する注意喚起を繰り返し行った。また、状況に応

じて注意喚起の放送や、学生委員会・学生課教職員で昼休み時間帯に巡回指導を実施し

てきた。令和5(2023)年5月8日、COVID-19の第5類引き下げ以降、学内での行動制限等

を緩和しているが、実習のある保健医療学部を有する本学としては、引き続きマスクの

着用を推奨している。 

セクシュアル・ハラスメントについては、平成14(2002)年度に「セクシュアル・ハラ

スメント防止人権委員会規程」と「相談窓口に関する規程」を定め、「セクシュアル・

ハラスメント防止人権委員会」を設置した。平成20(2008)年度からは、「セクシュアル・

ハラスメント防止パンフレット」や「セクシュアル・ハラスメント防止カード」を作成

し、学内外でのハラスメント防止の意識高揚に努めた。同時に「セクシュアル・ハラス

メント防止人権委員会規程」を「ハラスメント防止人権委員会規程」に改正した。平成

25(2013)年度にはこれらハラスメント関係の規程等の見直しや改正をおこない、令和

2(2020)年度には目標を「ハラスメントのない大学を目指して」に修正し、ガイダンス

項目に追加した。また、毎年度全教職員を対象としたハラスメント防止研修会及びハラ

スメント委員を対象としたハラスメント相談担当者研修会により啓発を行っている。併

せて、令和4(2022)年度10月より、ハラスメントへの対応として学内相談窓口に加えて

学外相談窓口を設置している。 

障がいを持った学生支援については、平成29(2017)年度に「障害学生支援に関する基

本方針」「障害学生支援規程」「障害学生支援委員会規程」を定め、全学的な支援体制を

整えた。障がい者に対応するための施設（バリアフリー化）は、ほぼ整備されている。

車椅子を利用する学生については、同学生が受講する授業の教室の設定や専用席の確保

などに配慮している。聴覚に障がいを持つ学生については、ノートテイク派遣制度に基

づき学習支援を行っている。ノートテイカーの配置については、コーディネーターを教

務課が担当し、当該学生からの希望する授業について、原則として2名を配置するよう
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努めている。なお、障がい学生からの相談、支援申請の窓口は、入学前については入試

センターとし、入学後は教学部としている。 

本学では全学年を通じて担任制（理学療法学科）・チューター制（看護学科）・ゼミ担

任制（経営学部）をとっており、学生は担任、学生課職員、健康・相談センター職員、

カウンセラー（臨床心理士）とその悩み事や相談事の内容に応じた対応ができるよう心

がけている。 

学生課に寄せられる生活相談の内容は、「家計急変による緊急奨学金貸与の相談」が

多く、この対応として日本学生支援機構奨学金の緊急採用や、国民生活金融公庫による

教育ローンを紹介している。また学費については、本学が独自に行っている学納金延納

制度や授業料減免制度の説明を行っている。 

下宿相談への対応としては、新入生や在学生の下宿希望者の便宜を図るため、地元優

良不動産業者と連携し独自に「TOYOHASHI TOWN GUIDE 2023」を作成し、配布し

ている。本学では、良好な環境の下宿を確保することは、学生の修学環境を維持するた

めに重要であると考えている。そのため地元優良不動産業者との連絡を密にし、学生が

不利益を被ることのないよう努めている。 

外国人留学生に対する相談に関しては、学生委員会の留学生小委員会、ゼミ担当、学

生課が一体となって行っており、日々の学生生活から在留関係、生活相談まで対応し、

幅広く可能な限りの助言・指導を行っている。また、出入国にかかる事務については学

生課が行っている。令和5(2023)年度在籍の留学生は、中国やベトナムの出身であるが、

入学試験において、その出願条件の中に「日本留学試験で日本語科目200点以上」又は

「日本語能力試験でN2（2級）以上」と定めているため、日常的なコミュニケーション

をとることには支障がない。平成16(2004)年度から原則毎月初めに全留学生を集める定

例会を開催し、その中で在籍確認を行っている。この在籍確認は法務省入国管理局から

協力依頼があったことに基づいて行っている。それまで本学では不法就労等の問題を起

こした留学生はいなかったが、平成20(2008)年5月に本学に在籍する留学生1人が資格外

労働で名古屋入国管理局の摘発を受けた。大学としても、この事例を重くとらえ、教員・

学生課職員を中心に再発防止のための指導を留学生に対して行っている。 

本学における社会人、編入、転入学生数は数的に限られており、現時点では学生委員

会と教学部学生課による特別な学生支援はなされていない。 

5．交通安全・防犯対策・薬物乱用防止対策等 

本学は教育環境として恵まれた閑静な豊橋市郊外に位置しているが、市街地から離れ

ていることで、主要な通学方法は自家用車が最も多く、次いで、自転車、バス、オート

バイと多岐にわたっている。公共のバス通学以外は、学生自身が乗物を運転するため事

故に遭う機会も増えてきている。また、本学の大学周辺は、夜間の照明などが十分に行

き届かない場所もあり不審者などの通報もあり、女子学生の夜間外出などについては注

意喚起をしている。令和元(2019)年度より本学では交通安全や、酒・タバコ・薬物の危
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険性、クレジットカードやその他の契約に関する知識を提供するために、新入生全てを

対象にガイダンスの機会を利用して薬物乱用防止講話、交通安全講話や消費者生活講座

を実施している。薬物乱用防止に関しては豊橋市の保健所及び安全生活課に、交通安全

については豊橋警察署交通課に、消費者生活講座は東三河広域連合に講師の派遣や

DVD教材の貸与を依頼している。 

本学では平成23(2011)年4月より大学敷地内が全面禁煙となった（特定屋外喫煙場所

を除く）。しかし、受動喫煙に対する苦情が度々学生より寄せられた結果、令和4(2022)

年3月末日をもって特定屋外喫煙場所を撤去した。これを受けて、学生委員会・学生課

では大学敷地内や周辺道路での喫煙の防止や環境美化等を目的に、学生に直接指導を行

う巡回指導を定期的に実施している。 

6．学生プロジェクト活動支援 

本学は創造性豊かな人材の育成を目標としており、それを実行するために「創造性を

育む学生プロジェクト」を平成21(2009)年度より毎年実施してきている。創造性の発揮

に向けて意欲ある学生を募集し資金面で全面的なバックアップを図っている。1件あた

りの最高額は20万円で、毎年度合計50万円を支援しているが、令和2(2020)年度は、

COVID-19感染症のために中止せざるを得なかった。令和3(2021)年度より再開し、令和

4(2022)年度から支援額を毎年度合計40万円に縮小している。募集プロジェクトは「地

域貢献プロジェクト」、「課題解決プロジェクト」、「その他独自性・創造性に富むプロジ

ェクト全般」とし、具体的なテーマを設定し募集している。 

7．学生表彰制度 

本学は学生表彰制度を平成18(2006)年度より設けている。学業成績が優秀で、社会的

に高い評価を受け、本学の名誉を著しく高めたと認められる学生には学長賞を授与し表

彰している。 

 

（3）2－4 の改善・向上方策 

学生生活満足度調査などを介して集められる学生の要望には、率直に耳を傾けながら

適切な支援策を検討し、実行可能なことから着手する。特に、現在の社会情勢・経済状

況に応じた奨学金の適切な運用を行うため、日本学生支援機構の給付型・貸与型奨学金

に加えて各種団体の奨学金制度の活用を促進していきたい。 

課外活動は大学の本科課程では得られ難い学生の社会性・主体性を養う良い機会とな

るため、今後も学生委員会・学生課が中心となって積極的に支援していく。また、学業

をはじめ、人間関係の悩み、発達障害や精神障害を含めた心身の問題を抱える学生が増

えてきている。こうした学生の問題解決には健康・相談センター、学生相談室をはじめ、

担当教員等との連携を密にした支援が不可欠であり、そのための必要な仕組みづくり等

について健康・相談センター小委員会で検討を行う。また、学修する上での合理的配慮

が必要な学生に対しては、障害学生支援委員会において各学科の担当教員と教学部で情
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報を共有し、支援内容を決定する。 

 

エビデンス集（データ編） 

【表2-7】 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績） 

【表2-8】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績） 

【表2-9】 学生相談室、保健室等の利用状況 

 

2－5．学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目2－5を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

本学の校地は、大学・短期大学部が同じ敷地内に併設されており、総面積で

61,945.88m2となっている。短期大学部との共用とはいえ、大学設置基準上必要な面積

8,200m2、短期大学設置基準上必要な面積3,400m2の合計数値11,600m2を大きく上回っ

ており、大学設置基準を十分に満たしている。また校舎面積は、大学専用10,391.41m2、

短期大学部との共用7,693.43m2、短期大学部専用4,169.89m2、合計で22,254.73m2とな

っている。この面積は大学設置基準上必要な面積11,767.00m2、短期大学設置基準上必

要な面積3,650m2の合計数値15,417.00m2を上回っており、大学専用面積だけでも大学

設置基準を十分に満たしている。その他、校舎以外の建築物としてアリーナ、クラブハ

ウス等があり、その面積4,440.99m2を含めると、建築物の延べ面積は26,695.72m2とな

る。【資料2-5-1】 

これらの建物は、全て昭和56(1981)年改正の新耐震基準で建設されたものである。新

耐震基準には適合しているものの、その後の状況変化等に伴い平成25(2013)年度から順

次アリーナの天井やエレベーターの地震防災対策等改修工事を実施するなど、より一層

安全なキャンパスづくりに取り組んでいる。このほかに構築物として、テニスコート2

面、立体駐車場がある。 

体育施設については、室内スポーツに対応するアリーナのほか、サッカー、軟式野球、

ソフトボール等屋外スポーツに対応するグランド2面、テニスコート2面を整備し、授業

及び課外活動等に使用している。このほか地域への貢献活動として、住民の要望に応じ

て授業等に支障のない範囲で屋外施設を中心に貸し出しを行い、サッカー・テニス・ラ
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ンニング等で利用されている。 

教員にはすべて研究室を割り当て、良好な教育研究環境を整えている。 

本学では、体育文化ホールのアリーナ以外、全室冷暖房を完備し教育研究環境を向上

させている一方、それに伴い冬期・夏期の電力・ガスの需要増加の要因となっている。

そのため、省資源・省エネルギー対策にも配慮し、空調設備の計画的な更新等各種工事

を施行するとともに、新電力会社の活用、温度設定による節電対策を講ずるなど、電気・

ガス共に使用量の削減に努めるなど着実に成果を収めているものの、昨年来の電気使用

料等の高騰により、照明消灯時間の見直しや自習教室の指定など更なる節電対策を進め

ている。 

その他全般的な施設設備の維持管理・運営は総務部庶務課内に労務職員を1人配置す

るとともに、令和5（2023）年度から定期的に施設点検調査を行うため建築設計業者と

委託契約を締結し、不備不調等の発見に努め、修繕等対応が必要な場合には、専門業者

と協議し対応することとしている。また、夜間警備員を1人配置して、学内の施錠など

防犯対策に加え、建物内外の施設巡回点検にも努めている。 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

教室については、短期大学部との共用も含め、大講義室2、その他講義室22、実習室

20、演習室36、情報処理施設4、語学学習施設1が確保されている。これらの各教室には

PCやプロジェクタ等が備えられており、学修内容、利用目的に応じて活用されている。

また、上記実習室のうち、理学療法学科では6教室、看護学科では5教室がそれぞれの教

育目的を達成するために設けられており、各教室に必要な実習用設備、備品等が備えら

れている。このほか、少人数単位のゼミ活動を支援するため、保健医療学部教員の各研

究室前にはゼミコーナーを設けており、有効活用が図られている。 

また、本学の附属図書館は、「豊橋創造大学附属図書館規程」、「豊橋創造大学附属図

書館利用規程」等により管理・運営している。図書館は、閲覧席175席、グループ学習

室、特別講義室、書庫等で構成され、蔵書冊数は短期大学部との共用も含め130,479冊

である。このほか、外部機関が作成しオンラインで閲覧可能な有料データベース12種を

契約しており、電子ジャーナルは、9,933タイトルの情報が入手可能である。開館時間

は、平日8:30~20:30、土曜日8:45~17:00で、年間利用実績［令和4（2022）年度］は、

のべ38,287人となっている。夏季期間中には開館時間を延長するなど、利便性の向上に

努めているものの、利用者数、利用冊数ともにコロナ禍の影響もありコロナ前の年度を

下回る利用実績となっている。【表2-11】 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

理学療法学科及び看護学科は、国家試験に向けて自習できる場所の確保が必要なこと

から、普通教室やラウンジ等を転用し専用の学習室を設け、授業の空き時間等を活用し
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て自主的に勉学できる環境を整えている。また保健医療学部教員の研究室前には、全て

ゼミコーナーを設置し、各教員との密接なゼミ活動や学修支援の場が確保されている。

経営学部では、学生のプロジェクト学習やグループ学習等比較的少人数で活動するため

の専用の部屋も設置し、自主的な学習を促す教育環境の整備に努めている。 

本学の情報関連施設・設備は、「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部共同利用電

子計算機ネットワークシステム利用規程」により管理・運営している。学生が利用する

端末については、令和3（2021）年度末に教室用・自習スペース等のパソコンを全面更

新し、最新のハードウェア・OS・ソフトウェア環境を整備した。情報通信機器について

は、令和4（2022）年にセキュリティ強化を目的として関連機器の更新を行った。 

学生が利用可能な学内のパソコンは、教室用が4室152台、スタディールームなど4室

60台、図書館33台、公務員試験支援室4台、キャリアセンター6台となっている。学生は

入学時に割り当てられたユーザーIDとパスワード（ネットワークアカウント）を用いる

ことで、学生のパソコンにサインインして利用することが可能となっている。また、入

学時に付与される個人のメールアカウントは、課題提出や就職活動にも活用されている。 

学内サーバには学生が使用できる共有フォルダを設置するとともにインターネット

経由で利用できる学習システム（Ｇoogle Classroom）を活用することで、学内および

学外（自宅等）から予習・復習のための講義資料閲覧や課題提出を可能としている。こ

のほか、パソコンやスマートフォン等から、休講情報・教室変更情報等学生向け情報の

確認ができるunipaスマホアプリを導入している。【表2−12】 

学内施設には、学内LAN及び無線LANを敷設し、ほぼ全学どこからでもインターネ

ットや学内ネットワークに接続できる状況となっている。個人の持ち込み端末（ノート

PCやスマートフォン等）は申請を通じて無線LANに接続することが可能であり、いつ

でも自由にインターネットを利用することができる。令和4(2022)年には、利用者の声

を参考に無線アクセスポイントの増設を行い、通信環境の改善・充実化を図った。 

学内情報通信基盤の維持管理やユーザーサポートにあたっては、委託業者およびサポ

ートセンターに常駐する専門職員1名により臨機応変な対応を図っており、施設・設備

の利便性の向上に努めている。 

学内は、校舎内外のほぼ全域にわたりスロープ設置のほか、各棟にエレベーターや障

害者用トイレを設置するなど、バリアフリー化が図られている。 

令和4（2022）年度は、学生の利便性の向上のため、B棟トイレの洋式化を始め、2023

年度の短期大学部創立40周年記念事業に先立ち、C棟トイレの洋式化工事に着手した。

その他、体育・文化ホール１Fのカフェテリア、ミーティングコーナー、女子トイレに

隣接していた女子更衣室をパウダールームに用途替えする等の大規模な施設改修を実

施し、学生の集える場所の確保と女子学生への満足度の向上に努めた。さらに、パウダ

ールームには授乳コーナー、C棟１Fの多目的トイレには子ども用トイレやオムツ交換

台を設置するなど、多様化する利用者に配慮した設計を施した。これら施設改修にあた
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っては、計画当初から学生に聴取し、学生の意見を組み入れた改修計画とした。 

教育や学生生活の改善を反映する仕組みとして、教育・学生生活改善会議での意見や、

生活満足度調査、卒業時アンケートの結果を活用している。調査結果等は運営幹部会、

教授会で報告され、学生から出された意見・要望に対しては、各学科・委員会及び事務

局各部署で検討し、結果をまとめ緊急性や優先度等を考慮し、予算措置の必要なものは、

次年度予算に計上している。【資料2-5-2】【資料2-5-3】【資料2-5-4】 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

本学では、講義形式や対象学年等をふまえ、教育効果に配慮した授業を実施している。

基礎教育科目における初年次科目に当たる「入門ゼミナール」や「基礎ゼミナール」に

ついては、10～15名程度のクラス編成とし、専門教育科目における卒業指導にあたる

「ゼミナール」や「理学療法研究・演習」、「看護学の統合」の科目群においても、少人

数制を採用している。 

保健医療学部では、必修科目を中心に講義担当者のほか複数教員（助教、助手を含む）

を配置し、講義を実施している。また、経営学部では、少人数での講義を行っており、

キャリア形成科目では、学修支援員によるサポート体制を整備し、十分な教育効果をあ

げられるよう配慮している。 

演習・実習科目では、両学部とも適宜少人数に分かれて十分な教育効果をあげられる

授業を実施している。 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

情報通信機器や老朽空調設備の更新、学習室や実習室、プロジェクト室の整備等を計

画的に進めてきており、今後も教育環境の改善・向上策を計画的に講じていく。 

防災対策に関しては、技術基準等に適合するため、平成25(2013)年度にアリーナの天

井撤去工事やエレベーターの改修工事等を実施したほか、平成26(2014)年度以降も防災

倉庫の新設や防災備蓄品の更新を行った。また、学内サイン工事や駐車場整備など、年

次計画に沿って教育環境の整備を進めている。その整備にあたっては更新時期を考慮し、

年度間の平準化が図られるよう計画的に取り組むこととしており、令和元(2019)年度に

は、教室サイン工事を行った。 

 

エビデンス集（データ編） 

【表2-11】 図書館の開館状況 

【表2-12】 情報センター等の状況 

エビデンス集（資料編） 

【資料2-5-1】 本学建築物の概要 

【資料2-5-2】 令和4（2022）年度教育・学生生活改善会議結果 
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【資料2-5-3】 令和4（2022）年度学生満足度調査集計結果 

【資料2-5-4】 令和4（2022）年度卒業時アンケート集計結果 

 

 

2－6．学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目2－6を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修支援に関して、各学部学科にて教員および事務局職員による教職協働で対応して

いる。全学年において専任教員によるクラス担任制・チューター制・ゼミ担任制を導入

し、学生支援システムの機能を活用しながら、個々の学生に対するきめ細かな指導を実

現しており、意見・要望についても把握するよう努めている。また、各教員はオフィス

アワーを設定して公開しており、学生が講義内容の質問や学修方法について直接科目担

当教員に相談できる体制を整えている。また、授業においては、TA や授業補助員を活

用した学修支援に取り組んでいる。成績不振の学生にはサポートセンター・学修支援に

おける個別指導を実施し、学力向上に向けた支援を行っている。障がいのある学生に対

しては、当該学生の支援要請に基づき、障害学生支援委員会を通じて合理的配慮内容の

決定と支援を行っている。 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学生の心身に関する健康相談は臨床心理士の資格を持つカウンセラーが対応してお

り、令和4(2022)年度に学生が訪れた相談件数は延べ47件であった。コロナ禍3年目とな

り、対面授業の割合が増加したことや課外活動の制限が緩和されたことにより、前年よ

り20件の増加となっている。相談内容は心理や性格面、対人関係、発達障害、精神障害

や学修上の問題等多岐にわたる。 

毎年実施される健康診断時には、学生に「保健調査票」を配布し自身の心身状態を記

入させ、学生の健康状態の把握に務めている。当該調査の結果は健康・相談センターが

集計を行った後、必要に応じて学生を呼び出して面談等を実施している。昨今、学業を

はじめ、人間関係での悩みや発達障害等の生きづらさを感じている学生が増えてきてい
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るため、本学では健康・相談センターをはじめ、クラス担任やゼミ担当教員等との連携

を密にし、学生の心身の健康管理での支援を行っている。 

経済的支援に関しては今のところ学生からの要望等は挙がっていないが、経済的に問

題を抱える学生の修学を持続するための支援策として、本学独自の奨学金制度の維持・

継続は不可欠である。また、令和2(2020)年より新たに実施されている高等教育の修学

支援新制度の活用も広く周知していく。 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学生の要望や意見を広く吸い上げて学習環境や生活環境等の整備・改善に役立てるた

めに、平成24(2012)年度より大学構内のポータルサイトであるUNIPAを利用し、学生

生活満足度調査を行っている。令和4(2022)年度の学生満足度調査では631人の学生から

回答を得た（回答率63%）。男女別では、男子学生が30%で、女子学生が70%となってい

る。学年別では1年生が40%、2年生が31%、3年生は19%、4年生は10%の回答率となっ

ている。この調査結果の概要は資料2-6-1のとおりである。【資料2-6-1】 

このアンケート調査で得られた内容は学生委員会と学生課で精査し、これからの適切

な学生支援に向けた検討資料として活用する。特に、費用の発生が見込まれるものは、

他部署と協議しながら、次年度の予算案に計上し要求することにしている。 

また、自己点検・評価における“外部からの視点”による評価の一環として、2019年度

より教育活動の充実を図るため、教育プログラムや学修環境・学生支援に関する学修者

視点の意見や要望・提案を聴取することを目的とし「教育・学生生活改善会議」を実施

している。 

実施方法は、学長を議長として各学科（科）の在学生代表者、全学的な学生組織であ

る合同学生会の代表者、並びに大学執行部代表（学長、自己点検・評価委員長、大学お

よび短期大学部の教務委員会委員長、学生委員会委員長、合同FD委員会委員長）によ

り構成し、面談方式（一同に会して）を基本としている。 

会議での学生代表への質問については、自己点検・評価における「教育プログラム」

や「学修環境・学生支援」に関連したアンケート項目を主体とし、各関連委員会にて抽

出された内容となっている。 

会議にて学生代表から出た要望・提案については、関係委員会、部署において、回答

をまとめ、代表学生へ通知するとともに後日大学Webページへ掲載している。また、改

善等必要な内容については、実行されるよう取り組みを行っている。【資料2-6-2】 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

学修支援関連は教学部教務課、学生生活関連は教学部学生課が窓口となり、学生から

の多様な意見や要望等へ対応し、今後も学生サービス向上にむけて精力的に取り組んで

いく。意見や要望内容によってはクラス担任やゼミ担当者ならびにチューター間で連携

を密にし、学生一人ひとりによりきめ細かい支援を行っていく。また、学生の意見や要

望等を広く汲み上げる仕組みとして、学生生活満足度調査を全学生対象に、令和2(2020)
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年度より教育・学生生活改善会議を各学科代表学生・合同学生会代表学生を対象に毎年

実施しており、今後はコンテンツの充実と施策のフィードバックを含め、機能を強化さ

せていく。学生からの強い要望には関係部署内で検討し、適切に対応をはかっていく。

これまで、学生生活満足度調査の結果は学生への公表が十分でなかった点を踏まえ、令

和3(2021)年度以降、本学Webページを通じて公表している。 

精神・心理面での健康に問題を抱える学生には健康・相談センター及び学生相談室が

中心となって対応しており、必要に応じて近隣の専門病院との連携をはかっている。今

後も精神・心理面で問題を抱える学生への支援は健康・相談センターを中心に行ってい

く。一方、学生相談で得た情報は学生のプライバシーや個人情報保護の観点から、これ

までクラス担任等の学内関係者間で情報の共有化や有効活用等が十分できていない。今

後はこうした学生情報の取り扱い方法等についても慎重に検討を進めていく。 

これからも学生のさまざまな意見や要望等には真摯に耳を傾けながら、学生一人ひと

りの満足度向上につながる支援を続けていく。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料2-6-1】 令和4(2022)年度 学生満足度調査集計結果 

【資料2-6-2】 令和4(2022)年度 教育・学生生活改善会議 内容と本学の対応 

 

［基準２の自己評価］ 

本学の教育目的を踏まえて、広く社会で求められる人物像をアドミッション・ポリシ

ーにて周知し、これに基づく多様な入試制度を設けて学生受け入れを実施している。令

和 5（2023）年度入学生については、看護学科および経営学科において数年ぶりに入学

者数が定員を下回る結果となったが、大学のリブランディング施策を通じたステークホ

ルダーへの認知向上や育成型入試を導入する等、入学定員の充足のための取り組みを積

極的に講じている。 

学修支援においては、教員および事務局職員による教職協働で対応している。個々の

学生に対するきめ細かな指導を実現するため、全学年において専任教員によるクラス担

任制・チューター制・ゼミ担任制を導入し、学生支援システムの機能を活用しながら、

日常的に支援を行っている。各教員はオフィスアワーを設定して公開しており、学生が

講義内容の質問や学修方法について直接科目担当教員に相談できる体制を整えている。

また、授業においては、TA や授業補助員を活用した学修支援に取り組んでいる。成績

不振の学生にはサポートセンター・学修支援における個別指導を実施し、学力向上に向

けた支援を行っている。障がいのある学生に対しては、当該学生の支援要請に基づき、

障害学生支援委員会を通じて合理的配慮内容の決定と支援を行っている。 

キャリア支援は、キャリアセンターを中心に教職員合同の委員会において学生支援の

具体的事業を計画し、学生の満足度向上のための事業を実施している。学生の社会的・
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職業的自立を実現するため、学部・学科の教育課程を通じて行われる「キャリア教育」

と学生の就職・資格取得をサポートする「キャリア支援」の連携体制を構築し運用して

おり、毎年高い水準の就職率を維持している。 

学生サービス活動については、学生委員会及び教学部学生課が協働で対応している。

経済的な支援は学外奨学金に加え、本学独自の奨学金制度を制定し対応している。学生

会組織の下で行われているサークル活動等の課外活動に対しては主な大会に参加・出場

する機会には加盟費や参加費等の活動資金援助を行っている。精神・心理面の健康に問

題を抱える学生には学生相談室のカウンセラーが主となって応対にあたり、近隣の専門

病院の協力を得ながら支援に取り組んでいる。日々の学生生活に悩みを抱える学生に対

しては、クラス担任やゼミ担当教員ならびにチューター等が一人ひとりの事情に配慮し

きめ細かく対応している。学内ハラスメントへの対応はハラスメント防止人権委員会が

中心となって行い、全教職員への研修実施を通してハラスメント発生防止に努めている。 

学修環境面は、図書館、学生数に応じた教室や実習室、学生ホール、カフェテリアな

どの食堂、売店、パソコン教室等の施設利用やバリアフリー化にも配慮した快適な学生

生活を送るための環境整備に努めている。授業は、講義形式や対象学年等を踏まえ、教

育効果を高めるよう適切な規模のクラス編成を行い実施している。 

学生の意見や要望等を広く収集するために学生満足度調査や教育・学生生活改善会議

を実施し、収集した結果に基づき大学構内環境の整備等に反映させ、学生生活の改善に

繋がるように取り組んでいる。 

以上のとおり、本学は、適正な方法により学生を受け入れ、学生の意見・要望を反映

し、学修支援、キャリア支援、学生サービス、学修環境の整備等を行っており、基準２

を満たしている。 

 

 

 

基準３．教育課程 

3－1．単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修

了認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目3－1を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

平成29(2017)年度より三つのポリシーを改定し、新カリキュラムに移行した。また、

令和元(2019)年度には、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正に伴い、カ

リキュラムの修正を行った。 

医療人として必要な倫理観と教養、基礎的知識を持ち、理学療法士としての専門的な

知識と技術を臨床において実践できる理学療法士の養成（国家資格の取得）を目標とし

て、ディプロマ・ポリシーを策定した。ディプロマ・ポリシーは、大学Webページにて

公開するとともに、履修案内にて学生に周知している。【資料3-1-1】【資料3-1-2】【資料

3-1-3】【資料3-1-4】 

＜保健医療学部看護学科＞ 

看護基礎教育の現場では、高齢化の進展による成人看護学実習と老年看護学実習対象

者の重複、少子化による小児看護学実習や母性看護学実習の実習施設確保困難などの現

状がある。そのような背景をふまえ「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」および

「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」の一部改正が行われ、第5次とな

る本カリキュラム改正が行われた。検討にあたり、学科のディプロマ・ポリシーの検討

を学科教員全員で行い共通理解し、次にカリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポ

リシーの検討も行った。新たなディプロマ・ポリシーに基づいて、教育課程を編成し令

和4(2022)年度入学生から新カリキュラムが運用されている。【資料3-1-13】 

＜経営学部経営学科＞ 

経営学科では平成25(2013)年度末に学科の教育目標に基づくディプロマ・ポリシーを

策定しており、カリキュラムとの関係を明示したカリキュラムマップを用いてカリキュ

ラム・ポリシーとの一貫性・整合性を確認するとともに、本学Webページをはじめ、履

修案内等に明示している。【資料F-13】 

＜大学院健康科学研究科＞ 

本学の建学の精神と教育目標・教育目的に基づく大学院のディプロマ・ポリシーの下、

平成28(2016)年に健康科学研究科のディプロマ・ポリシーは改訂され、平成29(2017)年

度入学生より下記のように策定され、これを公開（Webページ上など）し、周知を図っ

ている。 

健康科学研究科ディプロマ・ポリシー 

1. 健康増進に係る健康科学分野の基本概念と研究領域に必要な知識を修得している 

2. 社会的な動向に関心を持ち、関連する領域の知見を抱合して、独創的で新しい視点

を提起できる。 

3. 研究領域に関連する知見を尊重する姿勢と新たな課題を探求する意欲を持ち、研究

領域に関連する知識に関心を持っている。 
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4. 人々の健康に携わる一員としての自覚を持ち、健康寿命の延伸に貢献しようとする

態度を身につけている。 

5. 自らが設定した研究課題を、適切な方策を用いて追究し、得られた知見を論理的に

表現できる。 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修

了認定基準等の策定と周知 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準などについ

て、履修案内に記載するとともに学期ガイダンスにおいて説明し、学生に周知している。 

単位の認定については、「学則第9条、第10条、第11条、第12条、第13条」及び「豊橋

創造大学保健医療学部理学療法学科履修規程」「豊橋創造大学保健医療学部理学療法学

科履修規程細則」「豊橋創造大学単位認定に関する規程」「豊橋創造大学単位認定に関す

る規程の取扱要領」に定めている。【資料3-1-5】【資料3-1-6】【資料3-1-7】【資料3-1-8】

【資料3-1-9】 

進級については、「豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科履修規程」並びに進級判

定規程（平成23(2011)年度第12回教授会）にのっとり判定を行っている。【資料3-1-6】

【資料3-1-10】 

卒業認定基準は、学則第30条に規定している。【資料3-1-5】 

＜保健医療学部看護学科＞ 

単位認定、進級卒業判定については「学則第11条」及び「豊橋創造大学保健医療学

部看護学科履修規程第12条」にのっとり厳正に運用している。【資料3-1-14】【資料

3-1-15】 

評価方法はシラバスに明記し、単位認定、進級及び卒業に関することは「豊橋創造

大学保健医療学部看護学科履修規程細則」にも検討を重ね詳細を取り決め、厳正に運

用している。【資料3-1-17】 

＜経営学部経営学科＞ 

単位の認定については、「学則第9条、第10条、第11条、第12条、第13条」及び「豊橋

創造大学経営学部経営学科履修規程」「豊橋創造大学経営学部経営学科履修規程細則」

「豊橋創造大学単位認定に関する規程」「豊橋創造大学単位認定に関する規程の取扱要

領」に定めている。成績評価については、教員が授業科目ごとに「シラバス」の中でそ

の方法を公表し、透明性を高め、適切になされるよう配慮している。進級基準について

は、「豊橋創造大学経営学部経営学科履修規程」に、卒業認定基準については、「学則第

30条」に定められたとおりである。【資料3-1-18】【資料3-1-19】【資料3-1-20】【資料3-

1-21】【資料3-1-22】 
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＜大学院健康科学研究科＞ 

学修評価基準をシラバスに明記すると共に、単位認定基準については、「大学院学則

第17条、第18条、第19条、20条」及び「豊橋創造大学大学院単位認定に関する規程」に

定めている。【資料3-1-23】【資料3-1-24】 

大学院健康科学研究科では単位制を採用しており、必要要件を満たした者については

単位を与える。試験実施の方法及び成績評価の方法については、科目ごとにシラバスに

明記し学生へ周知している。なお、健康科学研究科では「豊橋創造大学大学院単位認定

に関する規程」にのっとり、豊橋技術科学大学大学院で単位を修得することが可能とな

っている。【資料3-1-24】 

大学院健康科学研究科では単位制を採用しており、2年次まで留年がない。 

修了認定については、「大学院学則第21条」の規定に基づき、厳正な手続き（豊橋創

造大学学位規程第3章・第4章）を経て、学長が認定している。【資料3-1-23】 

単位認定基準、進級基準ならびに修了認定基準を明示した「大学院学則」「豊橋創造

大学学位規程」及び「豊橋創造大学大学院単位認定に関する規程」は、履修案内に明示

している。また、「豊橋創造大学大学院健康科学研究科健康科学専攻修士課程学位論文

審査基準」は履修案内ならびに大学院Webページに明示している。【資料3-1-25】 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

理学療法学科では、学修指導と厳格な成績評価を行うために、平成25(2013)年度入学

生よりGPA制度を導入している。GPAが基準に満たない学生に対しては、クラス担任に

よる面談・指導（場合によっては学科長同席の上での面談・指導）、学期GPAが連続し

て基準に満たない学生に対しては保護者同席の上での指導を行っている。【資料3-1-11】

【資料3-1-12】 

単位の認定について、学生が理学療法学科入学前に他大学、短期大学等で修得した単

位を、「学則第13条、第28条」及び「豊橋創造大学単位認定に関する規程」にのっとり、

入学年の4月当初に認定申請がなされた科目につき、教務委員会で協議のうえ原案を作

成し、教授会で審議し、学長が当該単位の認定を行っている。【資料3-1-5】【資料3-1-8】 

進級については、学年末に進級判定会議を開催し、「豊橋創造大学保健医療学部理学

療法学科履修規程」並びに進級判定基準（平成23(2011)年度第12回教授会）にのっとり

判定を行っている。「再評価試験」の実施に関しては、一定の基準を制定し厳格に運用

している。卒業は、学則第30条の規定に基づき学長が認定している。この卒業認定は、

「豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科履修規程」にのっとり、厳正な手続きを経て

行っている。【資料3-1-6】【資料3-1-7】 
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＜保健医療学部看護学科＞ 

看護学科では、単位認定については「学則第9条、第10条、第11条、第12条、第13

条」及び「豊橋創造大学 単位認定に関する規程」にのっとり厳正に適応している。

「豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程細則第12条」に詳細を取り決めてい

る。【資料3-1-14】【資料3-1-15】【資料3-1-17】 

進級判定は教授会で行い、「学則第11条」及び「豊橋創造大学保健医療学部看護学科

履修規程第14条」にのっとり、厳正に運用している。 

卒業の認定は教授会で行い、「学則第30条、第31条」及び「豊橋創造大学保健医療

学部看護学科履修規程第3条」にのっとり、厳正に運用している。「豊橋創造大学保健

医療学部看護学科履修規程細則第3条」に詳細を取り決めている。【資料3-1-14】【資

料3-1-16】【資料3-1-17】 

＜経営学部経営学科＞ 

経営学科では、平成26(2014)年度入学生よりGPA制度を導入し、GPAが基準に満たな

い学生に対しては、クラス担任による面談・指導（場合によっては学科長同席の上での

面談・指導）等を行っている。【資料3-1-26】【資料3-1-27】 

進級要件については、「豊橋創造大学経営学部経営学科履修規程」に定められたとお

りである。【資料3-1-19】 

卒業は、「学則第30条」の規定に基づき、教務委員会が作成した単位認定資料により

卒業要件単位等を確認し、教授会にて卒業認定の審議・判定している。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

成績評価基準ならびに評価方法とその基準は、シラバスで予め明示している。修了認

定における学位論文の審査ならびに学位授与の決定に関しては、「豊橋創造大学学位規

程第3章・第4章」の規定に基づき、「豊橋創造大学大学院健康科学研究科健康科学専攻

修士課程学位論文審査基準」を大学院Webページに明示（【資料3-1-25】）した上で、厳

正な手続き（豊橋創造大学学位規程第3章・第4章）を経て、学長が認定している。 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

理学療法学科では、成績評価基準については既にシラバスに明記されているが、同一

名称科目で複数の教員が担当する場合、成績評価基準が異なることも予想されるために、

平成27(2015)年度より最終成績評価の判定までに最低3回の担当者協議をし、協議結果

を教務委員会に報告、確認している。これにより、学生ないし第三者からみて合理的な

評価基準にするべく改善を行っている。単位認定、履修単位数の上限、卒業認定につい

ては、学則及び履修規程等にのっとり運用するとともに、平成27(2015)年度より履修規

程並びに履修規程細則を制定するなど、履修、単位認定についてのさらなる明確化を図

っている。また、進級及び卒業認定についても、これまでの基準に沿って実施していく。 

単位認定、進級判定、卒業認定などは、規定に基づき適切に運用、判定されているた
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め、特に修正の必要はないと考えている。 

看護学科では、カリキュラム改正の検討にあたり、学科のディプロマ・ポリシーの検

討を学科教員全員で行い共通理解し、次にカリキュラム・ポリシー、アドミッション・

ポリシーの検討を行った。新たなディプロマ・ポリシーに基づいて、教育課程を編成し

令和4(2022)年度入学生から新カリキュラムが運用されている。新たに設置された科目

や再編された看護学領域もあり、それぞれの具体的な教育内容を教員間で共有化すると

ともに、新カリキュラムの評価を行う必要がある。そのため、カリキュラムアンケート

を作成し、新カリキュラム対応の学生が2年次になった令和5(2023)年度の春学期ガイダ

ンスで実施した。今後はアンケート結果を分析し教育に活かしていく。 

経営学科では、カリキュラムチャート、カリキュラムマップとともに各領域のモデル

時間割等を整備し、より実質的な履修及び卒業認定に向けて改善を行っている。また、

平成29(2017)年度より、学科科目の全体的な教育課程編成について、学年間を通じた必

修科目の時間割調整、開講時期の調整、若干の科目の統廃合を行った。これらの調整に

より、学年間の必修科目の履修及び再履修等が容易となったと考えている。 

各種基準の運用については大きな問題ないと考えているが、授業各種統計データの収

集等行い教員間で共有しており、単位認定や進級判定については改善を検討している。

今後は単位認定基準に関連するアセスメント・ポリシーの策定を行う予定である。 

大学院健康科学研究科では、平成28(2016)年度より、研究指導教員以外の研究科所属

教員による組織的な指導を院生が受けられるようにした。修士論文中間報告会の開催を

2回予定し、院生自身の研究やその準備の進捗状況に応じて、2回の内いずれかで発表す

るよう変更した。大学院健康科学研究科としては、修士論文中間報告会並びに修士論文

発表会を通して、学修到達目標への組織的な取組みは機能している。 
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3－2．教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目3－2を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

平成29(2017)年度より現カリキュラムに移行した。また、令和元(2019)年度には、理

学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正に伴い、カリキュラムの修正を行った。

カリキュラム・ポリシーは、大学Webページにて公開するとともに、履修案内にて学生

に周知している。【資料3-2-1】 
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＜保健医療学部看護学科＞ 

「2022年度カリキュラム」では、本学科の教育課程の質保証確保のため、三つのポリ

シー（AP・CP・DP）の検討、策定をもとに、4年間で身につけるべき学修成果を具体

化した教育課程へと見直しを行った。授業科目を体系だった科目配列に修正するととも

に、変化が著しい国内外の保健医療福祉の状況をふまえ、看護学教育の質向上を目指し

た教育内容となるよう変更した。【資料3-2-2】 

 

＜経営学部経営学科＞ 

経営学科では学科の教育目標を踏まえ、質のよい学士課程の教育を提供するため、学

位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー）、入学者選抜の方針（アドミッション・ポリシー）を明確化し、本学Webペ

ージをはじめ履修案内等に明示している。【資料3-2-7】 

また、平成27(2015)年度に開講全科目の科目ナンバリングを設定した。同時に、教育

課程体系を明示するカリキュラムマップ、カリキュラムチャートを作成し、履修案内等

に明示している。カリキュラムチャートは、各科目群や学問分野の科目が学年ごとに何

科目配置されているかを示すと同時に、「基礎教育科目（基礎分野）」や「専門教育科目

（専門基礎分野及び専門分野）」の科目群の順序性及び学問分野間の繋がりを明示した

ものである。これによって、教育目標を達成するための教育課程が体系的に編成されて

いることを点検している。【資料3-2-8】【資料3-2-9】 

＜大学院健康科学研究科＞ 

健康科学研究科では、大学の教育目標（目的）を踏まえた教育目的（目標）（大学院

学則第2条(3)）ならびに大学院のディプロマ・ポリシーを設定し、その下に健康科学研

究科のディプロマ・ポリシーを策定している。このディプロマ・ポリシーに基づいて教

育目標を達成するためにカリキュラム・ポリシー【資料3-2-10】を定め、Webページ上

で公開すると共に履修案内に明示している。 

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

それぞれのカリキュラムでは、ディプロマ・ポリシーを達成するためのカリキュラム・

ポリシー、アドミッション・ポリシーを策定し、それに沿った教育課程を編成している。 

＜保健医療学部看護学科＞ 

看護学科のアセスメント・ポリシーを踏まえ、三つのポリシー（アドミッション・ポ

リシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）を策定し、教育課程を編成

している。教育課程は、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーに沿って編成

されている。【資料3-2-2】 
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＜経営学部経営学科＞ 

経営学科では学科の教育目標に基づくディプロマ・ポリシーを策定し、カリキュラム

との関係を明示したカリキュラムマップを用いてカリキュラム・ポリシーとの一貫性・

整合性を確認している。また、履修案内等のカリキュラム・ポリシーにも、ディプロマ・

ポリシーとの関係を明示している。教育課程はカリキュラム・ポリシーに沿って編成さ

れており、公開されているカリキュラムマップ、カリキュラムチャートとあわせて確認

している。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの一貫性を確認・担保するためにカ

リキュラムマップを作成し、修得させる能力とカリキュラムの関係を明確にしている。

このカリキュラムマップはWebページ上に公開している。したがって、カリキュラム・

ポリシーとディポロマ・ポリシーとの間位には一貫性があると自己評価する。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

平成29(2017)年度より三つのディプロマ・ポリシーを改定し、新カリキュラムに移行

した。また、令和元(2019)年度には、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改

正に伴い、科目の新設及び科目区分や名称、単位数、開講時期の変更等のカリキュラム

修正を行った。医療・福祉の向上に寄与するために幅広い教養と倫理観を身につけ、深

い専門知識と高い技術を持ち、生涯にわたり能力の向上を自発的に行うことができる理

学療法士を養成するため、理学療法士となる上で必要となる思考力やコミュニケーショ

ン力を養い、豊かな人間性と倫理観を涵養するための「基礎教育科目」、理学療法学を

学ぶための基礎となる｢専門教育科目（専門基礎分野）｣、理学療法の基礎知識･技術･応

用力を学ぶための｢専門教育科目（専門分野）｣を体系的に編成している。さらに、「教

育心理学」と「教育原理」を追加するカリキュラム修正を令和2(2020)年度に行った。 

＜保健医療学部看護学科＞ 

本学科カリキュラムは、「基礎科目」「専門教育科目」「専門科目」に分かれている。「基

礎科目」では、質の高い学士力の育成、幅広い教養教育による人間形成を目指すとともに、

主体的に学問に取り組む姿勢とその方法を学び、「専門教育科目」には、看護学の学びを効

果的にするために、その基盤として必要である隣接領域の学問内容を科目立てしている。

そして「専門科目」は、学士課程のコアとなる看護実践能力育成を念頭に、実習も含め、

「基礎看護学」「小児看護学」「成熟期看護学」「在宅看護学」「精神看護学」「母性看護学」

「助産学」「公衆衛生看護学」の学科目区分としている。段階的に知識、技術を修得し、看

護実践能力の保証ができることを目指す。また専門科目には、選択コースとして「助産師

選択コース」「保健師選択コース」を置き、それぞれ助産師、保健師育成に必要な教育内容

を配置している。【資料3-2-2】 
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＜経営学部経営学科＞ 

経営学科の教育課程は、本学科の教育目標を踏まえ、質のよい学士課程の教育を提供

するよう、キャリア形成科目、3領域からなる専門科目（「経営学」「会計・財務」「情報

コミュニケーション技術」）、プロジェクト科目、専門ゼミナールから構成され、3領域

からなる専門科目は、基礎科目、基幹科目、展開科目として体系的に編成されている。

特に、学生の就業観の変化や社会の雇用情勢の変化を考慮し、キャリア形成科目を設定

している。キャリア形成科目では、自ら将来を展望できるよう自己の探求と社会理解の

ための教育を展開している。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

健康科学研究科は、カリキュラム・ポリシーに基づき、次のように「学問領域」を編

成している。健康増進に係る健康科学分野の基礎的知識を涵養して、健康寿命の延伸に

貢献するために必要な専門的知識や技能および態度を修得できるように3つの学問領域

を設定している。1つ目は、人の健康を阻害する要因である障害と生体機能の維持・回

復・増進を支援する方策についての知識・技術を集積する「リハビリテーション学領域」

である。2つ目は、全ての成長発達段階にある人々、生活の場から治療の場まで様々な

場にいる人々、さらに健康のあらゆる段階の人々を対象とする実践的で体系的な学問で

あり、この看護学に関する研究について学ぶ「看護学領域」である。そして、3つ目は、

「リハビリテーション学領域」と「看護学領域」の両領域に共通する医学および健康科

学に関連した領域である「専門基礎領域」から構成されている。【資料3-2-11】 

また、科目編成に関しては、専門とする研究領域とそれに関連する多様な科目はもち

ろん、他の研究領域や専門基礎領域の科目等を幅広く履修して、本研究科の特色である

多角的な視点から学際的な研究活動を実現させることを目的としており、「基礎科目」

「専門科目」および「課題研究科目」の3つの科目群で編成している。【資料3-2-11】 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

平成29(2017)年度からの新カリキュラムでは、大学での学修方法を身につけるため、

基礎ゼミを見直すことで初年次教育を充実させた。また、高度な倫理性を備えた理学療

法士を養成するため、「生命倫理」、「情報倫理」、「理学療法研究」を設定した。1年次、

2年次に設定されている基礎ゼミⅠからⅣにおいて、建学の精神、大学での学び方(ノー

トテイキング)、コミュニケーション力、ロジカルライティング･クリティカルシンキン

グ、レポートの書き方とプレゼンテーションについて学修している。【資料3-2-12】【資

料3-2-13】 

 

＜保健医療学部看護学科＞ 

基礎科目では、質の高い学士力の育成、幅広い教養教育による人間形成を目指すとと
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もに、主体的に学問に取り組む姿勢とその方法を学ぶことができるよう、「人間と生活」

「情報と言語」「人間と健康」の科目区分を設定している。また大学での学修方法を学

ぶため、1 年時には「基礎ゼミナールⅠ」「基礎ゼミナールⅡ」があり、この科目では建

学の精神についても深く学修している。【資料 3-2-2】 

＜経営学部経営学科＞ 

1年次からの基礎教育科目では、一般的な人間・社会に関する科目や外国語等とは別

に基礎教養ゼミナールを配置し1年次の入門ゼミナール、2年次の基礎ゼミナール及び

キャリア形成科目関連の授業などを配置している。1年次の入門ゼミナールと2年次の

基礎ゼミナールにおいて、情報収集、レポート・小論文作成、発表と意見交換を通して

基礎的リテラシー（文章力や表現力）、学術的リテラシー（既存知識の基礎理解を前提

とした自ら学ぶ方法）を養成するとともに、キャリア形成科目関連の科目によって学生

自身の学修意欲や職業への興味が持続するよう配慮している。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

大学院修士課程である健康科学研究科では、いわゆる教養教育は実施していない。一

方で、本研究科の特色である多角的な視点から学際的な研究活動を実現させることを目

的としており、「基礎科目」を設定し、これらを必修科目とし、すべての大学院生に修

得を義務化している。【資料3-2-11】【資料3-2-14】 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

早期体験により学修意欲向上を図る目的で、病院見学等や学内での障がい体験、介護

体験を行う「基礎理学療法実習（1年前期）」を設定し、特定研修施設と連携した教育を

進めている。また、「理学療法概論（1年前期）」では、毎回の授業の冒頭で理学療法専

任教員がオムニバス形式で自身の専門分野に関する紹介を行うことで、早期から理学療

法に対するイメージを構築できるようにしている。さらに、医療や保健、福祉の現状に

ついて理解するとともに、保健、医療、福祉の各領域において活躍できる理学療法士と

しての基本的な心構え、接遇、マナーなどを「医療学入門（1年後期）」にて学修してい

る。専門的な理学療法士を養成し、臨床実践能力を高めるため、理学療法を系統的に学

修することができるよう、専門科目を組み立てた。また、臨床実践能力を高めるために

学内実習時間を増やすとともに、特定研修施設から実習補助教員を派遣していただき、

臨床に即した学内実習を行っている。 

臨床実践能力向上のために、平成24(2012)年度より、客観的臨床能力試験（OSCE）

を導入し、3年次及び4年次の臨床実習開始前にそれまでに学修した障害学・評価学・治

療学の理論や技術に係る臨床能力の客観的評価を導入している。3年次の理学療法臨床

検査測定実習の実習前後及び4年次の理学療法臨床評価実習の実習前にOSCEを実施し

ている。この学修過程を通して、問題解決のための臨床判断・臨床技能の向上を図って
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いる。OSCEの実施に当たっては、特定研修施設の理学療法士にも評価者として参加し

ていただき、臨床状況に合わせた指導を行っている。 

＜保健医療学部看護学科＞ 

シラバスを公開し、授業計画及び授業の流れを明確に示し、学生が主体的、計画的に

学修できるようにしている。教育内容の質担保のため、学科全ての科目のシラバスにつ

いて、科目ごとにディプロマ・ポリシーとの整合性、目標と教授内容の妥当性等につい

て確認を行っている。このシラバスチェックは、これまで准教授以上及び、教務委員会

の教員が実施してきたが、シラバス評価の視点方法が確立してきたことから、令和

2(2020)年度からは助教以上の教員が担当することになった。必要時修正の提案をして

おり、いわばシラバスのピアレビューを行っていると言える。【資料3-2-3】 

具体的な教授方法の工夫を以下に述べる。予習復習により知識の定着を図るよう指導

し、授業開始時に必要時ミニテストを行い、基礎的知識の定着を図る。抽象的な内容は

具体的な事例を示してイメージ化を図る。インタラクティブな視点を大切にし、主体的

に授業に参加できるようにグループワークなどの時間を適宜設ける。授業後に、リアク

ションペーパーを提出してもらい、学生の意見を活かすように努め、質問には紙面もし

くは、講義の中で回答する。学生の質問には丁寧に応え、提出物はコメントを入れて返

却する。学生の発言した内容についてはポジティブフィードバックを主体に行い、学修

動機を高めるように工夫している。また、授業終了時には学生による授業評価アンケー

トを実施し、授業の質の向上に向けて学生の意見を反映させている。講義・演習・実習

とその教授方法により、適切な授業評価を行う必要がある。【資料3-2-4】 

＜経営学部経営学科＞ 

教授方法の工夫・開発については、合同FD委員会と教務委員会が展開する効果的な

授業方法や評価方法の開発・検証に積極的に参画している。教員FD講習会、教員相互

の授業公開による相互授業参観が実施されている。また、キャリア形成科目、プロジェ

クト科目（プロジェクトマネジメント、プロジェクト実習1、2）、職業研究（メンタル

タフネス講座を含む）及び自己理解促進模擬面接講座（課外授業）については、科目内

で定期的に社会人基礎力を測定するとともに、社会人基礎力測定PROGを各学年に実施

し効果測定を行っている。特にプロジェクト科目はPBL（プロジェクト学習）を採用し、

学生のやる気を引きだし、行動を促し、社会で武器となる問題解決能力を養っている。

PBL科目では、少人数の学生がプロジェクトチームを結成し、経営やビジネスに関する

企画を立案し、教員・企業・自治体などの協力も取り付けながら実際にプロジェクトを

遂行する。この過程で学生は、経営・会計・ICTの知識を活用し、問題解決能力を身に

つける。同時に、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力、リーダーシップ

や協調性などを養っている。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

健康科学研究科では、学内での講義、演習、実験、実習に加えて、学術集会参加と発
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表などを組み合わせて授業を行っている。大学院での研究成果を在学中に学術集会（学

会）などで発表することを奨励するために、参加登録費及び旅費を補助する制度を設定

している【資料3-2-15】。また、修士論文執筆をはじめデータ収集やその解析など現在

の研究活動にパソコンは欠かせないものであることから、そこで希望者には、可搬型パ

ソコン（ノートPC）を修学期間貸与する制度を設定している。これまで、51名の院生

が本制度を利用している【資料3-2-16】【資料3-2-17】。また、大学院健康科学研究科と

して、教育改善を目的として健康科学セミナーを定期的に開催している（Ⅵ．大学が独

自に設定した基準によると自己評価参照）。 

本研究科の正規課程は、平成27(2015)年12月に文部科学省「職業実践力育成プログラム」

（BP）に認定され、平成28(2016)年1月に厚生労働大臣より専門実践教育訓練施設とし

て指定を受けている。それに伴い、豊橋市民病院、豊橋市保健所と本研究科の3者で「豊

橋創造大学大学院健康科学研究科の教育活動に関する協議会」を設置し、教育課程の編

成や取組みの改善に向けた医療機関からの組織的意見を取りまとめ、次年度以降に向け

た改善策を協議している。 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

平成29(2017)年度より新カリキュラムに移行するとともに、令和元(2019)年度には、

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正に伴い、科目の新設及び科目区分や

名称、単位数、開講時期の変更等のカリキュラム修正を行った。さらに、「教育心理学」

と「教育原理」を追加するカリキュラム修正を令和2(2020)年度に行った。これに合わ

せて、カリキュラムマップ、カリキュラムチャートの見直しを行った。令和3(2021)年

度から、学生各自の将来目標に向けて適切な選択科目を履修できるように、モデルカリ

キュラムなどカリキュラム内容を分かりやすく新入生に提示できるような資料を作成

し、現在では作成した資料に基づき新入生ガイダンスで説明している。 

＜保健医療学部看護学科＞ 

社会の変化をふまえ、令和元(2019)年10月に厚生労働省・文部科学省合同省令で、保

健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正が発表され、令和4(2022)年度入学生（看

護師3年課程）から適用される。4年制大学においては、令和3(2021)年度入学生から、

指定規則の改正をふまえたカリキュラムが開始となることが望ましい。また、文部科学

省から示されている「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」、日本看護系大学協議

会から示されている「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標」

もふまえ、本学も独自のカリキュラム編成の検討が必要である。看護学科においては、

改正カリキュラムプロジェクト会議を立ち上げ、カリキュラムデザイン、学科の教育目

標などを丁寧に議論し新カリキュラムを作成し、令和4(2022)年度入学生より導入した。

評価として、カリキュラムアンケートを作成し、新カリキュラム対応の学生が2年次に
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なった令和5(2023)年度の春学期ガイダンスで実施した。今後はアンケート結果を分析

し教育に活かしていく。【資料3-2-6】 

＜経営学部経営学科＞ 

経営学科の教育課程は体系的に編成されているが、3領域の専門課程を選択していく

ためには学生自身がしっかりと3領域の専門課程の体系性を十分に理解する必要がある。

カリキュラムチャート、カリキュラムマップとともに各領域のモデル時間割等を提示し

て学生にとって履修しやすい学期ガイダンスを実施することにより、学生が教育課程を

理解し、学生自身による自律的履修、学修を今後も促していく。 

平成29(2017)年度より、学生の単位取得状況に応じた必修科目の再履修クラスの編成、

学年間を通じた必修科目の時間割調整、開講時期の調整、若干の科目の統廃合を行った。

これらの調整により、学年間の必修科目の履修及び再履修等が容易となっている。 

また、学生自身が将来展望していける力を身に付けさせ学修意欲を高めるよう、キャ

リア形成科目と経営学／会計・財務関連科目及び情報コミュニケーション技術科目など

の専門性のある教育との連携した実施を行っている。PBL（プロジェクト学習）につい

ては成果が出ているが、今後も他の授業との連携や授業方法等法についてもシラバス等

に明示していくことを検討する。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

令和5(2023）年、健康科学研究科の特色である多角的な視点から総合的・学際的な研

究活動を実現させ、専門分野をより深く学修することを支援するための専門科目、特に

看護学領域開講科目の充実並びに専任教員の増員などを含めた教育課程の改訂を行っ

た。 

令和4(2022)年度末現在、修了生を対象としたアンケート（回答率：88%；46名/52名； 

12期生100％）によると、78.3%（回答46名中36名）の院生は「本研究科に入学してよ

かった」と回答している。健康科学研究科の学際的な研究活動と専門分野の充実を目指

して、さらなる科目の充実並びに専任教員の増員などを含めた検討を進めている。また、

本研究科における研究成果を社会還元すべく本大学院研究科の教育に携わる教員の活

力ある研究活動の実現及び質的向上を図るために、学際的分野から外来講師を招いて健

康科学セミナーを開催すると共に、海外の研究機関を含めた学外共同研究などを推進す

る計画で準備を進めている。また、「豊橋創造大学大学院健康科学研究科の教育活動に

関する協議会」を通した医療機関からの意見や修了生を対象とした教育課程に関するア

ンケートを活用して、今後の教育課程を改善すべく検討を進めている。【資料3-2-18】 
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3－3．学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバック 

（1）3－3 の自己判定 

基準項目3－3を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

アドミッション、カリキュラム、ディプロマの三つのポリシーに基づき、機関（大学）、

教育課程（学科）、科目（授業）の三つのレベルで自己点検・評価を行っていくアセス

メント・ポリシーを策定した。【資料3-3-1】【資料3-3-2】 

＜保健医療学部看護学科＞ 

アセスメントの一つの方法としてルーブリック評価を複数の科目（講義・演習・実習） 

で取り入れている。特に統合実習では全ての領域でルーブリック評価を行い、評価方法
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を確立している。また、全学で導入しているGPA制度について、令和2(2020)年度より

成績は素点入力となり、ファンクショナルGPAを算出し、保健師・助産師課程の学生選

抜に活用している。 

＜経営学部経営学科＞ 

三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・

ポリシー）を踏まえた学修成果の点検・評価の基本は、学期GPA、年度GPA、通算GPA

をもとに行われている。各学年各学期に入門ゼミ（1年）、基礎ゼミ（2年）、専門ゼミ（3，

4年）の担当教員が配置され、学年ごとに学年主任がとりまとめを行い、教務委員会及

び職員と連携を取りながら、学習指導、点検等を行っている。入門ゼミ、基礎ゼミ、専

門ゼミの担当教員は、授業への出席状況や学修状況（成績）を把握すると共にゼミを通

して随時、学修指導を行っている。学期末、学年末ごとに成績不良者及びGPAが基準に

満たない学生を対象にしてそれぞれ個別に指導している。【資料3-3-4】 

上記とは別に、学習成果の点検として、入学直後と各学年末に外部評価として社会人

基礎力測定PROGを実施し、各学年でのカリキュラムが学修行動に与える効果測定を行

っている。PBL科目においても社会人基礎力に基づいたルーブリック評価を行っている。 

 

＜大学院健康科学研究科＞ 

大学院健康科学研究科では、入学時に大学院生毎に研究指導教員を決定し、研究指導

教員が1年次後期から研究計画立案のための個別指導時間を確保し、大学院生の進捗状

況を把握して適切な学修並びに修士論文作成に向けた指導を行っている。これまで、52

名が修士（健康科学）の学位を取得し修了した。 

学習成果の点検・評価は、各学期あるいは年度末の最終成績評価による。学修状況に

問題がある大学院生に対しては、各科目の担当教員より指導担当教員に状況の連絡がな

されて個別に対応する。同時に、研究科委員会にて情報を共有化し、研究科としての善

後策を検討し対処している。また、平成28(2016)年度より、修士論文計画発表会の開催

を2回にし、大学院生は自身の研究やその準備の進捗状況に応じて2回の内いずれかで

発表することにしている。これにより、大学院生は研究指導教員以外の研究科所属教員

から組織的な指導を受けられる環境が強化された。【資料3-3-5】 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバック 

＜保健医療学部理学療法学科＞ 

理学療法の臨床において重要な能力である問題解決能力について、平成29(2017)年度

よりGPS-Academic(ベネッセ)を用いて評価を行うことで、本学理学療法学科での教育

効果について検証している。また、理学療法学士養成校として、国家試験の合格率、就

職率に関する検証を進めている。 
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＜保健医療学部看護学科＞ 

入学生の基礎学力を把握するための到達度テストは、入学時に4科目（国語、英語、

数学、理科）を行い、結果を教員に報告し講義や学修指導に活かしている。さらに到達

度テストの結果より学力が低い学生に対して、学修支援センターに繋げて支援を行って

いる。また、大学の教育力や学生の成長指標の１つとして「思考力」を測定するGPS-

Academicを大学全体で1年生に導入している。結果の活用として「個人結果レポート」

を各自が分析し、自分の強みや弱い点を確認し、1年生のチューターと共に今後の成長

につながるように振り返りを行っている。令和5(2023)年度には、１年次に実施した学

生が４年生となり再度GPS-Academicを実施し、4年生チューターと共に「個人結果レ

ポート」を用いて成長過程を振り返っている。 

令和(2023)年度より実施している新カリキュラムアンケート、学修行動調査結果、

GPS-Academic結果、4年生卒業時の教育課程に関するアンケート調査結果、国家試験

の模擬試験結果は、ディプロマ・ポリシーの評価となっている。【資料3-3-3】 

＜経営学部経営学科＞ 

教育内容・方法及び学修指導等の改善については、学期ごとに学生による中間アンケ

ート及び授業評価アンケート、教員による授業FDシートの作成によって点検が行われ

ており、FDシートについては学生へのフィードバックが公開されている。教授方法の

工夫・開発については、合同FD委員会と教務委員会が協力して、教員FD講習会、教員

相互の授業公開による相互授業参観が実施されており、各教員は相互授業参観時の他教

員から改善点等の指摘が相互に行われている。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

大学院健康科学研究科では、修了が決定した大学院生に対して修了生アンケートを毎

年実施している。また、「豊橋創造大学大学院健康科学研究科の教育活動に関する協議

会」を通した関係機関からの意見聴取も毎年実施し、教育内容・方法および学習指導等

を改善すべく検討を進めている。 

 

各学科の取り組みに加えて、教務委員会が主体となり、全学的に「学修行動調査」（ア

ンケート）を実施している。「学修行動調査」は、学生自身による学修行動・成果の振

り返りを促すとともに、寄せられた評価や意見に基づいた授業内容や方法の改善、及び、

授業環境の組織的な改善に結びつけることを目的としており、毎年実施している。調査

結果は関係する委員会や事務局所管部署にフィードバックされ、学生の実状把握と改善

計画の検討のために役立てている。 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

＜理学療法学科＞ 

学修成果の点検・評価については、教務委員会の各 WG において点検・評価を行って
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きたが、今までの流れを踏まえつつ新たな視点で改善・向上方策を案出できるように令

和 5 年度に各 WG のリーダーとメンバーの見直しを行った。具体的には、GPS-

Academic や授業評価アンケート、学修行動調査アンケート、卒業時アンケート、留年

率や退学率、国家試験の合格率等の各種調査・評価結果をもとに、入学準備学習と初年

次教育の成果（入学前学習・初年次教育 WG）、4 年間を通した学部教育の成果（学習成

果 WG）、臨床実習の成果（臨床実習 WG）、国家試験合格率に対する学部教育の効果（国

家試験対策 WG）の点検・評価を行うとともに、各 WG 間の連携を深め個別ではなく

包括的な学修成果の点検・評価を実施していく。 

＜看護学科＞ 

学修成果の可視化に向けて、何を評価指標とするのか、直接指標と間接指標を組み合

わせた評価を検討する必要がある。特に新カリキュラムが令和 4(2022)年度入学生から

導入され、カリキュラム評価の方針と方法について検討し、学科の教員全体で共通認識

することが必要である。また、現在行われている各種調査の結果を分析し教育に活かし

ていく。 

＜経営学部経営学科＞ 

経営学部では、教員相互の授業公開による相互授業参観が実施されているが、さらに

他学科教員や職員への公開、及び他教員からの改善提案等の指摘に対する授業改善案の

作成等PDCAサイクルの構築を進める。また、単位認定基準に関連して授業各種統計デ

ータの収集等行い教員間で共有しており、今後も改善策の検討を続ける予定である。 

＜大学院健康科学研究科＞ 

令和4(2022)年度末現在、修了生を対象としたアンケート（回答率：88%；46名/52名； 

12期生100%）によると、78.3%（回答46名中36名）の院生は「本研究科に入学してよ

かった」と回答している。【資料3-3-6】健康科学研究科の学際的な研究活動と専門分野

の充実を目指して、さらなる科目の充実並びに専任教員の増員などを含めた検討を進め

ている。また、本研究科における研究成果を社会還元すべく本大学院研究科の教育に携

わる教員の活力ある研究活動の実現及び質的向上を図るために、学際的分野から外来講

師を招いて健康科学セミナーを開催すると共に、海外の研究機関を含めた学外共同研究

などを推進する計画で準備を進めている。また、「豊橋創造大学大学院健康科学研究科

の教育活動に関する協議会」を通した関係機関からの意見や修了生を対象とした教育課

程に関するアンケートを活用して、今後の教育課程を改善すべく検討を進めている。 

さらに、大学院健康科学研究科の教育課程のさらなる充実と、専任教員の研究活動を

支援し、かつ大学院生の海外留学先を開拓するために、現在中断している大学院健康科

学研究科の専任教員を対象とした「海外短期留学」の再開へ向けて取り組みを強化して

いく。今後もこうした活動を継続することで、魅力ある教育課程と専任教員の教育・研

究能力向上充実に努めていく。 
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エビデンス集（資料編） 

【資料3-3-1】 保健医療学部理学療法学科教育方針（三つのポリシー） 

【資料3-3-2】 理学療法学科アセスメント・ポリシー 

【資料3-3-3】 保健医療学部看護学科2022年度各種委員会活動総括及び国家試験結

果 

【資料3-3-4】 履修案内経営学部経営学科（2022） 

【資料3-3-5】 平成28年度第６回大学院健康科学研究科委員会議事録 

【資料3-3-6】 大学院健康科学研究科「修了生アンケート」集計結果（抜粋） 

 

［基準３の自己評価］ 

本学の建学の精神と教育目的及び学科教育目標に基づいたディプロマ・ポリシーを定

め、アドミッション・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーと併せて履修案内に明記す

るとともに、大学Webページにおいて広く公開することで学生・教職員・利害関係者に

対し周知している。ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認

定基準、修了認定基準、学位論文審査基準等を学則および関連規定で明確に定め、それ

らに基づき厳正に適用している。また、成績評価方法については授業科目ごとにシラバ

ス内に明記し、学生に公表・周知している。 

教育目標を達成するためのカリキュラム・ポリシーを定め、これに基づいて教育課程

を編成している。カリキュラム・ポリシーはディプロマ・ポリシーの下で一貫性を保つ

よう設定し、その確認・担保のためにカリキュラムマップ等を作成して関係性を明確に

している。すべての科目において授業シラバスを公開し、授業計画及び授業の流れ、デ

ィプロマ・ポリシーとの関係を明確に示し、学生が主体的、計画的に学修できるように

している。また、年間履修登録単位数の上限を設定し、単位制度の実質化に図っている。 

基礎教養教育については、一般的な人間・社会に関する科目や外国語等の教養教育科

目に加え、基礎的・学術的リテラシー習得のための基礎教養ゼミナール科目を1、2年次

に配置している。 

合同FD委員会及び教務委員会が主体となって学内FD研修会や講習会を実施すると

ともに、教員相互による授業参観や学生に対する授業評価アンケートを行い、改善点等

の指摘事項を学習指導に反映させ、教育の質向上に取り組んでいる。 

GPAに基づく学修成果の点検や評価を行い、学生への指導に活かしている。また、演

習科目や実習科目においてルーブリック評価を取り入れ、学習到達状況の測定を行って

いる。さらに、外部アセスメントツールを用いた客観的評価の実施も進めている。 

以上のように、本学は三つのポリシーに基づいた適正な教育課程を編成し、学修成果

の点検・評価を行いながら、学則および関連規程の下で厳正な単位認定や進級・卒業認

定等を実施しており、基準３を満たしている。 
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基準４．教員・職員 

4－1．教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目4－1を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

学則第 40 条の定めに従い、学長は公務をつかさどり所属職員を統督するとともに、

教学に関する最高責任者として意思決定を行っている。学長を補佐するために副学長が

2 名任命されている。副学長の選考に関しては、豊橋創造大学副学長選考規程第 3 条の

定めにより、学長が理事長と協議した上で指名し、理事会の議を経て理事長が任命して

いる。また、令和 3(2021)年 4 月より 2 名の副学長について担当を「教学マネジメント、

学生支援、IR 担当」と「研究・学術情報、社会連携・地域貢献、広報・ブランディング

担当」と明示した。【資料 4-1-1】 

学長の意思決定を補佐するために事務局に企画室と IR 室が置かれている。また、教

学に関する事項を学長の諮問に応じて審議する機関として、教授会と運営幹部会が置か

れている。学則第 42 条に教授会の構成員が規定され、同条第 2 項に運営幹部会の構成

員が規定されている。 

教授会の審議事項については、学則 43 条に「教授会は、学長が次に掲げる事項につ

いて決定を行うに当たり意見を述べるものとする。(1)学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2)学位の授与 (3)前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会

の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」と定められているほか、同条

第 2 項に「教授会は、前項に規定するもののほか、学長等がつかさどる教育研究に関す

る事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。」と定

められている。 

運営幹部会の審議事項に関しては、学則第 43 条 3 に「運営幹部会は次の事項を審議

する。(1)学則その他必要な規程の制定改廃に関する事項 (2)教育、研究、学生指導に関

する大学としての基本方針に関する事項 (3)主要な大学行事に関する事項 (4)主要な施

設等の新設・改廃に関する事項 (5)豊橋創造大学短期大学部と共有する施設の運営や共

同で実施する行事に関する事項 (6)その他大学全般に関わる重要な事項」と定められて

いる。 
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本学では、学科ごとに教授会を設けている。また豊橋創造大学短期大学部ともキャン

パスを共有していることから、円滑な運営を図るために運営幹部会は大学・短大合同で

開催している。学長は運営幹部会の議長を行っている。また、教授会の議長は「豊橋創

造大学教授会規程」第 7 条の規定により、学長があらかじめ指名した学部長が担当して

いる。【資料 4-1-2】 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

「豊橋創造大学運営組織規程」の定めにより常任委員会(3 委員会)と特別委員会（19

委員会）が設けられている。委員長は学長が指名し、委員は各学科長が提出した担当案

を学長が調整した後に決定している。教学に関する委員会からの提案事項は、審議事項

として教授会及び運営幹部会で協議されている。【資料 4-1-3】 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学ネジメントの機能性 

事務局組織は、「学校法人藤ノ花学園業務組織及びその運営に関する規程」の定めに

従い総務部、教学部、渉外部の三つの部が設けられている。総務部には庶務課、図書館

事務室、学術研究支援室が置かれている。教学部には教務課、学生課、システム管理室

が置かれ、渉外部には入試センター事務室、キャリアセンター事務室、地域連携・広報

センター事務室が置かれている。各種委員会には、事務を所掌する事務局の部署が規定

されており、担当する職員は専門性を活かして教員と協働している。 

また、部に所属しない組織として、企画室と IR 室が置かれている。企画室は、経営

戦略・制度改革の案を検討し、学長の意思決定を補佐する。担当職員は事務職員が兼務

の形で担当している。IR 室は、学内の情報を収集・分析し、学長の意思決定を補佐す

る。「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部 IR 室規則」により IR 管理者（教員）と

IR 室長（職員）及び担当職員が任命されている。いずれも兼務で任務にあたっている。 

このほか、入試に関する専門職として、「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部ア

ドミッション・オフィサーの設置に関する規程」に基づきアドミッション・オフィサー

が設置され、専任職員が兼務で担当している。 

内部質保証に関連して、平成30(2018)年度に内部質保証推進会議設置要綱を制定し、

内部質保証推進会議を設置した。また、自己点検・評価委員会に置かれていた教学マネ

ジメント部会を令和 3(2021)年度より改組し、自己点検・評価委員会から独立する形で

教学マネジメント会議設置要綱を設け教学マネジメント会議を設置した。 

事務局に部課長会を置き、週 1 回必要な事項を協議・調整している。なお、副学長 1

名も部課長会に参加するほか、教学部長及びシステム管理室長は教員が兼務しており、

部課長会にも参加することで教職協同が円滑に行われている。【資料 4-1-4】【資料 4-1-

5】【資料 4-1-6】 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 



豊橋創造大学 

－ 68 － 

内部質保証に関して、平成 30（2018）年度に設置した内部質保証推進会議の効果的

な運用を図る、併せて、教学マネジメントを推進する目的で令和 3(2021)年度に設け

た教学マネジメント会議についても、効果的な運用を図る。 

 

エビデンス集・資料編 

【資料 4-1-1】 2022 年度委員会等構成表 

【資料 4-1-2】 豊橋創造大学教授会規程 

【資料 4-1-3】 豊橋創造大学運営組織規程 

【資料 4-1-4】 学校法人藤ノ花学園業務組織及びその運営に関する規程 

【資料 4-1-5】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部 IR 室規則 

【資料 4-1-6】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部アドミッション・オフィサ

ーの設置に関する規程 

 

4－2．教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開

発と効果的な実施 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目4－2を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

本学の専任教員の配置はデータ編の【共通基礎様式１】のとおりである。各学科の教

員は大学設置基準及び「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」、「保健師助産師

看護師学校養成所指定規則」に基づき、教育目的及び教育課程に即して配置してきた。

令和5（2023）年5月1日現在の教員数は、令和4年（2022年）度末に予期せぬ退職者が

複数名あったため、経営学科教員1人と大学全体における教授1人について設置基準に

定める必要専任教員数を下回っており、適切な配置に向けて募集を行っていく。 

大学院は基礎となる学部の教員が兼担しており、研究指導教員9人、研究指導補助教

員5人を配置している。研究指導補助教員は設置基準では6人必要なところ5人の配置と

なっているが、基準人数よりも多く配置している研究指導教員が兼ねることが可能であ

り、適切な配置である。 

教員の採用・昇任については「豊橋創造大学教員資格基準」によっている。この基準

の前文には、「本学の教授、准教授、講師、助教、助手を採用する場合及び昇任させる

場合は、この基準の定めるところによる。教授は専門とする学術の進歩に寄与し、かつ

本学の教育に対し責任を負う。准教授、講師も前記教授に準じ、それぞれ職分に対し責
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任を持つものとする。本学の教員の採用、昇任は、人格､健康､教授能力、教育業績、学

会並びに社会における活動等について行う。」とその方針が明示されており、職位ごと

にその条件が示されている。また、「豊橋創造大学教員資格基準」として規定され、そ

れに基づいて適切に運用されている。【資料4-2-1】【資料4-2-2】 

教員の募集については、その都度公募並びに大学関係者（他大学を含む）より紹介、

推薦をうける方法で実施している。教員の採用・昇格に関しては、教員資格審査委員会

が「豊橋創造大学教員資格基準」に基づき、同基準に示す人格、健康、教授能力、教育

業績、学会、並びに社会における活動等を審査し、結果を教授会に答申し、学長の承認

を得た後に、理事長より任命され辞令が交付されることになっている。【資料4-2-2】 

教員の評価等については、令和元(2019)年度には、紙ベースで提出されていた教員個

人調書（履歴書、教育研究業績書）や自己評価シート、そして教学システム（GAKUEN）

で管理されていた担当授業科目や履修者人数、その他大学内外から委嘱を受けた業務な

ど、今まで別々に管理されていた内容を一元的に扱う教育研究情報登録システムを開発

し、稼働している。これにより、教育・研究・社会貢献・学内活動など前年度の実績を

総合的に判断することができようになり、教員の評価や業務全般の平準化に向けて、具

体的に検討できるようになった。【資料4-2-3】 

 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開

発と効果的な実施 

本学の教育理念や教育目標を踏まえて、各科目の到達目標を設定・達成するため、ま

ず定期的な教育効果の測定によって現状把握を行っており、 

(1) 教員による学力評価（試験又は課題提出など） 

(2) 学生による授業評価（授業評価アンケート）：学生の主観的な満足度、理解度、興味

の深化などを自己評定） 

(3) 担当教員による科目ごとの総合的授業評価（授業改善報告書／FDシート）の作成、

教員による授業の相互参観を実施している。 

 

（1）の「教員による学力評価」については、従来型の試験による評価に加えて、レ

ポート課題、フィールドワークに基づく課題、演習型課題など、科目の特性と学生の到

達度に合わせて、各科目の担当教員が適切と考える方法を選択している。 

（2）の学生による授業評価アンケートについては、受講生が少ない科目（10人未満）

を除いて、原則的に全科目実施してきた。ただ、1教員につき複数科目のアンケート調

査を行っても、科目ごとの差異はそれほど見られず、教員の授業改善のための情報収集

としては1科目で十分であると思われ、平成24(2012)年度より、アンケート調査科目を

1教員1科目で実施することに変更された。アンケート結果は教務課でデータ処理をし、

評価結果を担当教員にフィードバックしている。結果については、自由記述欄の回答も



豊橋創造大学 

－ 70 － 

含めて、教員内で公開している。なお、本学では、授業の都度、学生からリアクション

ペーパーによる学生との意見交換、または中間の時点で中間アンケートを行うことで、

常日ごろから学生と教員双方の視点が含まれた授業を構築する環境を整えている。 

（3）の「授業改善報告書／FDシート」については、授業評価アンケートの結果をふ

まえ、各学期終了時に作成し、教員内で情報を共有し、他科目での状況を把握すると共

に講義の連携を図るために利用している。また、学生の要望やニーズに応えるため、冊

子にして図書館で公開している。また、アンケートのWeb化に伴い、必要に応じ各教員

は受講生の要望や不満などを把握するため、学期途中で自ら作成したアンケートを行い、

当該学期内での授業改善に活かしている。 

教員による授業の相互参観については、全学科で実施、同僚教員による参考意見を授

業内容や授業方法にフィードバックし、資質・能力向上に活かしている。 

教育改善への組織的な取組みとして、履修案内の充実とFDへの取組みを行っている。

履修案内は毎年、全学生に配布し、学生が大学での学修を円滑に行い、それぞれの目標

を達成できるようにしている。主な掲載項目は「教育理念」「教育課程」「履修」「授業

内容紹介」「学舎配置図」「研究室一覧」「教員メールアドレス一覧」「個人情報の取扱に

ついて」「授業心得」である。 

全学のFD活動については、豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同FD委員会（以

下「合同FD委員会」という）が統括し「学生による授業評価アンケート」「FD講演会」

などを行っている。合同FD委員会は、全学FD活動の充実を図るべく、これまで自己点

検・評価委員会の専門部会の下部組織としてFD活動を担当していたFD分科会を独立さ

せ、平成22(2010)年10月に設置された。【資料4-2-4】 

また、それぞれの学部学科特有のFD活動については、学科特性を考慮し各学科の教

務委員会又はFD関連委員会が中心に活動を行っている。【資料4-2-5】 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置に留意し、欠員の補充、新規採用等

を今後とも行っていく。 

教員の資質・能力の向上への取組みについては、教務委員会、合同FD委員会の活動

を通じて適切に行っており、今後も継続してこれらの活動を積極的に推し進める。特に

講義科目自己点検シートや相互授業参観の結果などを多面的に分析し、授業改善や教員

の資質・能力の向上につながるシステムづくりに努める。 

教養教育実践のための体制については、担当教員、教務委員会（連絡調整会及び部会）、

教授会がそれぞれのレベルで教養教育に責任をもつ現行の体制は当面維持している。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料4-2-1】 豊橋創造大学教員資格基準 
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【資料4-2-2】 学校法人藤ノ花学園職員任免規程 

【資料4-2-3】 教育研究情報登録システムについて 

【資料4-2-4】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同FD委員会規程 

【資料4-2-5】 令和4(2022)年度豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同FD委員

会議事録 

 

4－3．職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向

上への取組み 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目4－3を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向

上への取組み 

事務局職員には、個々の業務に精通するとともに正確かつ迅速に職務を遂行すること

が求められている。その能力養成には、経営意識の涵養、基礎知識の習得と実務への応

用、業務改善のための意欲及び職務能力や企画力・情報処理能力の向上、高度な倫理感

の醸成及び部課長職員等の管理能力の向上等が欠かせないものと考えている。 

学校法人藤ノ花学園就業規則第46条には第1項で「職員は、その職責を遂行するため、

絶えず研修に努めなければならない。」、第2項で「所属長は、職員の研修を奨励し、そ

の機会を与えなければならない。」と定められており、多様な研修機会を設けている。

【資料4-3-1】 

SD研修会のほか、FD講演会への職員の参加など教職員が、課題認識の共有化を図り

FD活動と連携した取組みの推進にも努めている。 

令和4(2022)年度に実施した研修は次のとおりである。 

1．職場研修 

SD(Staff 

Development)

研修会 

令和4（2022）年9月1日午後 

全教職員を対象に、１）法人事務局長による「学園の財務状況及

び財務分析について」 2）産業医による「メンタルヘルス・メン

タルタフネス講習会」 3）豊橋市生活安全課主幹（県警派遣）に

よる「交通安全講習会」 

令和4（2022）年12月28日午後 

第一部では、全教職員対象に 1）学長による「本学を取り巻く

諸情勢並びに新年度に向けた重点課題について」 2）豊橋市行政

課専任主査（弁護士）により「個人情報保護法の改正と豊橋市に
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おける運用について」 3）経営学科教授による「個人情報保護法

改正を受けた本学に求められる対応」 4）副学長による「理学療

法士養成講座の開催とアクティブ入試での活用―選抜型入試から

育成型入試への転換の試みー」 

第二部では、事務局職員を対象に、1 年間の業務改善の取組の

成果として取組事例の報告があった。 

2．職場外研修 

業務の都合や職員数の制約から、外部講師による学内での研修が困難なため、各種団

体が主催する大学向けの事務、経営、人事管理等の研修会、講習会等に職員を積極的に

参加させ、資質の向上を図った。 

また年に1回、研究と修養、職員相互の親睦を兼ねた職員研修旅行を実施しているが、

コロナ禍のため、令和4（2022）年度についても中止とした。 

「職員の能力開発及び職能の多様化、高度化に資するための方策について不断に検討

を行い、FD(Faculty Development)活動と連携した組織的な取組みを推進する」ことを

目的として、平成28(2016)年1月1日に豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同SD

委員会規程を制定しており、合同SD委員会において、SD活動の基本方針や研修の企画

立案、実施計画を審議するなど、職員の能力開発に向けて組織的・継続的な取組みを行

っている。【資料4-3-2】 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

業務執行体制の機能性については、学長兼務の理事長が原則毎日出勤することにより、

職員との距離が近い利点等を生かす中で、課題の整理や意思決定並びに業務を迅速かつ

機動的に進めている。一方、職員の士気、資質の更なる向上が求められており、SD研修

のなお一層の充実や効果的な取組みは常に課題として認識しておかなければならない

命題でもある。 

また、平成27(2015)年度に導入した目標管理制度では、令和3（2021）年度に目標管

理マニュアルを策定し、職員一人ひとりが1年間の目標を設定し、職員の自主性を引き

出し、組織の中で個人の持つ力を最大限発揮できるよう努めているが、今後も各種研修

内容の一層の充実を図り、更なる職員の資質向上や業務執行体制の強化を図る。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料4-3-1】 学校法人藤ノ花学園就業規則 

【資料4-3-2】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同SD委員会規程 

 

4－4 研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 
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4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

（1）4－4 の自己判定 

「基準項目 4－4 を満たしている。」 

 

（2）4－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

講師以上に 1 部屋ずつ研究室を配置している。助教及び助手には複数名での共用配

置ではあるが、研究遂行に必要な設備を整えている。後者の部屋では入口受付の内線電

話機から各教員を直通番号で呼び出し、かつ不在時は伝言録音、モバイル機器への着信

ができるなど、来訪者応対による他者の執務への影響を軽減する配慮がなされている。

また、学内連絡へのチャットツールの活用も研究スペースの静粛性に寄与している。 

施錠後の研究棟への入退出に関し、セキュリティカード貸与により制限が緩和されて

いる。 

学内施設に学内 LAN 及び無線 LAN を敷設し、ほぼ全学どこからでもインターネッ

トや学内ネットワークに接続できる環境になっている。その他にも学外から学内リソー

スへのアクセス手段を提供するなど、時間や場所にとらわれないネットワーク環境を整

えている。 

動物実験に必要な飼育室と実験室があり、飼育室は実験動物の生理的特性に合った環

境を維持した設備・構造になっている。 

以上から研究環境の整備と適切な運営・管理ができている。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

「研究活動における行動規範」により、研究者が遵守すべき事項を示すとともに、適

切に研究活動を行うため、各種規程等、ルールの整備を進めてきた。 

研究活動に係る不正および研究費の取扱いに係る不正の防止を目的に「研究活動上

の不正行為防止に関する規程」「公的研究費の管理･監査体制に関する規程」を定め、こ

れの実効性を高める目的で、学内研究者を対象に研究者倫理およびコンプライアンスに

係る研修を年 1 回実施している。【資料 4-4-1】【資料 4-4-2】【資料 4-4-3】 

保健医療学部を擁する本学では人を対象とする医学系研究や動物実験を伴う研究も

行われている。これらの適正実施に努めるため、国の関連指針にもとづき置かれた研究

倫理委員会、動物実験委員会、遺伝子組換え動物実験安全委員会が、生命倫理に関する

委員会として申請課題の審査にあたり、必要に応じて助言指導を行っている。 

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

研究活動の支援体制として総務部に学術研究支援室をおき、専任事務職員が主に科研
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費等の府省等が配分する競争的資金や民間研究助成金等、学外資金による研究費の獲得

および受入支援を行っている。また、産学官連携に係る研究は地域連携・広報センター

の他、産学官連携推進委員会がおかれ、助成に係る業務の窓口を担っている。 

教育研究活動費規程にもとづき、上限額内で教育研究活動費の支出を認めている。海

外で開催される学会において報告を行う場合は教育研究活動費上限額に航空運賃の片

道額を加算〈２年に１回を限度とする〉することができる。 

大学院健康科学研究科では「先端研究助成」として研究科内競争的研究費が予算計上

されている。 

 

（3）4－4 の改善・向上方策（将来計画） 

外部資金の獲得方策は、2022 年度から導入した、学内予算を原資とする教育研究活

動費のあり方と併せてさらに検討する。前年度までの配分額を見直し、科研費等外部資

金の獲得や成果公開を条件にした助成など、資源を戦略的・創発的研究に投下する方策

への転換に踏み出したことは、研究を一つの軸足に大学の財政基盤の強化および価値向

上を図ることとした中長期の目標を実現する一歩である。 

研究実績の有無は外部資金獲得に影響すると考え、研究計画書作成機会の獲得のため

外部資金助成情報を効率的に提供していく。 

 

エビデンス集・資料編 

【資料4-4-1】 研究活動における行動規範 

【資料4-4-2】 研究活動上の不正行為防止に関する規程 

【資料4-4-3】 公的研究費の管理･監査体制に関する規程 

 

［基準 4 の自己評価］ 

基準項目 4－1～基準項目 4－4 について、それぞれ記述してきたとおり自己判定に

基づき、基準 4 を満たしている。 

研究環境の整備や研究倫理の確立と運用、研究活動への資源の配分は適切に運営・管

理されている。外部資金の導入努力について、現状の人的支援体制での研究支援業務は

定型的かつ受動的な範囲に収まりがちである。改善および積極的な展開を図る方法の一

つとして要員確保のための科研費の間接経費の活用等も検討余地がある。 

 

 

基準５．経営・管理と財務 

5－1．経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 



豊橋創造大学 

－ 75 － 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1 の自己判定 

基準項目5－1を満たしている。 

 

（2）5－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

寄附行為第3条において、法人の目的を「この法人は、教育基本法及び学校教育法に

従い、学校教育を行い、「誠をもって勤倹譲を行え」を基調とし、創造性豊かな次世代

社会の担い手となる人材を育成することを目的とする。」と明確に定めている。【資料F-

1】 

また、学則第1章（目的及び使命）第1条に「豊橋創造大学は、教育基本法及び学校教

育法に則り、文化の向上を目指し創造性豊かで人間味あふれる人格の形成と、専門的職

能教育を施すことを目的とし、広く国際的視野をもって人類の福祉に貢献する社会人の

育成をその使命とする。」と定めている。【資料F-3】 

藤ノ花学園就業規則第37条には、学園の名誉の尊重、職員としての品位の保持、諸規

程及び上司からの指示の遵守、勤務時間中の職務専念義務、個人情報の保護等が定めら

れている。また、同39条には、職務上の地位を利用して自己の利益を図ることの禁止、

権限の濫用の禁止、職務上知りえた情報の漏洩禁止が定められており、これらに違反し

た場合の懲戒の手続きが同第7章に定められている。【資料5-1-1】 

また、学校法人藤ノ花学園公益通報規程を設け、法令違反等の内部告発者に不利益が

生じないよう配慮している。【資料5-1-2】 

会計は藤ノ花学園経理規程の定めに従い諸帳票を管理し、会計不正を未然に防ぐ体制

を整えている。また、平成28(2016)年度からは内部監査を実施し、不正の防止に努めて

いる。【資料5-1-3】 

さらに、「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部教職員行動規範」を平成19(2007)

年度に制定している。この規範には以下の項目が示されている。1.人権の尊重 2.法令の

遵守 3.社会的使命を自覚した教育研究 4.安全確保及び環境への配慮 5.積極的な情報

公開と知的財産権の尊重 6.大学資産等の適正な管理【資料5-1-4】 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

寄附行為及び学則に示される使命・目的を達成するため、健全な教育環境を保持し、

教育課程の着実な実施、授業外の学修指導、又は厚生指導等、学生中心の支援が行われ、

個々学生の人格を尊重した教学運営に努めている。この使命・目的実現のための検証は、

IR室等が収集した各種学修成果の資料等を基に、常任理事会、運営幹部会、教授会、常

任委員会、各種特別委員会、各学科会、事務局部課長会等でなされている。 

また、令和元(2019)年度に「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部第2次中期計画
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(Wisteria Plan2029)」を策定し、年度ごとに進捗状況を確認している。【資料5-1-5】 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

1.環境保全への配慮 

本学では、環境整備のための校地の草刈りや樹木の剪定、室内の清掃を業者に委託し、

庶務課職員が管理する方式を採用している。年度ごとに契約内容と価格の見直しを行っ

ている。受水槽及び浄化槽の点検は庶務課が管轄し定期的に行っている。また、校舎の

照明器具を計画的にLED照明に置き換えるほか、エアコンを省エネルギー型のものに

置き換えることで消費電力の削減に取り組んでいる。 

2.人権への配慮 

ハラスメントについては「豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会規程」「豊橋創

造大学ハラスメント相談窓口に関する規程」等を定め防止に努めている。これらに基づ

きハラスメント防止人権委員会、ハラスメント相談窓口を設けて常時問題に対処できる

ようにしている。また、令和4(2022)年度10月より、ハラスメントへの対応として学内

相談窓口に加えて学外相談窓口を設置している。【資料5-1-6】【資料5-1-7】【資料5-1-17】 

個人情報の保護に関しては、「豊橋創造大学個人情報の保護に関する規程」「豊橋創造

大学個人情報の保護に関する規程施行細則」を定め、個人情報の収集、管理、利用に関

する本学の責務を明らかにしている。なお、個人情報保護委員会の構成員は運営幹部会

の委員が兼務することになっている。また、施行細則には、〔個人情報に関する業務の

学外委託基準〕、〔収集の届出〕、〔届出事項の閲覧方法等〕、〔開示の方法等〕、〔訂正又は

削除の方法等〕、〔不服申立ての期限〕等を定めている。【資料5-1-8】【資料5-1-9】 

3.生命倫理に関する配慮 

生命倫理等に関しては「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部研究倫理委員会規程」

「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部動物実験委員会規程」の定めに従い研究倫理

委員会、動物実験委員会を設置している。研究倫理委員会は人を対象とする研究を行お

うとする本学の教員から申請があった研究計画又は研究実施状況報告について調査審

議し、必要に応じて助言指導を行っている。また、動物を対象とする研究に関しては、

動物実験委員会が必要に応じて研究に関する助言指導を行っている。【資料5-1-10】【資

料5-1-11】 

4.安全への配慮 

学生、教職員及び来学者の安全保持、災害防止については、「学校法人藤ノ花学園就

業規則」「第8章 安全及び衛生」として、第58条（安全及び衛生）、第59条（安全衛生

教育）、第60条（災害防止上の義務）、第61条（公衆衛生の遵守義務）、第62条（健康診

断）、第63条（健康要保護者への措置）、第64条（保健衛生への協力義務）等について定

めている。 

この就業規則に基づき、「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部地震防災規程」「豊
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橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部防火管理規程」「豊橋創造大学・豊橋創造大学短

期大学部防災管理規程」「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部防災対策委員会規程」

が設けられ、原則として年1回の全学総合防災訓練がなされている。【資料5-1-1】【資料

5-1-12】～【資料5-1-15】 

防火・防災管理者のもとに校舎各棟に2人の防火・防災担当責任者を配置し部屋ごと

に火元責任者を定めている。緊急時には地震防災隊、自衛防災隊が組織される。学生,

教職員には「SCHEDULE BOOK & CAMPUS GUIDE」を通して防災マニュアルが

毎年全員に配布され、地震発生時の対応と緊急避難法については、春と秋のガイダン

スを通して再度周知を行っている。また、非常勤講師にも「出講案内」の中で全員に

周知されている。 

豊橋市は「東海地震に係る地震防災対策強化地域」、「南海トラフ地震防災対策推

進地域」の指定を受けている。また平成24(2012)年8月29日内閣府が発表した「南海

トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）及び被害想定（第一次報

告）について」によると、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波

を想定した場合、豊橋市は、想定最大震度7、想定津波高19m（愛知県外海）となると

推計されたことにより学校施設や避難所、橋梁など公共施設の耐震化、情報伝達の強

化など防災対策を推進している。本学もこれに対応した防災消防計画を策定し、緊急

地震速報システムの導入、津波避難所の設定、全教職員用へのヘルメット配布、全研

究室へLED懐中電灯の設置を行っている。 

災害関係とは別に、安全性を求めて校門出入口には不審者、不法侵入を防止するた

めに防犯カメラを設置し常時監視することにより被害防止に努めている。また、令和

2(2020)年度より警備会社と委託契約を行い校舎出入口の電子錠による遠隔制御と人感

センサによる機械警備を導入するとともに非常勤職員による夜間の巡回を行ってい

る。 

また、万一の事故に備えて本学の学生は大学が費用を負担して各種保険に加入して

いる。経営学科学生は、入学と同時に財団法人日本国際教育支援協会の「学生教育研

究災害傷害保険」に「通学中等傷害危険担保特約」をつけて全員加入し、加えて同協

会の「学研災付帯賠償責任保険」（通称:学研賠）にも全員加入している。一方、看護

学科と理学療法学科については、一般社団法人日本看護学校協議会共済会による傷害

保険・賠償保険「Will」に全学年が加入している。またその他の保険の加入も学生の

自己負担で任意に推奨している。 

自然災害発生時における学生及び教職員の安否確認システムとしてGoogle 

Classroomを活用している。令和4(2022)年度は安否確認の訓練を7月に実施した。この

ほか、研究上の安全確保に関連して「豊橋創造大学遺伝子組換え動物実験安全規程」が

設けられており、同規程の定めにより「遺伝子組換え動物実験安全委員会」を設置し、

委員長を置いて遺伝子組み換え動物に関する安全の確保を図っている。【資料5-1-16】 
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また、令和4(2022)年度は令和3(2021)年度より継続してCOVID-19の流行があったた

め、前年度同様、地域の感染状況に応じたレベル別の対応表を作成し、対面授業の実施

の可否や課外活動の実施、施設の貸し出しなどの可否をレベルごとに決定したが、結果

として年度を通して対面授業を実施することができた。 

 

（3）5－1 の改善・向上方策（将来計画） 

停電時における安否確認、外部からの問合せ等の対策を検討し改善を図る。また、

COVID-19流行下での学生・教職員の安全確保について引き続き情報を収集するととも

に対策の改善を図る。 

 

エビデンス集・資料編 

【資料 5-1-1】 藤ノ花学園就業規則 

【資料 5-1-2】 学校法人藤ノ花学園公益通報規程 

【資料 5-1-3】 藤ノ花学園経理規程 

【資料 5-1-4】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部教職員行動規範 

【資料 5-1-5】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部第 2 次中期計画 

【資料 5-1-6】 豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会規程 

【資料 5-1-7】 豊橋創造大学ハラスメント相談窓口に関する規程 

【資料 5-1-8】 豊橋創造大学個人情報の保護に関する規程 

【資料 5-1-9】 豊橋創造大学個人情報の保護に関する規程施行細則 

【資料 5-1-10】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部研究倫理委員会規程 

【資料 5-1-11】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部動物実験委員会規程 

【資料 5-1-12】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部地震防災規程 

【資料 5-1-13】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部防火管理規程 

【資料 5-1-14】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部防災管理規程- 

【資料 5-1-15】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部防災対策委員会規程 

【資料 5-1-16】 豊橋創造大学遺伝子組換え動物実験安全規程 

【資料 5-1-17】 教職員向け外部ハラスメント相談窓口の案内 

 

5－2．理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2 の自己判定 

基準項目5－2を満たしている。 

 

（2）5－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 



豊橋創造大学 

－ 79 － 

理事会・評議員会は、私立学校法第3節（第35条～第49条）にのっとり寄附行為第5条

及び第18条第2項にそれぞれの定数が定められている。理事の定数は6人以上9人以内で

あり、理事総数の過半数により選任された理事長がいる。また理事の選任区分は寄附行

為第6条に定めている。即ち本学園の大学学長、短期大学部学長、高等学校校長のうち

理事会において選任した者2人以上3人以内（1号理事）、評議員のうちから評議員会にお

いて選任した者2人以上3人以内（2号理事）、学識経験者のうち理事会において選任した

者2人以上3人以内（3号理事）となっている。（表5-2-1） 

理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する旨寄附行為第11条に定められている。

なお、「学校法人藤ノ花学園副理事長規程」により理事長を補佐する副理事長がおかれ

ている。理事会は寄附行為に基づき適切に運営されている。【資料F-1】【資料5-2-1】 

 

表5－2－1理事、評議員選任区分一覧表 

理事（現員7人）（学校法人藤ノ花学園寄附

行為第6条による） 

評議員（現員16人）（学校法人藤ノ花学園

寄附行為第22条による） 

1 号理事 2 人 1 号評議員 8 人 

2 号理事 2 人 2 号評議員 1 人 

3 号理事 3 人 3 号評議員 7 人 

本学には、管理運営体制として、運営幹部会、教授会、学科会議、常任委員会、特別

委員会、並びに事務局部課長会が設置され、大学を取り巻く諸般の課題解決に当たり、

それぞれの機能を適切に果たしている。これらの体制は「豊橋創造大学運営組織規程」

「豊橋創造大学教授会規程」並びにそれぞれの常任委員会、特別委員会の規程に基づい

て設置・運用されている。【資料5-2-2】【資料5-2-3】 

理事長は、運営幹部会に毎回出席し、意見を陳述しリーダーシップを発揮している。

同一キャンパスに大学、短期大学部の各学科が共存していることもあって、学内の統一

的な管理・運営・教職員の意思統一のために、有効かつ必要な組織として重要な機能を

果たしている。 

常任理事会は、「学校法人藤ノ花学園常任理事会設置規程」に基づき設置されている。

その第1条第2項に「常任理事会は、理事長及び常勤の理事をもって構成する。」とある。

また常任理事会の審議事項については、同規程第3条において「常任理事会は、理事会

の包括的授権に基づいて、次に掲げるこの法人の日常の業務を決定する。ただし、重要

又は異例にわたる事項については、この限りでない。」と規定し、明確化を図るととも

に、同条第2項では、「常任理事会で決定した事項は、次の理事会において、理事長から

報告しなければならない。」と定められている。【資料5-2-4】 

理事会の審議事項と常任理事会の審議事項との間で役割分担が必ずしも明確ではな

かったことから、常任理事会において両者の役割分担について検討し、規程の一部改正

について理事会の承認を得て、役割分担の明確化を図った。 
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常任理事会は、基本的には理事会開催月を除いた月の下旬の火曜日10時から開催され

ている。令和3(2021)年度実施の常任理事会は下表のとおりである。 

表5－2－2令和4(2022)年度実施の常任理事会 

開催月日 
協議事項 

件数 

報告事項 

件数 
開催月日 

協議事項 

件数 

報告事項 

件数 

4月26日 

6月28日 

7月29日 

8月23日 

0 

0 

6 

1 

3 

2 

2 

3 

10月11日 

11月14日 

1月17日 

2月14日 

0 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

 

（3）5－2の改善・向上方策（将来計画） 

第2次中長期計画(WISTERIA PLAN 2029)の着実な実行を理事会、評議員会で確認す

る。 

 

エビデンス集・資料編 

【資料5-2-1】 学校法人藤ノ花学園副理事長規程 

【資料5-2-2】 豊橋創造大学運営組織規程 

【資料5-2-3】 豊橋創造大学教授会規程 

【資料5-2-4】 学校法人藤ノ花学園常任理事会設置規程 

 

5－3．管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3 の自己判定 

基準項目5－3を満たしている。 

 

（2）5－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

法人の管理運営については、理事長及び常勤の理事をもって構成する常任理事会を開

催しており、常勤の評議員も同席する中で、大学との間で様々な問題が提起され、意見

交換や協議を経て、学園としての意思決定を行っている。 

大学の管理運営については、学則の規定に基づき運営幹部会（理事長、学長、副学長、

学部長、研究科長、学科長、常任委員長、事務局長等で構成）を設置し、学則その他必

要な規程の制定・改廃、教育・研究、学生指導に関する大学としての基本方針等、大学

全般に関わる重要事項の審議を行っている。また、平成27(2015)年度、法人本部事務局

長の副理事長就任を契機として、副理事長が大学の運営幹部会にも出席することとなり、
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意思決定の円滑化が図られる体制となっていることから、学園全体としての管理運営及

び意思決定は円滑に行われている。【資料F-3】【資料5-3-1】 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

法人の管理運営については、学校法人藤ノ花学園寄附行為に定める理事会、評議員会、

監事が、それぞれの権限と役割において職務を執行している。 

また、大学の管理運営については、学則及び豊橋創造大学運営組織規程に定める教授

会及び運営幹部会において、教育にかかるそれぞれの審議事項の分担のもとで協議等が

行われた後、学長が重要事項の決定等を行っている。 

なお、法人の業務監査では中期計画の進捗状況等に関する監査を行うとともに、令和

元(2019)年度から自己点検評価書の内容等を中心とした教学監査も実施している。また、

大学の内部監査委員会が企画した内部監査実施計画及び実施報告書について、監事にも

説明・報告し、適宜助言等も得ながら、次期内部監査に臨んでいる。 

本学においては、これらの組織が相互に機能しながら、相互チェック体制の基盤強化

を図っている。【資料5-3-2】【資料5-3-3】 

 

（3）5－3 の改善・向上方策（将来計画） 

理事長・学長、副理事長・法人事務局長が運営幹部会へ出席することにより、法人及

び大学の管理運営に必要な意思決定の円滑化は図られている。 

今後、法人と大学の管理運営組織が連携し、それぞれの相互チェック機能を更に高め

ながら、組織運営におけるガバナンス機能の強化に努めていく。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料5-3-1】 学校法人藤ノ花学園常任理事会設置規程 

【資料5-3-2】 学校法人藤ノ花学園寄附行為 

【資料5-3-3】 豊橋創造大学運営組織規程 

 

5－4．財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4 の自己判定 

基準項目5－4を満たしている。 

（2）5－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本学は、平成8(1996)年に豊橋創造大学として1学部1学科で開学し、以後平成18(2006)

年にリハビリテーション学部理学療法学科の設置、平成21(2009)年に保健医療学部看護
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学科の設置（同時にリハビリテーション学部を保健医療学部に名称変更）、平成24(2012)

年に経営学部経営学科を設置（既存の情報ビジネス学部は募集停止）し、現在は2学部

3学科体制となっている。 

この間、平成21(2009)年度に理学療法学科が、そして平成24(2012)年度に看護学科が

完成年度を迎え比較的安定した財務運営が行われていたが、令和元(2019)年度の収支状

況は、経営学科の定員充足率の改善はあったものの、学生生徒等納付金収入及び補助金

収入の減少や人件費比率の上昇等により、大学の単年度収支では資金収支は収入超過、

事業活動収支は支出超過となった。経営学科については、恒常的な定員割れの状況が続

いていることから、平成29(2017)年度に定員の適正化を図るための学則改正を行い、入

学定員を76名から50名に、収容定員を320名から208名に見直しを行うとともに、高大

連携や地元企業との更なる連携強化を図りながら、教職員が危機感を共有し、一丸とな

って、入学者の確保に向けた様々な取組みにチャレンジしている。【資料5-4-1】【資料5-

4-2】【資料5-4-3】 

なお、大学も含めた法人全体の令和4(2022)年度純資産構成比率は94.5%となってお

り、良好な財務環境が維持されているものの、今後も中長期的な視点に立って継続的な

見直しを行い、改革・改善を実施する。これまでも経常的な経費節減のため、電気・ガ

ス料金の節減等様々な対策を講じることによる着実な成果と、これに加えて電気需給契

約や火災保険料、警備、清掃の業務委託料についても見直しを行い、更なる経費削減を

図っている。しかし、令和4（2022）年度からの電気・ガス等の使用料の高騰は財務状

況に大きく影響を受けている。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

大学を含め法人全体として、実質的には借入金ゼロの良好な財務環境に加え、平成

24(2012)年度に看護学科が完成年度を迎えたことにより、安定した財務基盤の確立と収

支バランスの確保に努めてきたが、経常収支差額比率は平成27(2015)年度以降悪化の一

途を辿っており、収支の抜本的な改善が喫緊の課題となっていることから、その改革に

向けた取組みとして経営改善計画（平成30年度～平成34年度）を策定し、財務の改善に

取組んできた。【資料5-4-3】【表5-1】～【表5-5】 

 

（3）5－4 の改善・向上方策（将来計画） 

大学としては、経営学部の学生確保が当面の大きな課題となっており、高大連携の強

化等学生の安定確保に向け様々な対策を継続実施する。一方、収入面の強化を図るため、

補助金等外部資金の獲得や寄付金収入の確保に努めるとともに、支出面においては、従

来からの経費縮減に向けた地道な努力や委託工事費等の見直しに加え、予算要求の仕組

みを見直し、教育の質を下げることなく如何に事業経費の削減ができるか、教職員一丸

となった取組を実施するなど、財務基盤の強化に努めている。 
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エビデンス集（データ編） 

【表5-1】 財務情報の公表（前年度実績） 

【表5-2】 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの） 

【表5-3】 事業活動収支計算書関係比率（大学単独） 

【表5-4】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの） 

【表5-5】 要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去5年間） 

エビデンス集（資料編） 

【資料5-4-1】 第1次中期計画 

【資料5-4-2】 第2次中長期計画 

【資料5-4-3】 経営改善計画 

 

5－5．会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5 の自己判定 

基準項目5－5を満たしている。 

 

（2）5－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

本学の会計処理は、「学校法人藤ノ花学園経理規程」、「学校法人藤ノ花学園経理規程

施行細則」及び「学校法人会計基準」に基づき、適正に処理されている。大学の予算に

ついては、各学科、各委員会、各部課（室）から提出された予算要求調書を庶務課が取

りまとめ、理事長・学長、事務局長等が各責任者からヒアリングを行い、予算案を取り

まとめた後、法人本部との調整を経て、理事会に諮り決定している。【資料5-5-1】【資料

5-5-2】【資料5-5-3】【資料5-5-4】【資料5-5-5】 

予算の執行にあたっては、それぞれの担当者が起案をし、所属長、総務部長、事務局

長、副学長、学長、理事長等の合議、承認を経たのち庶務課で支払い手続きを行ってい

る。なお、平成29(2017)年度からの新たな会計システムの導入に併せて、経理規程等の

見直しを行っており、迅速かつ的確で、より効率的な会計処理が図られている。 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学の会計監査は、学校法人藤ノ花学園経理規程、私立学校振興助成法及び文部省通

知に基づき、厳正に実施されている。各種の会計帳簿書類及び計算書類等については、

監査法人所属の公認会計士による監査を定期的に受けている。監事は、公認会計士とも

連携しながら、予算（案）、補正予算（案）、決算（案）、中間決算（案）についての財務

監査及び業務監査を行っている。また、監事は評議員会及び理事会に出席し、監査結果
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の報告を行っている。【資料F-11】 

 

（3）5－5 の改善・向上方策（将来計画） 

研修や過去の事例、監事や監査法人の監査結果等をふまえ、予算査定から予算執行に

至るそれぞれの段階において、常に適正な会計処理を心がける。 

また、平成28(2016)年度から、内部監査実施計画に基づき、会計処理等の内部監査を

実施しており、併せて監事への支援体制をも整備しながら、監事監査の更なる充実に向

けた取り組みに努めている。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料F-11】 決算等の計算書類（過去5年間）及び監事監査報告書 

【資料5-5-1】 学校法人藤ノ花学園経理規程 

【資料5-5-2】 学校法人藤ノ花学園経理規程施行細則 

【資料5-5-3】 学校法人藤ノ花学園支出行為取扱要綱 

【資料5-5-4】 2023年度予算編成方針 

【資料5-5-5】 2023年度予算申請の手引き 

 

［基準５の自己評価］ 

基準項目 5－1～基準項目 5－5 について、それぞれ記述してきたとおり自己判定に基づ

き、基準 5 を満たしている 

 

 

 

基準６．内部質保証 

6－1．内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1 の自己判定 

基準項目6－1を満たしている。 

 

（2）6－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

本学の自己点検・評価については、学則第56条に「教育の水準の向上を図り、本学の

目的及びその社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について、自ら点検及び

評価を行う。」と規定している。その専門委員会として、平成4(1992)年11月1日に「学

校法人藤ノ花学園自己点検・評価委員会規程」を制定し、自己点検・評価委員会を設置

した。この委員会は学園全体の委員会として位置付けられ、理事長、学長、副学長、図
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書館長、研究科長、学部長、学科長、科長、別科長、IR管理者、事務局長及び法人事務

局長並びに規程第5条に定める専門部会の部会長によって構成されている。専門部会は

教学部門（大学専門部会、短期大学部専門部会、事務局専門部会）と法人部門に分かれ

ている。【資料6-1-1】委員会は、原則として隔月の第1水曜日に開催され、「自己点検評

価書」を毎年作成し、教育及び研究、組織及び運営、施設等について現状と課題を分析

し、評価できる特色や改善方策について明らかにしている。報告書はホームぺージで公

開している。【資料6-1-2】さらに、従来の全学的な点検評価体制の基礎の上に、改めて

内部質保証の一層の強化を図るため、平成31(2019)年2月には、「学校法人藤ノ花学園内

部質保証の方針」により、学園における内部質保証の目的、体制、自己点検・評価の実

施と結果の公表、外部評価による検証の実施、教職員個人における内部質保証について

方針を明示し、同時に「学校法人藤ノ花学園内部質保証推進会議設置要綱」を定め、理

事長を議長とする「内部質保証推進会議」を設置した。2022（令和4）年度は自己点検

委員会から報告された自己点検評価書の内容や有識者による外部評価結果の報告を受

け、改善に向けた提言等を行った。【資料6-1-3】【資料6-1-4】【資料6-1-5】 

 

（3）6－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、教育と研究の質の保証について恒常的に自己点検・評価を行うための規程

を整備し、自己点検・評価委員会を組織し、教育研究成果の内部質保証を図ってきた。

学園全体の内部質保証にかかる評価・改善の役割を担う「内部質保証推進会議」では自

己点検・評価委員会が実施した点検・評価について、内部質保証の観点から提言を行い、

その提言に対する改善結果について公表することを目標としている。内部質保証推進会

議の活動を定着させ、諸課題に対する提言を改善へとつなげるPDCAサイクルの確立を

図る。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料6-1-1】 学校法人藤ノ花学園自己点検・評価委員会規程 

【資料6-1-2】 自己点検・評価／機関別認証評価／外部評価 

https://www.sozo.ac.jp/outline/evaluation 

【資料6-1-3】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証の方針 

【資料6-1-4】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証推進会議設置要綱 

【資料6-1-5】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証システム（イメージ） 2019.1.8 

 

 

6－2．内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 



豊橋創造大学 

－ 86 － 

（1）6－2 の自己判定 

基準項目6－2を満たしている。 

 

（2）6－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

本学では、「学校法人藤ノ花学園自己点検・評価委員会規程」に基づき委員会を設置

し、日本高等教育評価機構の定める大学評価基準に準拠した自己点検・評価を毎年行っ

ている。【資料6-2-1】 

自己点検・評価の作業において明らかになった課題や改善項目については、内部質保

証推進会議を始め、教学マネジメント会議、教授会、各種委員会、各部署において共有

し、次年度に向けて具体的な改善策を検討するほか、特に重点的に取り組むべき事項に

ついては、学長、副学長が4月運営幹部会、教授会において「重点事項」として明示し、

改善に向けて取り組む体制が整備されている。なお、毎年、自己点検・評価委員会にお

いて作成される『自己点検評価書』は、理事会へ報告されるとともに本学Webページに

公開されており、常時閲覧可能となっている。【資料6-2-2】 

なお、令和2(2020)年度より自己点検・評価委員会の専門部会の一つとして教学マネ

ジメント専門部会を設けたが、より効果的な運用をめざし、令和3(2021)年12月にこの

専門部会を解消し、「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部における教学マネジメン

トの基本方針」を明示すると同時に「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同教学

マネジメント会議」を設置した。本会議は学長のリーダーシップのもとで教学マネジメ

ントを確立し、大学及び短大の三つのポリシーを起点とした、「教学」に関する内部質

保証システムを構築するものである。自己点検･評価委員会及び内部質保証推進会議と

連携しながら、全学レベル、学位プログラムレベル、授業科目レベルの三層において

PDCAサイクルを効果的に回していく。【資料6-2-3】【資料6-2-4】【資料6-2-5】 

 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の実施にあたっては評価項目を分担し、それぞれの部署で調査・デー

タの収集を行い原案を作成している。また、本学の現状把握のために行う各調査等は

2013（平成25）年度に設置したIR室が担当するほか、調査を必要とする委員会及び所

管部署が調査、データの収集と分析を行い、入試改革や授業改善等に活用している。【資

料6-2-6】【資料6-2-7】 

 

（3）6－2 の改善・向上方策（将来計画） 

自己点検・評価委員会による自己点検・評価は毎年実施しており、各種調査・データ

の収集と分析、各種情報の共有、結果の公表は恒常的に行われている。今後、本学の自

己点検・評価に関する活動は、自己点検・評価委員会、内部質保証推進会議及び教学マ
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ネジメント推進会議が有機的な連携を図りながら、改善に向けたPDCAサイクルを構築

していく。なお、調査・データ収集と分析については、現状でも担当委員会や所管部署

等により十分に行われているが、IR室の機能を強化し、収集されたデータを統括し、多

面的な活用を推進する。また、学生代表や学外有識者等による点検・評価の結果も付加

し、より高い客観性を持つ自己点検評価書の作成と、結果に基づく改善を進めていく。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料6-2-1】 学校法人藤ノ花学園自己点検・評価委員会規程 

【資料6-2-2】 自己点検・評価／機関別認証評価／外部評価 

https://www.sozo.ac.jp/outline/evaluation 

【資料6-2-3】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部における教学マネジメントの

基本方針 

【資料6-2-4】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同教学マネジメント会議設

置要綱 

【資料6-2-5】 2021年度第9回運営幹部会議事録 

【資料6-2-6】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部IR室規則 

【資料6-2-7】 各種アンケート結果 

https://www.sozo.ac.jp/other/4 

 

6－3．内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体のPDCAサイクルの仕組

みの確立とその機能性 

（1）6－3 の自己判定 

基準項目6－3を満たしている。 

 

（2）6－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体のPDCAサイクルの仕組

みの確立とその機能性 

本学では、大学、学科及び研究科ごとの教育目的を明確に定め、これを実現するため

の方策として、三つのポリシーを定めている。各学科及び研究科が三つのポリシーを起

点として、毎年、自己点検・評価書作成の際に点検・評価を行い、教育の質の改善・向

上に反映している。また、自己点検・委員会による自己点検・評価結果は内部質保証推

進会議と教学マネジメント推進会議で情報共有がなされ、改善を要するものについては

学科、研究科、各種委員会、事務局関連部署等へ提言がなされ、各所管にて検討・改善

された結果が内部質保証推進会議及び自己点検・評価委員会にフィードバックされてい

る。これらの活動において特に重点的に取り組むべき事項については、年度初めの運営



豊橋創造大学 

－ 88 － 

幹部会、教授会において、学長、副学長連名で「今年度の重点項目」として明示し、実

行の依頼がなされるなど、大学全体のPDCAサイクルの仕組みが構築されている。 

また、本学では理事長・学長のリーダーシップのもと、平成25(2013)年度より本学の

目的等の達成のため、中期計画の策定に着手し、平成26(2014)年に「第1次中期計画」、

令和元(2019)年には「第2次中長期計画(Wisteria Plan2029)」を策定し、年度ごとに各

部門代表者による進捗状況等の報告と次年度に向けた取組内容等の報告会が行われ、こ

こでもPDCAサイクルが機能している。【資料6-3-1】【資料6-3-2】 

なお、平成28（2016）年度に実施された日本高等教育評価機構による認証評価におい

て、「改善を要する点」とされた経営学部経営学科の収容定員充足率の未充足について

は、速やかに入学定員、編入学定員、収容定員を減員する学則改正（2017（平成29）年

4月1日施行）を行った結果、平成30（2018）年度に策定された「経営改善計画」とそれ

に続く「第2次中長期計画」の進捗管理のもと、低迷する期間はあったものの現在は改

善されている。【資料6-3-3】 

 

（3）6－3 の改善・向上方策（将来計画） 

第2次中長期計画は、各学科、研究科の三つのポリシーを起点とし、これまでの自己

点検・評価、認証評価の結果を踏まえた改善/向上に向けた計画となっており、部門ごと

に設定された個別の計画（アクションプラン）の進捗状況の確認を行いながら確実に実

行していく。また、毎年、自己点検・評価委員会が実施している自己点検・評価につい

ては、学生の意見の聴取や外部有識者による点検・評価も積極的に行い、内部質保証推

進会議及び教学マネジメント推進会議と有機的に連携しながら、PDCAサイクルの機能

促進を図っていく。【資料6-3-4】【資料6-3-5】【資料6-3-6】 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料6-3-1】 第1次中期計画 

【資料6-3-2】 第2次中長期計画(Wisteria Plan2029) 

【資料6-3-3】 経営改善計画 

【資料6-3-4】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証推進会議設置要綱  

【資料6-3-5】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同教学マネジメント会議

設置要綱 

【資料6-3-6】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証システム（イメージ）2022.3.3改正

版 

 

［基準６の自己評価］ 

内部質保証のための組織は整備され、責任体制は明確となっている。本学の自己点検・

評価は毎年実施され、学科・研究科の三つのポリシーを起点とする教育の質の保証活動
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となっている。点検・評価活動は十分な調査・データの収集をのもとで実施されており、

そのエビデンスは自己点検・評価委員により精査されている。作成された自己点検評価

書は全教職員に公開し周知するとともに、本学Webページで公表している。 

三つのポリシーや第2次中長期計画を踏まえた点検・評価とその結果に基づく改善に

取り組んでおり、内部質保証を実質課させるためのPDCAサイクルを構築している。、 

以上のことから、基準6「内部質保証」の基準を満たしている。 

 

 

 

Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

基準A．地域社会との連携活動 

A－1 大学が持っている物的・人的資源の提供と地域社会との連携（理学療法学科） 

A-1-① 大学が持っている物的・人的資源の提供と地域社会との連携（理学療法学科） 

（1）A－1 の自己判定 

基準項目A－1を満たしている。 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

１）本学保健医療学部理学療法学科では、平成31(2019)年4月に高度リハビリテーショ

ン人材育成センターを設置し、活動を通して地域社会に貢献している。【資料A-1-1】 

1.特定研修施設との連携 

医療法人光生会、第二成田記念病院、総合青山病院、医療法人整友会の4施設と特定

研修施設の協定を結び、学生教育の向上、職員教育、研究活動の援助などを行なってい

る。 

2.特定研修施設との連携による臨床実習教育推進フォーラムの開催 

臨床実習教育推進フォーラムは、令和 4(2022)年度は 2 回の開催となった。その中で、

実習期間中における大学教員と臨床実習指導者、学生との連携深めた指導実施方法や施

設における 2 対 1 実習の展開方法、症例情報の取り扱いについてなど活発な意見交換

を行い、スタッフ教育及び学生教育の改善に寄与している。 

第 1 回臨床実習教育推進フォーラム【資料 A-1-2】 

日時：令和 4 年 12 月 6 日(火) 18 時 30 分〜20 時 00 分 

場所：保健医療学部 E 棟 4 階会議室 

第 2 回臨床実習教育推進フォーラム【資料 A-1-3】 

日時：令和 5 年 3 月 8 日(水) 18 時 30 分〜20 時 00 分 

場所：保健医療学部 E 棟 4 階会議室 

3.特定研修施設との連携公開講座の実施【資料 A-1-4】 

４つの特定研修施設との共催で、各施設年1回の公開講座を本学にて開催している。

コロナ禍での開催ではあったが、多数の市民の参加があった。 
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第1回：11月12日(土) 14:00～15:30 

「 回復期病院が伝えたい姿勢の大切さ〜美味しく食べて健康でいるために～」 

講師：第二成田記念病院 リハビリテーション科 齋藤莉々子先生 他 7名 

参加者：一般市民 42名 

第2回：11月26日(土) 14:00～15:30 

「コロナ禍の今こそフレイルについてみんなで話し合おう」 

講師：豊橋整形外科江崎病院／向山クリニック 木下由紀子先生 他 

参加者：一般市民 31名 

第3回：12月10日(土) 14:00～15:30 

「高齢者が気を付ける肺疾患とフレイル〜今、栄養に注目が〜」 

総合青山病院 肛門外科部長 柴田佳久先生（医師） 

参加者：一般市民 48名 

第4回：1月7日(土) 14:00～15:30 

「認知機能面（認知症）について」 

医療法人光生会 赤岩病院 山中健行先生 

参加者：一般市民 45名 

4.高度リハビリテーション人材育成センター特別講演会の実施 

高度リハビリテーション人材育成センターでは、2回の特別講演会をZoom Webinars

を併用して実施し、地域の市民および臨床実習施設を含む医療関係者多数が参加した。 

第 1 回研修会【資料 A-1-5】 

第 1 部：講演会  

開催日時：2022 年 9 月 10 日（土）13 時 30 分～16 時 00 分 

「今、求められるリハビリテーションの連携課題」 

講師：厚生連海南病院 理学療法士 二井俊行 先生 

第 2 部：症例検討・研究報告 

講師：総合青山病院 理学療法士 山本真由 先生 

   第二成田記念病院 理学療法士 室田一哉 先生 

第 2 回研修会【資料 A-1-6】 

開催日時：2023 年 2 月 25 日（土）17 時 20 分～19 時 30 分 

第 1 部：症例検討会  

「脳血管障害の ADL 変化~新型コロナ隔離期間含め~」  

講師:総合青山病院リハビリテーション科 名倉 雅登 先生 

第 2 部：ハンズオンセミナー  

「超音波画像診断装置で評価する トレーニングの必要性の有無と効果検証」  

講師:西九州大学リハビリテーション学部 准教授 中村 雅俊 先生 

5.研究助成【資料 A-1-7】 
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高度リハビリテーション人材育成センターでは令和4(2022)年度研究助成を実施した。

対象となった研究は以下の通りである。 

研究課題名：腰痛症を呈した外来通院患者の実態調査 

      〜日本整形外科学会腰痛評価質問票、運動療法に着目して〜 

研究代表者：整友会 鷹丘クリニック 野田敏生 （協力教員：大橋和也） 

6.臨床実習指導者講習会の開催計画【資料 A-1-8,9】 

2022年度は、2022年6月18日（土）、19日（日）、2023年2月4日（土）、5日（日）の

2回の臨床実習指導者講習会を本学教員の運営により開催した。本講習会は、理学療法

士養成のための臨床実習において、臨床実習指導者に受講が義務付けられたもので、地

域の臨床実習受け入れ施設の指導者教育に貢献することができる。ただし、本学の臨床

実習を実施している各施設において未受講者はまだ多数いるため、次年度も2回の開催

を行う予定である。 

２）豊橋市などとの連携により、以下の地域貢献を行っている。 

1. 穂の国・豊橋ハーフマラソン救護ボランティア【資料 A-1-6】 

2023年3月26日（土）10:00〜 

2.愛知県理学療法士会と共催でスポーツ障害予防教室を実施した。【資料 A-1-10】 

日時：2022年11月27日（日）9:30〜12:00 

講師：医療法人整友会 スポーツ班 

3.高大連携事業の実施 

理学療法およびリハビリテーション関連の理解を深めるため、三遠南信地域における

高校生を対象として模擬授業を行った。 

4.（株）リビングサーラとの連携【資料A-1-5】 

 （株）リビングサーラとの連携により、地域の住民や社員を対象として以下の活動を

行なった。今後も連携を深め、健康増進、福祉サービス向上のため地域へ貢献していく

予定である。 

 (1)サーラ社員向け講座 

第１回：2022年8月2日（火）13:00〜16:00 

「働くあなたの肩こり・腰痛対策」 

保健医療学部 理学療法学科 後藤勝正 教授 

第2回：2022年8月19日（金）16:00〜17:00 

「介護のための環境整備に関する基礎知識」 

保健医療学部 理学療法学科 金井 章 教授 

(2)サーラ住まいるフェア 

2022 年 9 月 3 日（土）10:00〜17:10 

「健康寿命を伸ばすための自宅でできる介護予防体操」 

保健医療学部 理学療法学科 八木幸一 教授 
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（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

1.高度リハビリテーション人材育成センターにおける活動の充実 

令和5(2023)年度も、本学理学療法科における臨床実習指導者に対する研修を、実施

する予定である。現状で、臨床実習受け入れ施設における講習会受講済みの実習指導者

はまだ不足しているのが現状であるため、2023年度も回数を2回として受講者増を図る。 

特定研修施設とは今後も継続的に連携して共同研究を実施し、理学療法研究の推進と、

研修施設スタッフの専門性の向上を図っていく。また、一般の方を対象とした公開講座、

臨床実習教育推進フォーラム、臨床実習講習会、地域の理学療法士を対象とした講演会

など、コロナの感染状況改善に応じて対面での実施を中心に開催していく。 

2.豊橋市などとの連携 

コロナ禍前の状態に戻すことを前提に、三遠南信地域との連携活動として、公開講座

や高大連携事業に引き続き積極的に取り組み、地域に貢献していく。豊橋市とは、カラ

ダ喜ぶ健康講座、豊橋港フェスティバル、穂の国・豊橋ハーフマラソン救護ボランティ

アなど可能なものについて、継続して取り組んでいく。愛知県理学療法士会とのスポー

ツ障害予防教室や高大連携事業も継続して実施することで、地域貢献を進めていく。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料A-1-1】 豊橋創造大学高度リハビリテーション人材育成センター設置規程 

【資料A-1-2】 2022年度第9回学科会議豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 

「令和4年度 第1回臨床実習教育推進フォーラム」議事録 

【資料A-1-3】 2022年度第12回学科会議豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 

【資料A-1-4】 2022年度第11回教授会地域連携・広報活動報告 

【資料A-1-5】 2022年度第7回教授会地域連携・広報活動報告 

【資料A-1-6】 2022年度第12回教授会地域連携・広報活動報告 

【資料A-1-7】 2022年度第3回理学療法士教員会議（高度リハ運営委員会）2022 年

度高度リハ人材育成センター研究助成応募報告 

【資料A-1-8】 2022年度5回理学療法士教員会議 2022年度 臨床実習指導者講習

会 実施計画 <第 1 回 > 

【資料A-1-9】 22022年度13回理学療法士教員会議 第2回 臨床実習指導者講習

会 実施計画案 

【資料A-1-10】 2022年度第9回教授会地域連携・広報活動報告 

 

A－2 大学が持っている物的・人的資源の提供と地域社会との連携（看護学科） 

A-2-① 大学が持っている物的・人的資源の提供と地域社会との連携（看護学科） 

（1）A－2 の自己判定 

基準項目A－2を満たしている。 
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（2）A－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1．看護職への研究指導 

実習病院である3病院へ本学教員が研究指導を継続している。看護師が研究に取り組

むことは、看護の質向上につながるため、地域社会への貢献となっている。 

2．実習指導に関する研修会 

実習施設看護職と、実習指導に関する研修会を開催しており、有効な関係構築の機能

である。令和4(2022)年は7月に研修会を開催した。【資料A-2-4】 

3．豊橋市などとの連携 

豊橋市などとの連携により、以下の地域貢献を行っている。【資料A-2-5】 

（1）高大連携事業の実施 

看護学に関する理解を深めるため、東三河地区の高校生を対象にWeb配信でのラーニ

ングフェスタに参加した。また高校訪問、模擬授業、ガイダンスで参加等29回実施した。 

（2）保育関係者対象の研修会実施【資料A-2-6】 

豊橋市こども未来部保育課主催の『乳幼児食物アレルギー研修会』を担当した。アド

レナリン自己注射（エピペン®）使用に関する知識や技術の普及を目的としている。 

（3）市民大学トラム 【資料A-2-7】 

  2022年度豊橋市教育委員会との連携講座「市民大学トラム」を担当した。 

 地域住民向けの講座に多くの参加者があり社会貢献の機会となった。 

（4）豊川市地域福祉活動フォローアップ研修 【資料A-2-8】 

  令和4年度第1回地域福祉活動者フォローアップ研修会の講師を担当した。 

 本学教員が学術集会長となり学術集会を開催することは、看護学の発展という社会貢

献であるとともに、有効な大学の広報の機会であった。 

 

（3）A－2 の改善・向上方策（将来計画） 

1．看護職への研究指導 

3病院への研究指導を継続するとともに、今後は「看護教育研修センター（仮称）」を

立ち上げ、地域貢献、広報効果、東三河地域の看護の質向上を目指す。 

2．実習指導に関する研修会 

研修会を継続することで、実習指導の質を担保し、社会に貢献できる看護職の育成に

努めたい。今年度は、「看護学実習で求められる性的指向と性自認の多様性を尊重する

取り組み（仮）」というテーマで、会場開催とライブ配信で実施予定である。 

3．豊橋市などとの連携 

高大連携事業では、看護職が職業選択の一助となるよう積極的に取り組みたい。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料A-2-1】 2022年度豊川市民病院研究指導 
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【資料A-2-2】 2022年度豊橋市民病院研究指導 

【資料A-2-3】 2022年度渥美病院研究指導 

【資料A-2-4】 2022年度各種委員会等総括 

【資料A-2-5】 2022年度高大連携事業の実施 

【資料A-2-6】 2022年度保育関係者対象の研修会 

【資料A-2-7】 市民大学トラム 

【資料A-2-8】 豊川市地域福祉活動者フォローアップ研修 

【資料A-2-9】 学術集会開催「第33回日本医学看護学教育学会学術集会」 

 

A－3 大学が持っている物的・人的資源の社会への提供（経営学科） 

A-3-① 大学が持っている物的・人的資源の提供と地域社会との連携（経営学科） 

（1）A－3 の自己判定 

基準項目A-3を満たしている。 

（2）A－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学経営学部経営学科では、次のような活動を通して、地域社会に貢献している。 

1．高大連携事業（模擬授業）の実施 

経営学部経営学科では、大学の講義形態を体験しながら経営系、会計系、IT系の専門

知識および技術を習得し、高校での学びの意識を高めることを目的とした高大連携事業

に注力している。 

2．地域企業連携プロジェクト活動の実施 

経営学科3年生（全員）による地域企業連携プロジェクト活動では、地域の問題解決・

活性化に関わる企画を学生が立案し、企業や行政機関などの協力を得ながら問題解決に

取り組んでいる。令和4(2022)年度は、「CoderDojo 豊橋」、「地域文化産業研究会（豊橋

LAB）プロジェクト」、「豊橋エコタウン・プロジェクト」、「SDGｓ新商品クラウドファ

ンディング・プロジェクト」、「のんほいパーク盛り上げ隊！」の5プロジェクトを実施

した【資料A-3-1】。 

3．インターンシップ実習の実施と座談会の開催 

経営学部経営学科では、大学と産業界が協力して人材を育成する産学連携教育型イン

ターンシップに従前から力を入れてきた。令和4(2022)年度はCOVID-19の感染拡大の

影響で一部インターンシップの実施期間が変更になったが、最終的には15名（3年生：

12名、2年生：3名）の学生が10事業所での就業体験に参加した。 

インターンシップ終了後には、実習参加者、経営学科 2 年生およびインターンシップ

協力企業の実習担当者が参加してインターンシップ報告会（令和 4(2022)年 10月 25日）

を実施した【資料 A-3-10】。 

また、報告会に引き続き、経営学科長および就職・インターンシップ委員、インター

ンシップ協力企業の実習担当者との座談会を実施した。当日は 8 事業所から 10 名の担
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当者の方に参加いただき、インターンシップの今後の課題や方向性について意見交換を

行った。その中で、次年度以降のインターンシップの採用選考活動への活用への現段階

での検討状況についても意見収集を行った【資料 A-3-10】。 

 

（3）A－3 の改善・向上方策（将来計画） 

1．高大連携事業（模擬授業）の拡大と充実化 

高校教育における問題発見力および解決力育成を目的とした「課題研究」に関する授

業の実施に対して、高校側からはその質の向上への支援に対する要望が増えている。 

豊橋西高校からは、データ分析の手法の説明や研究成果のプレゼンテーション法の授

業の実施、さらに研究を進展させるための指導の支援や卒業研究における連携について

依頼・打診を受けており、令和5(2023)年度は講座内容の充実および研究に関する新た

な連携について検討する。また、新城有教館高校からは、東三河地域の経営系学科とし

てビジネス系講座の依頼を受け新たな講座の実施を開始しており、令和5(2023)年度は

講座内容の充実および連携を強化・拡大を図る。 

その他、コロナ禍で中止されていた講座も順次再開されつつある状況であり、令和

5(2023)年度は様々な機会を通じて高大連携（模擬授業）先の拡大・充実化を図る。 

2．地域企業連携プロジェクトにおける地域での実践活動の拡大と質の向上 

これまでのプロジェクトの活動実績を背景に、連携先企業・行政機関等からは企画・

イベント活動に対してより多くの協力が求められている。そうした中で活動の質の向上

と指導教員の負担増が課題となっている。その解決の一策として、令和5(2023)年度は、

プロジェクト活動の全体スケジュールの見直し（中間発表、最終発表の時期を他のイベ

ントと重複しないように調整する等）を行う。また、報告会の準備やPR活動に学生の

参加を促し、様々な業務を通して社会人基礎力の向上を図るとともに、プロジェクト活

動の質の向上を図る。 

また、教員の異動に伴い、令和5(2023)年度は、東三河地域の観光資源（山岳）の魅力

を発見・発信するプロジェクトを新たに立ち上げた。 

3．インターンシップの拡大、および共同研究を通した地域企業との連携強化 

就職活動の早期化、令和4(2022)年6月の文部科学省・厚生労働省・経済産業省の三省

合意改正等を受たけインターンシップの4類型化および「インターンシップ」と称する

ための取り組み要件の定義、さらには受け入れ先企業（本学の協力企業）のインターン

シップの採用選考活動への活用など、インターンシップを取り巻く状況の大きな変化に

対応できるよう、今後の動向を注視しながら令和6(2024)年度以降のインターンシップ

の内容の精査、ならびに科目としての位置づけの再検討を進める。基本的には、将来の

キャリアを検討する機会としての就業体験への参加と専門性から適性を判断するため

の就業体験への参加の2つの機会を確保しながら、それぞれの体験内容に合わせて事前

準備・事後指導の目的・目標と内容をより明確にして実施科目を分離する方向で検討を
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進める。 

また、専門性をより高めるインターンシップの実施に向けて、プロジェクト活動や卒

業研究と関連させるような就業体験プログラムの開発を、連携可能な協力企業を絞り込

みながら検討する。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料A-3-1】 豊橋創造大学経営学部経営学科Webページ｜2022年度プロジェク

ト 

【資料A-3-2】 同上Webページ（文化庁メディア芸術祭名古屋展に出展しました

（今井ゼミプロジェクト） 

【資料A-3-3】 CoderDojo Toyohashi - ホーム | Facebook 

【資料A-3-4】 地域文化産業研究会 豊橋LAB | Twitter 

【資料A-3-5】 地域文化産業研究会 豊橋LAB | Instagram 

【資料A-3-6】 SDGｓ新商品クラウドファンディング・プロジェクト｜クラウド

ファンディングページ 

【資料A-3-7】 SDGｓ新商品クラウドファンディング・プロジェクト｜Instagram 

【資料A-3-8】 のんほいパーク盛り上げ隊！プロジェクト｜撮っておき！のんほ

いフォトアワード2022 

【資料A-3-9】 豊橋創造大学経営学部経営学科Webページ（豊橋市SDGsウィーク

「SDGsフェス＠TOYOHASHI」に経営学科のプロジェクト／ゼミ

ナールが出展しました） 

【資料A-3-10】 同上Webページ（2022年度経営学科インターンシップ報告会・座談

会を実施しました） 

 

A－4 大学が持っている物的・人的資源の社会への提供（大学院健康科学研究科） 

A-4-① 大学が持っている物的・人的資源の提供と地域社会との連携（大学院健康科学

研究科） 

（1）A－4 の自己判定 

基準項目A－4を満たしている。 

（2）A－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

平成27(2015)年12月大学院健康科学研究科健康科学専攻修士課程は、文部科学省「職

業実践力育成プログラム（BP：Brush up Program for professional）」に認定された。

「職業実践力育成プログラム（BP）」は、社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会

の拡大を目的とし、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的な

プログラムを「職業実践力育成プログラム」（BP）として文部科学大臣が認定している。 

大学院健康科学研究科では、実務家教員による授業が全体の79.4％（単位数の割合）
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を占め、授業は全て少人数教育（1学年の定員が6人）であり、ほぼすべての科目でゼミ

ナール形式を採用した双方向授業が行われているなど、社会人の職業能力の向上に必要

な実践的能力獲得に適した環境が整備されている。さらに、社会人が受講しやすい工夫

「夜間開講〈昼夜開講制〉」、「長期履修生制度」、「遠隔授業（一部科目のみ対応可）」、

「集中開講」、「パソコン貸与制度」、「研究奨励制度」が施されている。 

また、大学院健康科学研究科の教育課程の編成及び自己点検・評価において組織的に

関連分野の企業等の意見を取り入れる仕組みとして、豊橋市民病院、豊橋市保健所と共

に「豊橋創造大学大学院健康科学研究科の教育活動に関する協議会」を設置し、組織的

な改善を図る仕組みも構築されている。【資料A-4-1】 

また、大学院健康科学研究科健康科学専攻修士課程の正規課程は、文部科学省「職

業実践力育成プログラム（BP）」の認定を受けて、厚生労働省「専門実践教育訓練給

付金」の対象講座として指定を受けた（平成28(2016)年1月）。「専門実践教育訓練給付

金」の対象講座（「専門実践挙育訓練施設」）は、社会人の中長期的なキャリアアップ

を支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練プログラムを提供する施

設（講座）として指定する。つまり、大学院健康科学研究科健康科学専攻修士課程

は、社会人の中長期的なキャリアアップを図る課程と評価されている。【資料A-4-2】 

 

（3）A－4の改善・向上方策（将来計画） 

「職業実践力育成プログラム（BP）」及び「教育訓練給付金（専門実践教育訓練給付

金）」の対象講座（「専門実践教育訓練施設」）として認定を平成27(2015)年度に受けて、

平成28(2016)年4月より運用を開始した。豊橋市民病院ならびに豊橋市役所と豊橋創造

大学大学院健康科学研究科で構成される「豊橋創造大学大学院健康科学研究科の教育活

動に関する協議会」を毎年開催している。この協議会は、大学院健康科学研究科の外部

評価機関として位置付けられ、この協議会からの意見を活用して大学院健康科学研究科

の教育・研究活動の改善に努めていく。両制度の認定と制度の詳細な説明をHPにて告

知済みであるが、今後は保健医療学部卒業生や地域の関係施設・機関への周知を促すべ

く、リーフレット送付や説明会の実施などを計画している。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料A-4-1】 豊橋創造大学大学院健康科学研究科Webページ（職業実践力育成プ

ログラム (BP) ） 

【資料A-4-2】 豊橋創造大学大学院健康科学研究科Webページ（「教育訓練給付制

度」） 
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基準B．教育目標達成のための基準 

B－1 教育研究活動の質的向上を目指した特色ある取組（大学院健康科学研究科） 

B-1-① 教育研究活動の質的向上を目指した特色ある取組（大学院健康科学研究科） 

（1）B－1 の自己判定 

基準項目B－1を満たしている。 

（2）B－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

大学院健康科学研究科の教育に携わる教員の活力ある研究活動の実現及び質的向上

を図ることを目的として、「健康科学セミナー」を開催している。「健康科学セミナ

ー」は、最先端の医学・医科学・医療・福祉等に関する研究をリードする新進気鋭の

研究者並びに実践者から研究に係る最新の情報を入手すること、他大学院との交流を

活性化することを目的として定期的に開催している。本セミナーは、本研究科専任教

員（兼任教員含む）のみならず、本学教員（兼任も含む）及び大学院生を対象とする

と共に、関連施設への案内もすることで、他大学院あるいは関連施設との交流を活性

化することを目的としている。なお、令和2（2020）年3月に予定していた第15回セミ

ナー以降、COVID-19感染拡大のために延期となっている。【資料B-1-1】 

2．海外留学支援制度 

大学院健康科学研究科の教育課程のさらなる充実と、専任教員の研究活動を支援

し、かつ大学院生の海外留学先を開拓するために、大学院健康科学研究科の専任教員1

人を対象とした「海外短期留学」を支援する制度を平成24(2012)年度に制定した。平

成30(2019)年3月までに5回実施されている。なお本制度は、令和元（2019）年度より

大学院健康科学研究科の競争的研究資金（豊橋創造大学大学院懸鼓お科学研究科先端

研究助成）に統合されている。【資料B-1-2】 

 

（3）B－1の改善・向上方策（将来計画） 

健康科学セミナーは今後も継続して実施し、最先端の研究に教員や大学院生が触れ

る機会を提供していく予定である。これまで、在学中に海外留学を希望する大学院生

はなく、大学院生の海外留学（海外での学会発表を除く）も実施された実績はない。

しかし、健康科学研究領域のグローバル化は進んでいることから、独立した制度とし

て海外留学支援制度を再度復活させて、海外留学を希望する大学院生の海外留学先の

開拓や海外の研究機関等と共同研究実施へ向けて努めていくべきと考えている。 

 

エビデンス集（資料編） 

【資料B-1-1】 大学院健康科学研究科健康科学セミナー開催概要（令和5(2023年5

月現在） 

【資料B-1-2】 大学院健康科学研究科海外留学支援制度の利用実績令和5(2023)年

5月現在） 
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Ⅵ．法令等の遵守状況一覧 

学校教育法 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 83 条 ○ 本学の目的は学則第 1 条に定めている。 1-1 

第 85 条 ○ 本学の学部は学則第 2 条に定めている。 1-2 

第 87 条 ○ 本学の修業年限は学則第 4 条に定めている。 3-1 

第 88 条 ○ 
学則第 13 条及び「豊橋創造大学単位認定に関する規程」に入学前

の既取得単位等の認定に関して明示している。 
3-1 

第 89 条 － 該当なし。在学期間 4 年未満の卒業を認めていない。 3-1 

第 90 条 〇 入学資格は学則第 15 条に規定し、学生募集要項に明示している。 2-1 

第 92 条 ○ 
教職員組織については学則第 39 条、第 39 条の 2、及び第 40 条に

定めている。 

3-2 

4-1 

4-2 

第 93 条 ○ 教授会については学則第 41 条～第 45 条に定めている。 4-1 

第 104 条 ○ 
学位の授与については学則第 31 条、並びに「豊橋創造大学学位規

程」に明示している。 
3-1 

第 105 条 ○ 
本学の学生以外の者を対象とした特別の課程については「豊橋創

造大学履修証明プログラムに関する規程」に明示している。 
3-1 

第 108 条 － 
該当なし。本学は短期大学を設置していないが、同一法人が豊橋創

造大学短期大学部を設置している。 
2-1 

第 109 条 ○ 
点検・評価の実施については、学則第 56 条に明示し、自ら点検及

び評価を実施している。 
6-2 

第 113 条 ○ 
本学の教育研究活動については、本学 Web ページにおいて公表し

ている。 
3-2 

第 114 条 ○ 大学学則第 39 条及び第 39 条の 2 に規定し業務に従事している。 
4-1 

4-3 

第 122 条 ○ 
学則第 28 条に編入学等による入学について明示し、編入学試験は

経営学部経営学科にて実施している。 
2-1 

第 132 条 ○ 
学則第 28 条に編入学等による入学について明示し、編入学試験は

経営学部経営学科にて実施している。 
2-1 

 

学校教育法施行規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 4 条 ○ 

学則記載事項について、修業年限（学則第 4 条）、学年（第 5 条）、

学期（第 6 条）、休業日（第 8 条）、部科及び課程の組織（第 2 条、

第 2 条の 2）、教育課程（第 9 条）、授業日時数（第 7 条）、学習の

評価（第 11 条）、課程修了の認定（第 30 条）、収容定員（第 3 条）、

3-1 

3-2 



豊橋創造大学 

－ 100 － 

職員組織（第 39 条、第 39 条の 2）、入学（第 14 条～第 19 条）、

退学（第 26 条）、転学（第 28 条）、休学（第 21 条～第 24 条）、卒

業（第 30 条、第 31 条）、授業料、入学料その他の費用徴収（第 34

条～第 38 条）、賞罰（第 32 条、第 33 条）について明示し遵守し

ている。寄宿舎に関しては該当なし。。 

第 24 条 ○ 
学生の学籍、成績、健康状況については「学籍原簿」「成績原簿」

「健康診断個人結果票」により保存・管理している。 
3-2 

第 26 条 

第 5 項 
○ 

学生の懲戒については、学則第 33 条及び「豊橋創造大学学生懲戒

規程」に定め、実施している。 
4-1 

第 28 条 ○ 
大学に備えるべき表簿は「豊橋創造大学文書保存規程」に基づき保

管している。 
3-2 

第 143 条 ○ 
本学では代議員会等として運営幹部会を置き、学則第 41 条～第 45

条及び「豊橋創造大学運営組織規程」に定めている。 
4-1 

第 146 条 ○ 

科目等履修生の修業年限の通算について、修得に要した期間は認

めていないが、修得済単位数の認定については「豊橋創造大学単位

認定に関する規程」に則り行っている。 

3-1 

第 147 条 － 該当なし。 3-1 

第 148 条 － 該当なし。 3-1 

第 149 条 － 該当なし。 3-1 

第 150 条 ○ 入学資格については、学則第 15 条に定め、実施している。 2-1 

第 151 条 － 
該当なし。学校教育法第 90 条第 2 項による入学は実施していな

い。 
2-1 

第 152 条 
－ 該当なし。学校教育法第 90 条第 2 項による入学は実施していな

い。 
2-1 

第 153 条 
－ 該当なし。学校教育法第 90 条第 2 項による入学は実施していな

い。 
2-1 

第 154 条 
－ 該当なし。学校教育法第 90 条第 2 項による入学は実施していな

い。 
2-1 

第 161 条 ○ 
学則第 28 条に編入学等による入学について明示し、編入学試験は

経営学部経営学科にて実施している。 
2-1 

第 162 条 ○ 
学則第 28 条に編入学等による入学について明示し、編入学試験は

経営学部経営学科にて実施している。 
2-1 

第 163 条 ○ 学則第 5 条に定め、実施している。 3-2 

第 163 条の 2 ○ 
学則第 11 条、各学科履修規程において認定した単位について、成

績証明書を交付している。 
3-1 

第 164 条 ○ 
「豊橋創造大学履修証明プログラムに関する規程」において明示

している。 
3-1 

第 165 条の 2 ○ 
大学及び大学院において、大学、研究科、学科ごとにディプロマ・

ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーを

1-2 

2-1 
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定め、三つのポリシーとして明示し、本学 Web ページ及び履修案

内に明示している。 

3-1 

3-2 

6-3 

第 166 条 ○ 
点検・評価については、学則第 56 条及び「学校法人藤ノ花学園自

己点検・評価委員会規程」の定めに基づき実施している。 
6-2 

第 172 条の 2 ○ 
本条項に規定された項目に基づき、、本学 Web ページにおいて教

育研究活動等の状況を公表している。 

1-2 

2-1 

3-1 

3-2 

5-1 

第 173 条 ○ 
課程を終了した者に対する学位については学則第 31 条並びに「豊

橋創造大学学位規程」に基づき授与している。 
3-1 

第 178 条 〇 
学則第 28 条に編入学等による入学について明示し、編入学試験は

経営学部経営学科にて実施している。 
2-1 

第 186 条 〇 
学則第 28 条に編入学等による入学について明示し、編入学試験は

経営学部経営学科にて実施している。 
2-1 

 

大学設置基準 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条 ○ 法令の遵守はもとより、水準の向上に努めている。 
6-2 

6-3 

第 2 条 ○ 各学科の教育研究上の目的は学則第 3 条 2 に定めている。 
1-1 

1-2 

第 2 条の 2 ○ 
大学入学試験委員会及び入試センターを中心に、公平かつ適切に

入学者選抜を実施している。 
2-1 

第 3 条 ○ 教育研究の必要に応じ、経営学部と保健医療学部を設置している。 1-2 

第 4 条 ○ 
学則第 2 条 2 の通り、経営学部には経営学科、保健医療学部には

理学療法学科と看護学科を設置している。 
1-2 

第 5 条 － 該当なし 1-2 

第 6 条 － 該当なし。学部以外の基本組織を設置していない。 

1-2 

3-2 

4-2 

第 7 条 ○ 教育研究実施組織は、大学設置基準に基づき、編成されている。 

2-2 

2-3 

2-4 

3-2 

4-1 

4-2 
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4-3 

第 8 条 ○ 

授業科目の担当教員の取扱いは、経過措置として旧設置基準によ

り運営しており、その内容により適切に担当教員を配置し開講し

ている。 

3-2 

4-2 

第 9 条 ○ 
教育研究上必要があり、授業を担当しない教員（学長）を置いてい

る。 

3-2 

4-2 

第 10 条 

(旧第 13 条) 
× 

教員数については、経過措置として、旧設置基準により運営してい

る。なお、年度末に急遽教員が退職し、5 月 1 日現在、経営学科の

教員数が 1 名、大学全体では教授数が 1 名欠員状態にあるため、

募集していく。 

3-2 

4-2 

第 11 条 ○ 
大学合同 FD 委員会規程及び大学合同 SD 委員会規程により研修

の機会を設けている。 

3-2 

3-3 

4-2 

4-3 

第 12 条 ○ 

学長は「豊橋創造大学学長選考規程」に則り、人格が高潔で、学識

が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる人物を選

定している。 

4-1 

 

第 13 条 ○ 
大学設置基準に準拠した「豊橋創造大学教員資格基準Ⅰ教授の資

格」を定め、有資格者を教授として昇任または採用している。 

3-2 

4-2 

第 14 条 ○ 
大学設置基準に準拠した「豊橋創造大学教員資格基準Ⅱ准教授の

資格」を定め、有資格者を准教授として昇任または採用している。 

3-2 

4-2 

第 15 条 ○ 
大学設置基準に準拠した「豊橋創造大学教員資格基準Ⅲ講師の資

格」を定め、有資格者を講師として昇任または採用している。 

3-2 

4-2 

第 16 条 ○ 
大学設置基準に準拠した「豊橋創造大学教員資格基準Ⅳ助教の資

格」を定め、有資格者を助教として昇任または採用している。 

3-2 

4-2 

第 17 条 ○ 
大学設置基準に準拠した「豊橋創造大学教員資格基準Ⅴ助手の資

格」を定め、有資格者を助手として採用している。 

3-2 

4-2 

第 18 条 ○ 収容定員は学則第 3 条に規定し、遵守している。 2-1 

第 19 条 ○ 
教育課程は本学のカリキュラム・ポリシーに基づき適切に編成し

ている。 
3-2 

第 19 条の 2 － 該当なし。連携開設科目を開設していない。 3-2 

第 20 条 ○ 

教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目、及び、自由科目に

分け各年次に配当し、学則第 9 条別表 1-1～1-3 において明示して

いる。（ただし、※経営学科には自由科目なし、現状は必修、選必、

選択、の分類で実施している。） 

3-2 

第 21 条 ○ 
各授業の単位数は学則第 9 条別表 1-1～1-3 において明示してい

る。また、学則第 9 条 3 項において単位の計算方法を示している。 
3-1 

第 22 条 ○ 
学則第 7 条において年間の授業日数が 35 週にわたることを明示

している。 
3-2 
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第 23 条 ○ 

学則第 9 条 3 項に定める単位の基準を満たすため、学則第 6 条に

定める通り、1 学年を春学期、秋学期に区分し、それぞれの授業時

間を 15 週単位として履修案内及び学年暦に明示している。 

3-2 

第 24 条 ○ 
授業を行う学生数については、教育効果、教室の収容人数などを考

慮した適切な人数としている。 
2-5 

第 25 条 ○ 
豊橋創造大学履修案内（シラバス）において、各授業の実施方法を

明示している。 

2-2 

3-2 

第 25 条の 2 ○ 
豊橋創造大学履修案内（シラバス）において、各授業の授業計画及

び成績評価の基準を明示している。 
3-1 

第 26 条 － 該当なし。昼夜開講制を取っていない。 3-2 

第 27 条 ○ 
単位の授与については、学則第 9 条 2 項及び第 9 条 3 項において

明示している。 

3-1 

第 27 条の 2 ○ 

「豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程」「豊橋創造大学保

健医療学部理学療法学科履修規程」「豊橋創造大学経営学部経営学

科履修規程」及び各学科履修案内（シラバス）において 1 年間あ

るいは学期において履修できる単位数の上限を明示している。 

3-2 

第 27 条の 3 － 該当なし。他大学と連携する授業科目は開設していない。 3-1 

第 28 条 ○ 
学則第 12 条及び「豊橋創造大学単位認定に関する規程」第 5 条、

第 5 条 2 項、第 5 条 3 項において明示している。 

3-1 

第 29 条 ○ 

大学設置基準に基づき、学則第 12 条及び「豊橋創造大学単位認定

に関する規程」第 5 条、第 5 条 2 項、第 5 条 3 項の規定に準じて

個別に審査し、単位を認定する。 

3-1 

第 30 条 ○ 
学則第 13 条及び「豊橋創造大学単位認定に関する規程」において、

入学前の既取得単位等の認定に関して明示している。 

3-1 

第 30 条の 2 － 該当なし。長期履修制度を設けていない。 3-2 

第 31 条 ○ 
学則第 48 条、49 条及び「豊橋創造大学科目等履修生規程」に明

示している 

3-1 

3-2 

第 32 条 ○ 学則第 30 条に明示している。 3-1 

第 33 条 － 該当なし。該当する学部等を設置していない。 3-1 

第 34 条 ○ 
本学校地は、教育に相応しい環境を持ち、学生が休息に利用するに

適当な空き地を備えている。 

2-5 

第 35 条 ○ 
運動場として第 1 グランド、第２グランドを有しており、その他

体育文化ホール２F アリーナを設置している。 

2-5 

第 36 条 ○ 校舎等について、当該 36 条に掲げる専用施設を全て備えている。 2-5 

第 37 条 ○ 校地について、当該 37 条に掲げる面積を超している。 2-5 

第 37 条の 2 ○ 校舎について、当該 37 条の 2 に掲げる面積を超している。 2-5 

第 38 条 ○ 教育研究に要する備えるべき資料、人員等全て備えている。 2-5 

第 39 条 － 該当なし。該当する学部を設置していない。 2-5 

第 39 条の 2 － 該当なし。該当する学部を設置していない。 2-5 
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第 40 条 ○ 
機械、器具について、学生利用可能パソコンを備え、インターネッ

トや学内ネットワーク、実験機器を備えている。 

2-5 

第 40 条の 2 － 該当なし。ニ以上の校地はない。 2-5 

第 40 条の 3 ○ 
毎年度、必要な教育研究費を予算化し、教育研究に相応しい提供の

準備に努めている。 

2-5 

4-4 

第 40 条の 4 ○ 大学等の名称は建学の精神、目的を現した明確な名称である。 1-1 

第 41 条 ○ 該当なし 学部等連携課程を有していない 3-2 

第 42 条 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 1-2 

第 42 条の 2 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 2-1 

第 43 条の 3 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 4-2 

第 42 条の 4 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 3-2 

第 42 条の 5 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 4-1 

第 42 条の 6 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 3-2 

第 42 条の 7 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 2-5 

第 42 条の 8 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 3-1 

第 42 条の 9 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 3-1 

第 42 条の 10 － 該当なし。専門職学科を設置していない。 2-5 

第 43 条 － 該当なし。共同教育課程を設置していない。 3-2 

第 44 条 － 該当なし。共同教育課程を設置していない。 3-1 

第 45 条 － 該当なし。共同教育課程を設置していない。 3-1 

第 46 条 － 該当なし。共同教育課程を設置していない。 
3-2 

4-2 

第 47 条 － 該当なし。共同教育課程を設置していない。 2-5 

第 48 条 － 該当なし。共同教育課程を設置していない。 2-5 

第 49 条 － 該当なし。共同教育課程を設置していない。 2-5 

第 49 条の 2 － 該当なし。工学に関する学部を設置していない。 3-2 

第 49 条の 3 － 該当なし。工学に関する学部を設置していない。 4-2 

第 49 条の 4 － 該当なし。工学に関する学部を設置していない。 4-2 

第 58 条 － 該当なし。外国に学部・学科その他の組織を設置していない。 1-2 

第 59 条 － 該当なし。学校教育法 103 条に定める大学院を設置していない 2-5 

第 61 条 － 該当なし。新たな大学等を設置していない。 

2-5 

3-2 

4-2 

 

学位規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 2 条 ○ 
学士の授与について、学則第 30 条第 2 項、学則第 31 条及び「豊

橋創造大学学位規程」で明示している 
3-1 
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第 10 条 ○ 
学位の専攻分野の名称について、「豊橋創造大学学位規程」で明示

している。 
3-1 

第 10 条の 2 － 該当なし。共同教育課程を設置していない。 3-1 

第 13 条 ○ 学位規程について、「豊橋創造大学学位規程」で明示している。 3-1 

 

私立学校法 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 24 条 ○ 
豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部・豊橋創造大学大学院ガバ

ナンス・コードを設け、定期的に遵守状況を確認している。 
5-1 

第 26 条の 2 ○ 
本法人は、私立学校法を遵守し、理事、監事、評議員、職員、その

他の関係者に対し特別の利益供与を行っていない。 
5-1 

第 33 条の 2 ○ 
寄付行為を大学及び高等学校の事務所に備え置き、閲覧に対応可能

としているほか、本学 Web ページで公表している。 
5-1 

第 35 条 ○ 
役員については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 5 条及び第 7 条

に明記し、配置している。 

5-2 

5-3 

第 35 条の 2 ○ 
学校法人と役員の関係については、私立学校法が定める委任に関す

る規定に従っている。 

5-2 

5-3 

第 36 条 ○ 
理事会については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 15 条に明記し、

設置している。 
5-2 

第 37 条 ○ 
役員の職務については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 11 条、第

13 条、第 14 条に明記し、遵守している。 

5-2 

5-3 

第 38 条 ○ 

役員の選任については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 6 条及び

第 7 条に明記し、遵守している。なお、これら役員の選任には、学

外者を加えるよう留意するとともに、配偶者または三親等以内の親

族、学校教育法第 9 条に抵触する役員を含めないよう留意し、私学

法第 38 条を遵守している。 

5-2 

第 39 条 ○ 
役員の兼職禁止については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 7 条

に明記し、遵守している。 
5-2 

第 40 条 ○ 
役員の補充については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 9 条に明

記し、遵守している。 
5-2 

第 41 条 ○ 

評議員会については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 18 条及び第

21 条に明記し、遵守している。なお、私立学校法第 44 条の 5 にお

いて読み替えて準用する一般社団・財団法人法第 113 条第 1 項賠

償の責任を負う額の評議員会の議決は、その議事の議決に加わるこ

とができる評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって決するこ

ととしている。 

5-3 

第 42 条 ○ 
評議員会にあらかじめ意見を聴かねばならない事項について、学校

法人藤ノ花学園寄附行為第 20 条に明記し、遵守している。 
5-3 
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第 43 条 ○ 
評議員会の意見具申等については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第

21 条に明記し、遵守している。 
5-3 

第 44 条 ○ 
評議員の選任については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 22 条に

明記し、遵守している。 
5-3 

第 44 条の 2 ○ 
役員は、私立学校法が定めるところにより、学校法人に対して損害

賠償責任があることを理解し、適正に対処している。 

5-2 

5-3 

第 44 条の 3 ○ 
役員は、私立学校法が定めるところにより、第三者に対して損害賠

償責任があることを理解し、適正に対処している。 

5-2 

5-3 

第 44 条の 4 ○ 
役員は、私立学校法が定めるところにより、連帯責務者となる場合

があることを理解し、適正に対処している。 

5-2 

5-3 

第 44 条の 5 ○ 

一般社団・財団法人法の規定の準用については、同法第 112 条から

第 116 条までの規定は私立学校法第 44 条の 2 第 1 項の責任につい

て、一般社団・財団法人法第二章第三節第九款の規定は学校法人に

ついて、それぞれ準用することとしている。 

5-2 

5-3 

第 45 条 ○ 
寄附行為の変更については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 42 条

に明記し、認可・届出の手続きをしている。 
5-1 

第 45 条の 2 ○ 
予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画については、学

校法人藤ノ花学園寄附行為第 31 条に明記し、作成している。 

1-2 

5-4 

6-3 

第 46 条 ○ 
決算及び事業の実績については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第

33 条に明記し、評議員会に報告のうえ、意見を求めている。 
5-3 

第 47 条 ○ 
財産目録等については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 34 条に明

記し、備付及び閲覧に供している。 
5-1 

第 48 条 ○ 

役員に対する報酬については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 36

条及び、学校法人藤ノ花学園役員及び評議員の報酬等に関する規程

に明記し、遵守している。 

5-2 

5-3 

第 49 条 ○ 

会計年度については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 38 条に明記

し、遵守している。本法人の会計年度は 4 月 1 日に始まり翌年 3 月

31 日に終わる。 

5-1 

第 63 条の 2 ○ 
情報の公表については、学校法人藤ノ花学園寄附行為第 35 条に明

記し、遵守している。本学 Web ページにて公開している。 
5-1 

 

学校教育法（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 99 条 〇 本学大学院の目的は大学院学則第 2 条に定めている。 1-1 

第 100 条 〇 本学大学院の研究科は大学院学則第 6 条に明示している。 1-2 

第 102 条 〇 本学大学院の入学資格は大学院学則第 25 条に明示している。 2-1 
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学校教育法施行規則（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 155 条 ○ 
大学院学則第 25 条で明確に規定し、「大学院学生募集要項」で明

示している。 
2-1 

第 156 条 － 該当なし。 2-1 

第 157 条 ○ 
大学院学則第 25 条で明確に規定し、「大学院学生募集要項」で明

示している。 

2-1 

第 158 条 － 
該当なし。学校教育法第 102 条第 2 項による入学者を受け入れて

いない。 

2-1 

第 159 条 － 
該当なし。学校教育法第 102 条第 2 項による入学者を受け入れて

いない。 

2-1 

第 160 条 － 
該当なし。学校教育法第 102 条第 2 項による入学者を受け入れて

いない。 

2-1 

 

大学院設置基準 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条 ○ 法令の遵守はもとより、水準の向上に努めている。 
6-2 

6-3 

第 1 条の 2 ○ 教育研究上の目的は大学院学則第 2 条に明示している。 
1-1 

1-2 

第 1 条の 3 ○ 
大学入学試験委員会及び入試センターを中心に、公平かつ適切な

入学者選抜を実施している。 
2-1 

第 2 条 ○ 大学院学則第 3 条の規定の通り、修士課程を置いている。 1-2 

第 2 条の 2 － 該当なし。専ら夜間において教育を行う課程はない。 1-2 

第 3 条 ○ 修士課程について大学院学則第 3 条に定めている。 1-2 

第 4 条 － 該当なし。博士課程は設置していない。 1-2 

第 5 条 ○ 本大学院の研究科は大学院学則第 2 条及び第 6 条に定めている。。 1-2 

第 6 条 ○ 本大学院の専攻は大学院学則第 6 条に定めている。。 1-2 

第 7 条 ○ 
本大学院研究科の専任教員は基本的に全員学部にも所属し、適切

な連携をもって運営している。 

1-2 

第 7 条の 2 － 
該当なし。複数の大学が協力して教育研究を行う研究科を設置し

ていない。 

1-2 

3-2 

4-2 

第 7 条の 3 － 
該当なし。研究科以外の教育研究上の基本となる組織を設置して

いない。 

1-2 

3-2 

4-2 

第 8 条 ○ 大学院は、教育研究上の目的を達成するため、その資格を大学院学 2-2 
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則第 12 条で規定するとともに、教育研究組織の規模並びに授与す

る学位の種類及び分野に応じた必要な教員数を配置している。ま

た、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織

的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になる

ように教員組織を適切に編成している。 

2-3 

2-4 

3-2 

4-1 

4-2 

4-3 

第 9 条 ○ 

大学院は、教育研究上の目的を達成するため、その資格を大学院学

則第 12 条で規定するとともに、教育研究組織の規模並びに授与す

る学位の種類及び分野に応じた必要な教員数を配置している。 

3-2 

4-2 

第 9 条の 3  

大学院の教員は、基礎とする学部の教員が兼務していることから、

全学としての合同 FD 活動に参加している。また、大学院独自の

取り組みとして、「健康科学セミナー」を年 2 回を目途に開催して

いる。（「健康科学セミナー」は、最先端の医学・医科学・医療・福

祉等に関する研究をリードする新進気鋭の研究者ならびに実践者

から研究に係る最新の情報を入手するとともに、他大学院との交

流を活性化することを目的として、定期的に開催している。） 

3-2 

3-3 

4-2 

4-3 

第 10 条 ○ 大学院学則第 7 条で明確に定めている。 2-1 

第 11 条 ○ 大学院学則第 16 条、第 17 条で明確に定めている。 3-2 

第 12 条 ○ 大学院学則第 15 条で明確に定めている。 
2-2 

3-2 

第 13 条 ○ 

大学院学則第 15 条並びに「履修案内」 

Ⅰ．大学院設立の趣旨・内容・特徴・期待する成果など 

Ⅱ．教育課程の編成の考え方と特色 

Ⅲ．授業科目及び履修方法       で明示している。 

2-2 

3-2 

第 14 条 ○ 
本大学院は夜間又はその他特定の時間に授業又は研究指導を行っ

ている。 

3-2 

第 14 条の 2 ○ 
毎年「履修案内」にて 1 年間の授業計画並びに研究指導計画、及

び学位論文審査基準を明示している。 

3-1 

第 15 条 ○ 

大学院学則第 17 条、第 20 条、第 37 条、第 38 条、第 39 条、第

41 条、「豊橋創造大学大学院長期履修生に関する規程」「豊橋創造

大学大学院単位認定に関する規程」「豊橋創造大学科目等履修生規

程」に明確に定めている。 

2-2 

2-5 

3-1 

3-2 

第 16 条 ○ 大学院学則第 21 条で明確に定めている。 3-1 

第 17 条 － 該当なし。博士課程前期の課程を設置していない。 3-1 

第 19 条 ○ 
大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室

等は、適切に備えている。 

2-5 

第 20 条 ○ 大学院の教育研究に必要な機械・器具等は適切に備えている。 2-5 

第 21 条 ○ 
大学院の教育研究に必要な図書、学術雑誌、視聴覚資料等、適切か

つ系統的に備えている。 

2-5 
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第 22 条 ○ 
大学院の教育研究のために、学部の教育研究に支障がでない範囲

で、施設・設備等を学部と共用で使用している。 

2-5 

第 22 条の 2 － 該当なし。 2-5 

第 22 条の 3 ○ 
大学院の教育研究の目的を達成するために、毎年度、大学院関連予

算を予算化している。 

2-5 

4-4 

第 22 条の 4 ○ 
研究科及び専攻の名称は、教育研究上の目的にふさわしい名称で

ある。 
1-1 

第 23 条 － 該当なし。独立大学院を設置していない。 
1-1 

1-2 

第 24 条 － 該当なし。独立大学院を設置していない。 2-5 

第 25 条 － 該当なし。通信教育を行う課程を設置していない。 3-2 

第 26 条 － 該当なし。通信教育を行う課程を設置していない。 3-2 

第 27 条 － 該当なし。通信教育を行う課程を設置していない。 
3-2 

4-2 

第 28 条 － 該当なし。通信教育を行う課程を設置していない。 

2-2 

3-1 

3-2 

第 29 条 － 該当なし。通信教育を行う課程を設置していない。 2-5 

第 30 条 － 該当なし。通信教育を行う課程を設置していない。 
2-2 

3-2 

第 30 条の 2 － 該当なし。研究科等連携課程を設置していない。 3-2 

第 31 条 － 該当なし。共同教育課程を編成する専攻を設置していない。 3-2 

第 32 条 － 該当なし。共同教育課程を編成する専攻を設置していない。 3-1 

第 33 条 － 該当なし。共同教育課程を編成する専攻を設置していない。 3-1 

第 34 条 － 該当なし。共同教育課程を編成する専攻を設置していない。 2-5 

第 34 条の 2 － 該当なし。工業を専攻する研究科を設置していない。 3-2 

第 34 条の 3 － 該当なし。工業を専攻する研究科を設置していない。 4-2 

第 42 条 － 該当なし。博士課程を設置していない。 2-3 

第 43 条 ○ 

研究科パンフレットや研究科 Website で修学支援制度を明示して

いる。厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」の対象講座として指

定を受けていることをパンフレットや研究科 Website で明示して

いる。 

2-4 

第 45 条 － 該当なし。外国に研究科、専攻その他の組織を設置していない。 1-2 

第 46 条 － 該当なし。新たな大学院等の設置はしていない。 
2-5 

4-2 
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専門職大学院設置基準 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条   6-2、6-3 

第 2 条   1-2 

第 3 条   3-1 

第 4 条   3-2、4-2 

第 5 条   3-2、4-2 

第 5 条の 2   
3-2、3-3 

4-2 

第 6 条   3-2 

第 6 条の 2   3-2 

第 6 条の 3   3-2 

第 7 条   2-5 

第 8 条   2-2、3-2 

第 9 条   2-2、3-2 

第 10 条   3-1 

第 11 条   3-2 

第 12 条   3-1 

第 13 条   3-1 

第 14 条   3-1 

第 15 条   3-1 

第 16 条   3-1 

第 17 条   

1-2、2-2 

2-5、3-2 

4-2、4-3 

第 18 条   
1-2、3-1 

3-2 

第 19 条   2-1 

第 20 条   2-1 

第 21 条   3-1 

第 22 条   3-1 

第 23 条   3-1 

第 24 条   3-1 

第 25 条   3-1 

第 26 条   
1-2、3-1 

3-2 

第 27 条   3-1 

第 28 条   3-1 
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第 29 条   3-1 

第 30 条   3-1 

第 31 条   3-2 

第 32 条   3-2 

第 33 条   3-1 

第 34 条   3-1 

第 42 条   6-2、6-3 

 

学位規則（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 3 条 ○ 大学院学則第 22 条、23 条及び「学位規程」で明確に定めている。 3-1 

第 4 条 － 該当なし。博士課程を設置していない。 3-1 

第 5 条 ○ 学位規程第 8 条に明示している。 3-1 

第 12 条 － 該当なし。 3-1 

 

大学通信教育設置基準 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条   6-2、6-3 

第 2 条   3-2 

第 3 条   2-2、3-2 

第 4 条   3-2 

第 5 条   3-1 

第 6 条   3-1 

第 7 条   3-1 

第 8 条   3-2、4-2 

第 9 条   2-5 

第 10 条   2-5 

第 11 条   2-2、3-2 

第 12 条   2-2、3-2 

第 13 条   6-2、6-3 

※「遵守状況」の欄に、法令等の遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当なし。場合は「―」で記載するこ

と。 

※「遵守状況の説明」は簡潔に記載すること。 

※大学院等を設置していないなど、組織自体がない場合は、法令名の横に「該当なし」と記載すること。 
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状況（開催日、開催回数、出席状況など）がわかる資料 

学校法人藤ノ花学園役員等一覧表 

理事会・評議員会開催状況 

【資料 F-10-1】 

【資料 F-10-2】 

【資料 F-11】 

決算等の計算書類（過去 5 年間）及び監事監査報告書（過去 5 年間） 

学校法人藤ノ花学園決算書類及び監事監査報告書 

（平成 30 年度～令和 4 年度） 
 

【資料 F-12】 
履修要項、シラバス（電子データ） 

履修要覧・シラバス 2023  

【資料 F-13】 
三つのポリシー一覧（策定単位ごと） 

三つのポリシー（教育方針）一覧  

【資料 F-14】 
設置計画履行状況等調査結果への対応状況（直近のもの） 

該当なし(前回の認証評価以降該当なし)  

【資料 F-15】 
認証評価で指摘された事項への対応状況（直近のもの） 

認証評価結果に対する改善報告書（平成 29 年 7 月 27 日）  

 

基準 1．使命・目的等 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

1-1．使命・目的及び教育目的の設定 

【資料 1-1-1】 履修案内・シラバス 建学の精神・教育目標のページ  

【資料 1-1-2】 各学科の設置認可申請書「大学等の設置の趣旨を記載した書

類」写し 
 

1-2．使命・目的及び教育目的の反映 

【資料 1-2-1】 令和 1(2019)年 8 月教授会資料「WISTERIA PLAN 2029『l 基

本方針・アクションプラン』の策定について（依頼）」 
 

【資料 1-2-2】 豊橋創造大学Webページ（大学概要） 

https://www.sozo.ac.jp/outline 

 

【資料 1-2-3】 第2次中長期計画(WISTERIA PLAN2029) 

（令和 2 年 4 月～令和 12 年 3 月） 

 

【資料 1-2-4】 各学科カリキュラムマップ  
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基準 2．学生 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 2024 年度入試ガイド 【資料 F-4-3】と同じ 

【資料 2-1-2】 2023 年度学生募集要項（大学） 【資料 F-4-1】と同じ 

【資料 2-1-3】 2023 年度特別入試学生募集要項（大学院） 【資料 F-4-2】と同じ 

【資料 2-1-4】 豊橋創造大学入学試験委員会規程  

2-2．学修支援 

【資料 2-2-1】 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科履修規程  

【資料 2-2-2】 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科履修規程細則  

【資料 2-2-3】 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 GPA 制度に関する取

扱要領 
 

【資料 2-2-4】 UNIVERSAL PASSPORT 保護者アカウント最終ログイン状

況集計（2022 年度第 5 回教授会資料） 
 

【資料 2-2-5】 国家試験対策年間スケジュール（2023 年度 4 年生）  

【資料 2-2-6】 理学療法学科履修案内 

授業科目の紹介（理学療法セミナーⅠ・Ⅱ） 
【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-7】 豊橋創造大学聴講生規程  

【資料 2-2-8】 2023年度入学生用『入学準備学習』概要について 

（2022 年度第 7 回教授会資料） 
 

【資料 2-2-9】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 2023 年度各種委員会活動

計画 

 

【資料 2-2-10】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 2022 年度各種委員会等総

括. 

 

【資料 2-2-11】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 履修案内・シラバス 【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-12】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 2023 年度入学準備学習ご

案内. 

 

【資料 2-2-13】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 2023 年度入学準備学習ご

利用手引き 

 

【資料 2-2-14】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 2023 年度入学準備学習課

題配信講座一覧 

 

【資料 2-2-15】 看護学科 2023 年度入学予定者「入学前講座」実施報告  

【資料 2-2-16】 看護学科 2023 年度新入生保護者会、春学期ガイダンススケジ

ュール 

 

【資料 2-2-17】 2022 年度 実習指導に関する研修会 総括（学科会議資料）  

【資料 2-2-18】 国家試験支援委員会から、教員の皆様へのお願い（学会会議資

料） 

 

【資料 2-2-19】 豊橋創造大学経営学部経営学科履修規程  

【資料 2-2-20】 豊橋創造大学経営学部経営学科履修規程細則  

【資料 2-2-21】 履修案内経営学部経営学科 【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-22】 豊橋創造大学経営学部経営学科 GPA 制度に関する取扱要綱  

【資料 2-2-23】 平成 28 年度第６回大学院健康科学研究科委員会議事録  

【資料 2-2-24】 大学院健康科学研究科長期履修生制度利用者の概要  

【資料 2-2-25】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部パーソナルコンピュー

ター等学生貸与要綱 

 

【資料 2-2-26】 大学院健康科学研究科パソコン（PC）貸与制度利用者の概要  

【資料 2-2-27】 豊橋創造大学大学院生学会発表支援に関する規程  

【資料 2-2-28】 豊橋創造大学大学院単位認定に関する規程  

【資料 2-2-29】 2020年度理学療法学科「授業補助員」の概要  
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【資料 2-2-30】 豊橋創造大学「ティーチング・アシスタント」に関する規程  

【資料 2-2-31】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部における障害学生支援

に関する基本方針 

 

【資料 2-2-32】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部障害学生支援規程  

【資料 2-2-33】 理学療法学科2023履修案内教員メールアドレス一覧表  

【資料 2-2-34】 豊橋創造大学大学院長期履修生に関する規程 

履修案内 大学院健康科学研究科（2021）P83~86 

 

2-3．キャリア支援 

【資料 2-3-1】 
大学概要・理念・メッセージ（本学ウェブサイト） 

https://www.sozo.ac.jp/outline/sprit 
 

2-4．学生サービス 

2-5．学修環境の整備 

【資料 2-5-1】 本学建築物の概要  

【資料 2-5-2】 令和 4（2022）年度教育・学生生活改善会議結果  

【資料 2-5-3】 令和 4（2022）年度学生満足度調査集計結果  

【資料 2-5-4】 令和 4（2022）年度卒業時アンケート集計結果  

2-6．学生の意見・要望への対応 

【資料 2-6-1】 令和 4（2022）年度学生満足度調査集計結果 【資料 2-5-3】と同じ 

【資料 2-6-2】 令和 4（2022）年度教育・学生生活改善会議結果 【資料 2-5-2】と同じ 

基準 3．教育課程 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定 

【資料 3-1-1】 保健医療学部理学療法学科教育課程表 2019 年度以前入学生用  

【資料 3-1-2】 保健医療学部理学療法学科教育課程表 2020 年度以降入学生用  

【資料 3-1-3】 保健医療学部理学療法学科教育方針（三つのポリシー） 【資料 F-13】 と同じ 

【資料 3-1-4】 理学療法学科アセスメント・ポリシー  

【資料 3-1-5】 豊橋創造大学学則 【資料 F-3-1】と同じ 

【資料 3-1-6】 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科履修規程 【資料 2-2-1】と同じ 

【資料 3-1-7】 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科履修規程細則 【資料 2-2-2】と同じ 

【資料 3-1-8】 豊橋創造大学単位認定に関する規程  

【資料 3-1-9】 豊橋創造大学単位認定に関する規程の取扱要領  

【資料 3-1-10】 豊橋創造大学保健医療学部進級卒業判定規程  

【資料 3-1-11】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部 GPA 制度に関する要

綱 
 

【資料 3-1-12】 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 GPA 制度に関する取

扱要領 
 

【資料 3-1-13】 保健医療学部看護学科教育方針（三つのポリシー） 【資料 F-13】 と同じ 

【資料 3-1-14】 豊橋創造大学学則 【資料 F-3-1】と同じ 

【資料 3-1-15】 豊橋創造大学単位認定に関する規程 【資料 3-1-8】と同じ 

【資料 3-1-16】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程 【資料 2-2-19】と同じ 

【資料 3-1-17】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程細則 【資料 2-2-20】と同じ 

【資料 3-1-18】 豊橋創造大学学則 【資料 F-3-1】と同じ 

【資料 3-1-19】 豊橋創造大学経営学部経営学科履修規程  

【資料 3-1-20】 豊橋創造大学経営学部経営学科履修規程細則  

【資料 3-1-21】 豊橋創造大学単位認定に関する規程 【資料 3-1-8】と同じ 

【資料 3-1-22】 豊橋創造大学単位認定に関する規程の取扱要領 【資料 3-1-9】と同じ 
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【資料 3-1-23】 豊橋創造大学大学院学則 【資料 F-3-2】と同じ 

【資料 3-1-24】 豊橋創造大学大学院単位認定に関する規程 【資料 2-2-28】と同じ 

【資料 3-1-25】 豊橋創造大学大学院健康科学研究科健康科学専攻修士課程学

位論文審査基準 
 

【資料 3-1-26】 豊橋創造大学経営学部経営学科 GPA 制度に関する要綱  

【資料 3-1-27】 豊橋創造大学経営学部経営学科 GPA 制度に関する取扱要領  

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 保健医療学部理学療法学科教育方針（三つのポリシー） 【資料 F-13】 と同じ 

【資料 3-2-2】 保健医療学部看護学科履修案内・シラバス 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-3】 2022 年度 シラバスチェック分担表  

【資料 3-2-4】 看護学科授業評価アンケート（授業用・演習用）  

【資料 3-2-5】 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 2022 年度各種委員会等総

括 
本文に記載なし 

【資料 3-2-6】 2022 年度入学生カリキュラムに関するアンケート 本文に記載なし 

【資料 3-2-7】 履修案内経営学部経営学科 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-8】 経営学部経営学科カリキュラムマップ  

【資料 3-2-9】 経営学部経営学科カリキュラムチャート  

【資料 3-2-10】 大学院健康科学研究科カリキュラム・ポリシー  

【資料 3-2-11】 大学院健康科学研究科教育課程表 

履修案内 大学院健康科学研究科（2021）P14 
 

【資料 3-2-12】 2018 年度理学療法学科新カリキュラム説明会資料  

【資料 3-2-13】 保健医療学部理学療法学科カリキュラムマップ  

【資料 3-2-14】 大学院健康科学研究科 修了要件 

履修案内 大学院健康科学研究科（2021）P16 
 

【資料 3-2-15】 豊橋創造大学大学院生学会発表支援に関する規程  

【資料 3-2-16】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部パーソナルコンピュー

ター等学生貸与要綱 
【資料 2-2-25】と同じ 

【資料 3-2-17】 大学院健康科学研究科パソコン（PC）貸与制度利用者の概要 【資料 2-2-26】と同じ 

【資料 3-2-18】 大学院健康科学研究科「修了生アンケート」集計結果（抜粋）  

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 保健医療学部理学療法学科教育方針（三つのポリシー） 【資料 F-13】 と同じ 

【資料 3-3-2】 理学療法学科アセスメント・ポリシー  

【資料 3-3-3】 保健医療学部看護学科 2022 年度各種委員会活動総括及び国家

試験結果 
 

【資料 3-3-4】 履修案内経営学部経営学科（2022） 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-3-5】 平成 28 年度第６回大学院健康科学研究科委員会議事録  

【資料 3-3-6】 大学院健康科学研究科「修了生アンケート」集計結果（抜粋）  

 

基準 4．教員・職員 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．教学マネジメントの機能性 

【資料 4-1-1】 2022 年度委員会等構成表  

【資料 4-1-2】 豊橋創造大学教授会規程  

【資料 4-1-3】 豊橋創造大学運営組織規程  

【資料 4-1-4】 学校法人藤ノ花学園業務組織及びその運営に関する規程  

【資料 4-1-5】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部 IR 室規則  
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【資料 4-1-6】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部アドミッション・オフ

ィサーの設置に関する規程 
 

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 豊橋創造大学教員資格基準  

【資料 4-2-2】 学校法人藤ノ花学園職員任免規程  

【資料 4-2-3】 教育研究情報登録システムについて  

【資料 4-2-4】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同 FD 委員会規程  

【資料 4-2-5】 令和３年度豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同 FD 委

員会議事録 
 

4-3．職員の研修 

【資料 4-3-1】 学校法人藤ノ花学園就業規則  

【資料 4-3-2】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同 SD 委員会規程  

4-4．研究支援 

【資料 4-4-1】 研究活動における行動規範  

【資料 4-4-2】 研究活動上の不正行為防止に関する規程  

【資料 4-4-3】 公的研究費の管理･監査体制に関する規程  

 

基準 5．経営・管理と財務 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

5-1．経営の規律と誠実性 

【資料 5-1-1】 藤ノ花学園就業規則 【資料 4-3-1】と同じ 

【資料 5-1-2】 学校法人藤ノ花学園公益通報規程  

【資料 5-1-3】 藤ノ花学園経理規程  

【資料 5-1-4】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部教職員行動規範  

【資料 5-1-5】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部第 2 次中長期計画 【資料 1-2-3】と同じ 

【資料 5-1-6】 豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会規程  

【資料 5-1-7】 豊橋創造大学ハラスメント相談窓口に関する規程  

【資料 5-1-8】 豊橋創造大学個人情報の保護に関する規程  

【資料 5-1-9】 豊橋創造大学個人情報の保護に関する規程施行細則  

【資料 5-1-10】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部研究倫理委員会規程  

【資料 5-1-11】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部動物実験委員会規程  

【資料 5-1-12】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部地震防災規程  

【資料 5-1-13】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部防火管理規程  

【資料 5-1-14】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部防災管理規程-  

【資料 5-1-15】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部防災対策委員会規程  

【資料 5-1-16】 豊橋創造大学遺伝子組換え動物実験安全規程  

【資料 5-1-17】 教職員向け外部ハラスメント相談窓口の案内  

5-2．理事会の機能 

【資料 5-2-1】 学校法人藤ノ花学園副理事長規程  

【資料 5-2-2】 豊橋創造大学運営組織規程 【資料 4-1-3】と同じ 

【資料 5-2-3】 豊橋創造大学教授会規程 【資料 4-1-2】と同じ 

【資料 5-2-4】 学校法人藤ノ花学園常任理事会設置規程  

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック 

【資料 5-3-1】 学校法人藤ノ花学園常任理事会設置規程 【資料 5-2-4】と同じ 

【資料 5-3-2】 学校法人藤ノ花学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-3-3】 豊橋創造大学運営組織規程 【資料 4-1-3】と同じ 

5-4．財務基盤と収支 
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【資料 5-4-1】 第 1 次中期計画  

【資料 5-4-2】 第 2 次中長期計画 【資料 1-2-3】と同じ 

【資料 5-4-3】 経営改善計画  

5-5．会計 

【資料 5-5-1】 学校法人藤ノ花学園経理規程 【資料 5-1-3】と同じ 

【資料 5-5-2】 学校法人藤ノ花学園経理規程施行細則  

【資料 5-5-3】 学校法人藤ノ花学園支出行為取扱要綱  

【資料 5-5-4】 2023 年度予算編成方針  

【資料 5-5-5】 2023 年度予算申請の手引き  

【資料 5-5-6】 学校法人藤ノ花学園決算等の計算書類 【資料 F-11】と同じ 

【資料 5-5-7】 学校法人藤ノ花学園監事監査報告書 【資料 F-11】と同じ 

 

基準 6．内部質保証 

6-1．内部質保証の組織体制 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 6-1-1】 学校法人藤ノ花学園自己点検・評価委員会規程  

【資料 6-1-2】 自己点検・評価／機関別認証評価／外部評価 

https://www.sozo.ac.jp/outline/evaluation 
 

【資料 6-1-3】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証の方針  

【資料 6-1-4】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証推進会議設置要綱  

【資料 6-1-5】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証システム（イメージ） 

2019.1.8 
 

6-2．内部質保証のための自己点検・評価 

【資料 6-2-1】 学校法人藤ノ花学園自己点検・評価委員会規程 【資料 6-1-1】と同じ 

【資料 6-2-2】 自己点検・評価第三者評価／外部評価 

https://www.sozo.ac.jp/outline/evaluation 
 

【資料 6-2-3】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部における教学マネジメ

ントの基本方針 
 

【資料 6-2-4】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同教学マネジメント

会議設置要綱 
 

【資料 6-2-5】 2021 年 12 月（第 9 回）運営幹部会議事録  

【資料 6-2-6】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部 IR 室規則  

【資料 6-2-7】 各種アンケート結果 

https://www.sozo.ac.jp/other/4 
 

6-3．内部質保証の機能性 

【資料 6-3-1】 第 1 次中期計画 【資料 5-4-1】と同じ 

【資料 6-3-2】 第 2 次中長期計画 【資料 1-2-3】と同じ 

【資料 6-3-3】 経営改善計画 【資料 5-4-3】と同じ 

【資料 6-3-4】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証推進会議設置要綱  【資料 6-1-4】と同じ 

【資料 6-3-5】 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同教学マネジメント

会議設置要綱 
【資料 6-2-4】と同じ 

【資料 6-3-6】 学校法人藤ノ花学園 内部質保証システム（イメージ）

2022.3.3 改正版 
 

 

基準 A． 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．地域社会との連携活動   
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大学が持っている物的・人的資源の提供と地域社会との連携（理学療法学科） 

【資料 A-1-1】 豊橋創造大学高度リハビリテーション人材育成センター設置

規程 

 

【資料 A-1-2】 2022年度第9回学科会議豊橋創造大学保健医療学部理学療法学

科「令和4年度 第1回臨床実習教育推進フォーラム」議事録 

 

【資料 A-1-3】 2022年度第 12回学科会議豊橋創造大学保健医療学部理学療法

学科 

 

【資料 A-1-4】 2022 年度第 11 回教授会地域連携・広報活動報告  

【資料 A-1-5】 2022 年度第 7 回教授会地域連携・広報活動報告  

【資料 A-1-6】 2022 年度第 12 回教授会地域連携・広報活動報告  

【資料 A-1-7】 2022 年度第 3 回理学療法士教員会議（高度リハ運営委員会）

2022 年度高度リハ人材育成センター研究助成応募報告 

 

【資料 A-1-8】 2022 年度 5 回理学療法士教員会議 2022 年度 臨床実習指導

者講習会 実施計画 <第 1 回 > 

 

【資料 A-1-9】 22022 年度 13 回理学療法士教員会議 第 2 回 臨床実習指導

者講習会 実施計画案 

 

【資料 A-1-10】 2022 年度第 9 回教授会地域連携・広報活動報告  

A-2．地域社会との連携活動 

大学が持っている物的・人的資源の提供と地域社会との連携（看護学科） 

【資料 A-2-1】 2022 年度豊川市民病院研究指導  

【資料 A-2-2】 2022 年度豊橋市民病院研究指導  

【資料 A-2-3】 2022 年度渥美病院研究指導  

【資料 A-2-4】 2022 年度各種委員会等総括  

【資料 A-2-5】 2022 年度高大連携事業の実施  

【資料 A-2-6】 2022 年度保育関係者対象の研修会  

【資料 A-2-7】 市民大学トラム  

【資料 A-2-8】 豊川市地域福祉活動者フォローアップ研修  

【資料 A-2-9】 学術集会開催「第 33 回日本医学看護学教育学会学術集会」  

A-3．地域社会との連携活動 

     大学が持っている物的・人的資源の社会への提供（経営学科） 

【資料 A-3-1】 豊橋創造大学経営学部経営学科 Web ページ｜2022 年度プロジ

ェクト 

 

【資料 A-3-2】 同上 Web ページ（文化庁メディア芸術祭名古屋展に出展しま

した（今井ゼミプロジェクト） 

 

【資料 A-3-3】 CoderDojo Toyohashi - ホーム | Facebook  

【資料 A-3-4】 地域文化産業研究会 豊橋 LAB | Twitter  

【資料 A-3-5】 地域文化産業研究会 豊橋 LAB | Instagram  

【資料 A-3-6】 SDGｓ新商品クラウドファンディング・プロジェクト｜クラウ

ドファンディングページ 

 

【資料 A-3-7】 SDGｓ新商品クラウドファンディング・プロジェクト｜

Instagram 

 

【資料 A-3-8】 のんほいパーク盛り上げ隊！プロジェクト｜撮っておき！の

んほいフォトアワード 2022 

 

【資料 A-3-9】 豊橋創造大学経営学部経営学科 Web ページ（豊橋市 SDGs ウ

ィーク「SDGs フェス＠TOYOHASHI」に経営学科のプロジェ

クト／ゼミナールが出展しました） 

 

【資料 A-3-10】 同上 Web ページ（2022 年度経営学科インターンシップ報告会・

座談会を実施しました） 

 

A-4．地域社会との連携活動 

大学が持っている物的・人的資源の社会への提供（大学院健康科学研究科） 
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【資料 A-4-1】 豊橋創造大学大学院健康科学研究科 Web ページ（2015 年度

NEWS「大学院健康科学研究科「職業実践力育成プログラム」

（BP）の概要を掲載」 

 

【資料 A-4-2】 豊橋創造大学大学院健康科学研究科 Web ページ（2015 年度

NEWS「厚生労働省「教育訓練給付金（専門実践教育訓練給付

金）」指定講座に認定） 

 

 

基準 B． 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

B－1 教育研究活動の質的向上を目指した特色ある取組 

【資料 B-1-1】 【資料 B-1-1】大学院健康科学研究科健康科学セミナー開催概

要（令和 5(2023 年 5 月現在） 

 

【資料 B-1-2】 豊橋創造大学大学院健康科学研究科 Web ページ（2015 年度

NEWS「厚生労働省「教育訓練給付金（専門実践教育訓練給付

金）」指定講座に認定） 

【資料 A-4-2】と同じ 

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 

 

 


